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このたび『市立函館博物館研究紀要』第13号を刊行するはこびとなりました二

本号は、北海道立北方民族博物館学芸課長渡部裕氏による「カムチヤツカの

日本人漁業者一先住民の記憶と日魯漁業史料から見えるもの－｣、当館通年講

座「古文書調査講座」の受講者熊谷興志子氏によるく研究ノート＞「明治期函

館商業史の一考察一西淫弥兵衛関係文書の紹介を中心に－」と題した講座を通

じての成果報告、そして古文書講座を担当した当館保科智治学芸員による館所

蔵「西淫弥兵衛関係文書」のく資料紹介＞の3題を掲載いたしました。

当市は、三方を海に囲まれ、天然の良港として古くから海上交通の要所とし

て開け、特にペリー艦隊の来航は当市発展の大きな転換期となり、早い時期か

ら西洋文化が流入し、人や物の交流等に一層拍車がかかり繁盛してきた歴史か

あります。それらの事に連動して、漁業関係事業、商業等の興隆は特筆される

ものがあると考えられます。

このたびの渡部裕氏ご寄稿の「カムチャツカ」の漁業における先住民と日本

人の係わりについての調査研究の報告は、まさに当市と北洋漁業の歴史に大き

く結びついていくものと考えられ、その活用に大変期待するものであります。

また、熊谷興志子氏からご寄稿いただきましたく研究ノート＞「函館商業史

の一考察」は当館講座を通じて研究されており、大きな結晶として大変意義深

いものであり、多方面で活用されることを願うものであります。さらに巻末に

は当館保科学芸員の「文書の紹介」を掲載し、活用に期するものであります。

結びになりますが、関係各位におかれましては、今後ともご意見等を賜りま

すようお願い申し上げます。

平成15年3月31日

市立函館博物館長

佐野幸治
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カムチャツカの日本人漁業者
一先住民の記'億と日魯漁業史料から見えるもの－

1はじめに

1－1本稿の目的

「北洋漁業｣という言葉が経済的にも日常

的にも使われなくなって久しい。この言葉は

使われ始めた年代も明確ではなく、またロシ

ア／ソ連領（以後、ソ連邦成立後も含め便宜

的に「露領」と表記）内だけではなく、しだ

いに広く北太平洋海域における漁業活動を意

味するようになったが、本稿では1907(明治

40）年に締結された日露漁業協約およびその

後のソ連との漁業条約に基づいて日本人に開

放された露領沿岸の漁業を指している。露領

沿岸に租借した漁場（漁区）数では圧倒的に

カムチャツカ半島沿岸が多かった。その後、

母船式のサケ漁やカニ漁、トロール漁、さら

には北千島におけるサケ漁、タラ漁、カニ漁

も加わり、「北洋漁業」は拡大した。しかし、

太平洋戦争開戦後、北方海域でアメリカ軍力

優勢になるにつれて、露領の漁場は縮小を余

儀なくされ、さらに1945(昭和20)年8月の

ソ連対日参戦をもって露領漁業および北千島

根拠の漁業権益は失われてしまった。

筆者はカムチャツカの先住民であるイテ'ノ

メン、コリヤークおよびエベンの伝統的文化

や文化変化、現代の社会や経済に関する調査

のため、1997年､1998年､2000年､2001年の

それぞれ夏季の短期間、現地を訪ねた。これ

らの調査の一環として、日本人と先‘住民との

交流あるいは日本人・日本文化をめぐる文化

接触の観点から、当時の日本の漁場や加工施

渡部裕

設の操業状況、日本人の労働の状況や日本人

に対する印象、交流のあり方、移入・移出の

物質文化などについて聞取り調査を行なっ

た。その結果、40名を超える年配のインフォ

ーマントの方々からカムチャツカ沿岸の広範

な地域における日本人漁業に関する情報を得

ることができた(Watanabe2002:7)。こう

したインフォーマントの情報には、自身の体

験として直接、日本の漁場や加工施設、漁業

活動を目撃したものも当然含まれるが、むし

ろ直接,体験した世代から次の世代へ、つまり

親から子へ、あるいは叔（伯）父や叔（伯）

母から甥や姪へ、祖父母から孫へと伝えら才

てきた情報が多い。集落あるいは拡大家族と

いった地域の先住民社会全体で共有され伝え

られてきた'情報ということができる(註1)。

いうまでもなく、カムチャツカにおける陸

上根拠の邦人漁業が消滅してから半世紀以上

が経過した今日、カムチャツカの人びとの情

報は極めて重要である。しかし、こうした情

報の基となる人びとの記憶は時間経過ととも

に薄れ、そのために誤って伝えられることも

考えられる。さらに、当|時目撃した事実が誤

った』情報とともに記憶されたことも想像され

る。例えば、筆者が経験した事例として、現

地で日本の缶詰工場とされてきたものが、実

際はソ連企業の工場であったが、こうした誤

解の背景には漁業や加工労働者として多くの

日本人が雇用されていたことが考えられる

(註2)。
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市立函館博物館研究紀要第13号

そこで、こうした貴重な』情報を後世に伝え

ていくためにも、情報の内容を検証する必要

があろう。情報が言及している漁場や加工施

設の明確な位置、所属、さまざまな出来事の

年代といった個別の情報を互いにつき合わせ

ることも有効な検証方法であろう。さらに、

さまざまな歴史資料とのつき合わせも有効な

検証方法である。本稿では、主として市立函

館博物館が所蔵する史料を検証材料として、

カムチャツカの情報を検討してみたい｡なお、

今回使用する史料は日魯漁業株式会社（株式

会社ニチロの前身、以後、「日魯漁業」と表

記）が漁業経営のために作成した以下の書類

や地図などである。本史料はかつて日魯漁業

が作成した書類のごく一部にしか過ぎなく、

インフォーマントの↓情報とつき合わせが可能

な史料も限られていることをおことわりす

る。

1－2史料について

本稿でインフォーマントの情報を検討する

上で参考とした史料は日魯漁業が作成した下

記の台帳、地図などである。これらは全て市

立函館博物館が所蔵しており、同関係ではそ

のほかに、昭和11年度におけるカムチヤツカ

東海岸の一部漁場における漁況、漁獲日誌を

記載した台|帳、漁場免状等がある。

①『昭和六年度東西海岸・オコツク方面I

一管轄漁場二漁場沿革ノ大要三漁

場地理ノ大要』（事業本部）

②『昭和十五年度西海岸・オコツク方面』

③『昭和十六年度職工特殊漁工作業員分布

調・従業員賃金調』（事業本部）

④『カムサツカ西海岸漁区実測図』

⑤『昭和七年度日魯漁業株式会社事業全図』

2北洋漁業のあり方と変遷

北洋漁業で対象とした魚種の大部分はサケ

科魚類（一般的には「鮭鱒」と書き習わされ

てきたが、シロザケ、カラフトマス、サクラ

マスを含めた北太平洋産のOncorhyncus属

については以後「サケ｣と表記する）を対象と

してきた。サケ以外では一部海域にニシンと

タラバガニの漁区が設定されていた。漁区に

おけるサケ漁は建網（垣網と身網からなる定

置網）あるいは引網で行なうことになってお

り、海面漁区しか割当てがなかった日本人の

漁場では建網を使用してきた。陸上区画に厄

宿舎や加工施設が設置され、季節的に漁業労

働者（当時は「漁夫」と称された)、加工労働

者（同じく「雑夫｣）が季節的な労働にした力

った。

1945(昭和20)年8月以前に展開されたカ

ムチャツカにおける日本人の漁業活動のあり

方は年代によっても変化し、また地域によっ

ても違いがみられた（渡部2001:19-23)。

後に触れるようにこうした変化や違いは、日

本人と先住民との接触のあり方に大きく影響

を与える要因であった。年代による漁業活動

の変化は主に市場のグローバル化にともなう

北洋漁業の構造変化、ソ連邦成立による社会

主義的経済体制の確立とその後のソ連極東地

域に対する漁業産業強化策などが大きな要因

となっている。地域的な違いについては、漁

場がいつの時点で開設されたか、漁場と先‘住

民集落の位置関係、あるいはソ連国家保安部

などによる漁場監視体制の違い（監視所の設

置・人員の配置に地域的強弱があったと思わ

れる）などが関係しているものと思われる。

1928（昭和3）年に調印された日ソ漁業条約

は、基本的には日露漁業協約の枠組を包括す

るものであるが、新たにソ連国営企業、共同

企業に特別枠をもうけて漁区を割当てること

や、自国の民間企業を積極的に支援したこと

で、ソ連側の操業漁区は飛躍的に増加した。
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渡部裕：カムチャツカの日本人漁業者

日本企業はこの点で長期契約の特別漁区の割

当てを受けることなど、有利な措置もあった

が、ソ連側の民間企業との入札競合などから

借区料と公課費が高騰し、また租借条件の監

視強化が実施された。このため、日本の露領

出漁者では小規模経営者が脱落し、企業間の

合併が進み、最終的に露領沿岸漁業は国策と

して日魯漁業にほぼ統一された。

さらに、カムチャツカではロシア企業（し

連邦成立後は国営企業、共同組合、民間企業；

に漁狸や加工のために多数の日本人が雇用さ

れてきたが、ソ連は「脱日本」の一環として

1933（昭和8）年からカムチヤツカの各漁業

企業の労働者を自国民でまかなうようになこ

た。ロシア／ソ連企業の動向も含め、カムチ

ャツカにおける漁業活動の変化や地域的違b

は次のように整理される。

2－1漁業の変化

①経営規模の変化：小規模経営から大規模経

営へ

初期には小規模な個人経営から会社組織

へ、あるいは企業合同を経て大規模な経営へ

と進み、最終的には日本企業は日魯漁業にほ

ぼ一本化された(註3)。

②缶詰加工の増大と設備投資

北洋漁業初期にサケは塩蔵加工されていた

が、ベニザケ、カラフトマスを中心に缶詰に

加工される割合が増大した。それにともなし

缶詰製造機械などの設備に多額の投資が必要

となり、また原料確保の面でも隣接する複数

の漁区を確保することが必要となった。

③租借漁区数の増加

日本人が租借したカムチャツカの漁区数だ

けに限っても、1908(明治41)年のsi漁区力

ら次第に増加し、1935(昭和10)年には28

漁区に達している。もっとも、名義上はロシ

ア企業であっても実質的に日本の企業が経営

していた漁区もかなりの部分を占めていたと

思われ、ソ連邦成立まではカムチャツカの漁

区の大部分（河川漁区も含めて）に日本人お

よび日本資本が関わりをもっていたものと思

われる。

④進出地域の拡大

日本人が経営した漁場の範囲は、当初西海

岸では中部以南、東海岸ではカムチヤツカノ｜

河口付近およびカラギンスキー湾沿岸（カラ

ギンスキー区）までであったが、西海岸にお

いてはしだいに経営する漁場も北上し､193ユ

(昭和6）年頃に北部のパラナ、レスナヤ方面

まで漁場が広げられた。東海岸では1930(昭

和5）年頃に北部のオリュートル地区まで漁

場経営が拡大された。

⑤漁場労働者・加工労働者の増加

缶詰加工の増大や漁場の拡大（租借漁区数

の増大）にともなってカムチャツカに季節的

に渡った労働者数は初期の数千人からしだし

に増加し2万人を超えるまでになった。

2－2ソ連邦成立にともなう漁業への影響

ソ連の漁業当局は、旧日露漁業協約の基で

日本人に認めた北洋漁業の租借条件は日本側

に有利で入札価格も低廉であったこと、ロシ

ア企業も日本の資本・市場の影響下におかれ

たことを改善すべく、さまざまな意味で「脱

日本化」を図ろうとした。

①借区料、公課費等の増加

日本企業間の紛争、ソ連の国内企業育成策

もあって漁区が高額で落札され、それにとも

なう公課費（抵代税）も増加し、安定した経

営のためには、資本力を必要とするようにな

った。

②ソ連企業の台頭

ソ連は国営企業、共同企業に限らず、私企
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市立函館博物館研究紀要第13長

業をも財政的に支援し、露領沿岸の日ソの経

営漁区数は1930（昭和5）年頃からほぼ互角

となった｡当初からロシア企業は漁業労働者、

漁業資材､その生産物の市場を日本に依存し、

ソ連時代になってもカムチャツカを含む極東

地域では熟練した漁業・加工労働者の確保力

難しく、1932（昭和7）年まで日本人を雇用

して漁獲および加工を行なった。

③借区条件の遵守強化

日本人は借受地外へ出ることを禁じられ、

また、漁業および加工の条件、漁獲高などに

ついても監督官の検査が実施され、高額の罰

金を課すなど遵守が求められた。そのほか、

ソ連は自国内の日本企業の漁場労働者が長時

間労働にしたがっている状況の是正を求め、

また、北洋漁業労働者に対しソ連邦の社会保

険制度と同等の制度を適用するよう求めた。

長時間労働の実態は改善されなかったが、北

洋出漁者の病気や事故による後遺症、死亡に

対して一定の保障を規定した「救伽規則」力

1929(昭和4)年に制定された(田中丸1943)。

2－3先住民と日本人との接触とその変化

カムチャツカの先住民は17世紀末の帝政ロ

シア勢力の到達以来、毛皮交易によって外部

世界からさまざまな製品を入手してきたが、

日本人漁業者が進出してからは、先住民と日

本人との間でサケおよび毛皮の売買が行なわ

れ、先住民は外来品を手に入れた。初期の日

本人出漁者は河川の河口部附近で引網を用し

てサケ漁を行なうとともに、先住民の漁獲し

たサケを買入れた。また時により漁業者が毛

皮をも買入れていた。その代金としてさまざ

まな日本製品があてられた。日本企業だけで

はなくロシア系企業も先住民が漁獲したサケ

を買入れ、さらにこれらロシアの漁業者およ

び日本の漁業者も毛皮交易を行なっていた

(渡部2001:30-31:註4)。

先住民の商業的漁業を促進するために、日

本人漁業者は漁具の改良、漁法の指導など、

漁獲効率の向上に対して援助を行なった（渡

部2001:30:Watanabe2002:9:註;->)

さらに、カラギンスキー湾北部では日本の漁

場労働者の一員として先住民が働いたとする

証言もある（註6)。同地方出身のコリヤーク

男性は「コリヤークは日本人が来てから海で

サケを獲ることをおぼえた」と語り（渡部

1998:85)、より積極的な日本人との接触を

示唆している。日本人と先住民との接触の機

会は多様であったと考えられるが(渡部200二

:21-23:Watanabe2002:9-10)、その後、

前項にあるようにソ連邦の成立によって漁区

の監視体制強化など、北洋漁業の労働者と先

住民との自由な接触は事実上強く規制される

ことになった。

①接触の規制

カムチャツカの先住民は日本人漁業者との

交流時代を経て、その後展開されたソ連邦の

社会主義的経済の下で、コルホーズ（集団農

場）あるいはソホーズ（国営農場）に所属さ

せられ､日本人との接触は規制された。193（

年代にはカムチヤツカ西海岸のハイリューレ

ヴァ(Khairyuzova)村やチギル(Tigil')

村、東海岸のウスチ・カムチヤツカdvr

Kamchatsk)村で先住民やコサック系住民の

粛清が行なわれ、無実の人びとに対する罪名

として「日本のスパイ」が多用されたことも

（渡部2001:40-41)、接触の規制としては

たらいたと思われる。

②規制の地域的違い

国家保安部の監視によって、日本人は許同

なく借受地、漁区外への移動が禁じられてし

たとされている。後に触れている西海岸南部

の事例のように国家保安部の監視活動が日常
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的に行なわれていた。しかし、東海岸北部の

カラガ湾での聞取り調査では、日本人に対す

る監視は行なわれていなかったという。規制

の地域的な違いがあったとすれば、どのよう

な理由からであろうか。こうした当時の監視

体制については、ロシア側の史料も含めて検

証する必要がある。日本人に対する監視がど

のような目的をもっていたかについてもあき

らかにする必要があろう。

3漁場・施設に関する情報と史料

前項でみたように、カムチャツカにおける

漁業活動の変化や地域的違いは、現状の史料

や調査だけからみても複雑で、未知の要素も

多い。とくに今後はロシア側の史料を援用し

ながら、より多くの史料とのつき合わせが必

要と考えている。今回はこれまで得られた日

本の漁場・施設に関する主な情報と関係する

史料とをつき合わせ、日本の漁場の位置や活

動年代に関する情報をできるかぎり整理し、

あるいは情報のもつ意味を検討してみたい。

＜インフォーマント情報＞

①1941(昭和16)年にマローシェツナヤ

(Moroshechnaya)に日本の工場がまだあっ

た(2000年8月、元獣医師の妻、ハイリュー

ゾヴァ村にて）

＜対応する史料と検討結果＞

残念ながら、この1941(昭和16)年の時点

で存在したとされるマローシェツナヤにあっ

た日本の工場に対応する明確な史料を現時点

では入手していない。この情報にある日本の

工場の位置は正確には分からないが、1942

(昭和17)年水路部発行の「カムチャツカ西海

岸」にマローシェツナヤ川河口の南約60kni

(地図上の直線距離で）に日魯「モロセチ」工

場（工場番号11）漁場（677漁区）が記載さ

れている。日魯漁業の漁場の沿革を記載した

元1帳である『昭和六年度東西海岸オコツク方

面I一管轄漁場二漁場の沿革ノ大要

三漁場地理ノ大要』（事業本部）の同漁区

に関する記載をみると、当工場は当初、ソー

ポチヌイ地方北一号（位置は「ソーポチヌイ

河口北46～41.5露里｣)、二号漁場（位置は

｢ソーポチヌイ河口北43～18.1露里｣)、三号

蟹漁場（位置は「ソーポチヌイ河口北51～

46露里｣）の工場として「ソーポチ」第三工

場とされていた。

サケ漁区3～5，蟹漁区2～3の漁獲が当

工場で処理されていたと考えられる。三号蟹

漁場、同附属蟹漁場の合計捕獲制限は14,000

函。沿革として「北1号漁場はT12年、青山

漁業部、13年休業、14，15年月成漁業部、S

2年長谷川藤三郎経営、3年より当社北2

号はS5年より、第三蟹漁場はTil年、同付

属蟹漁場はS4年より」とある。新たな日し

漁業条約により1929（昭和4)年から工場の

借地契約が10年となったことから、当工場に

ついても同様の長期契約となっている。日魯

「モロセチ」工場（工場番号11)が地理的に

最もマローシェツナヤ川やマローシェツナヤ

の集落に近く、情報1の指す工場であった庁

能性は大きい。なお、漁獲については次の記

載がある。

（漁獲実績）

鮭昭和4年1,357.97石､昭和5年3,45546石

昭和6年849.53石

蟹大正14年297,579尾昭和3年687,349尾

大正15年560,771尾昭和4年7乳677尾

昭和2年700,783尾昭和5年580,113尾

昭和6年390,995尾

＜インフォーマント情報＞

②ソーパチナヤ(Sopachnaya)には大きな

カニ缶詰工場､サケ缶詰工場があった。1930
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年代にすでにこれらの工場は建てられていた

のではないか。ウトホロック(Utkholok)の

日本の工場は1928(昭和3)年にあった(建て

られたということか)。ソーパチナヤの工場

は1963(昭和38)年に閉鎖された。なぜなら

ば、村と工場が湖と海の間にある砂洲の上に

あり、毎年嵐による波浪で水浸しになり、と

うとうその年に閉鎖されたということだ

(2000年8月、1946年ソーパチナヤ生れ、イ

テリメン男性、カブラン(Kovran)村にて)。

＜対応する史料と検討結果＞

1）ソーパチナヤの工場について

日魯漁業「ソーポチナヤ」地方には第一、

第二、第三工場があり、本‘情報の工場は地理

的にみて第一工場(工場番号13)第一漁場（旧

696漁区）が相当すると考えられる。日魯漁

業事業本部の『昭和十五年度西海岸・オニ

ツ ク 方 面 ’一管轄漁場二漁場地理ノ

概況・漁区図』にある手書きの「漁区図」の

工場も湖と海の間にある砂洲上に位置してお

り、このことを裏付けている。

『昭和六年度東西海岸・オコツク方面I

一管轄漁場 二漁場沿岸ノ大要三 漁

場地理ノ大要』（事業本部)に記載の当漁場の

沿革として、「当蟹漁区は露人フリプコの経

営であったが、大正12年、‘佐脇哲郎、小規模

蟹工場を経営しようとしたが、都合で大正1し

年度休場、翌大正14年度当社経営昭和4年

よりソビエトと締結した工場契約により、従

来の29蟹漁区以外に工場附属漁区として新

漁区29kを得て漁獲物は工場に運搬して製造

した｡」とある。

日魯漁業は1921(大正10)年以降カニ缶詰

製造に力を入れ、同年に3工場、翌1922（大

正11)年に5工場としだいに操業を拡大し、

1925(大正14)年にはカニ缶詰工場13工場と

なった。これらカニ缶詰工場はサケ缶詰製造

との兼営であるが、1928（昭和3）年におけ

る日魯漁業のカニ缶詰工場13工場の内、「レ

ウポチナヤ」地方の3工場を除いてはサケ缶

詰製造が主体となっている。「ソーポチナヤ．

地方の3工場はカニ缶詰製造を主体として↓

た。「ソーポチナヤ｣第一工場に所属する第

一、二蟹漁場の漁獲標準高は合計13,500函

であった。

工場の建設後、増築あるいは改築があった

かどうかは別にして、1925(大正14)年に臆

カニ缶詰を製造する工場は存在していた。ま

た、1929（昭和4）年には長期借地・借区契

約を行なっており、建物を最終段階まで完成

させた可能性もある。

その他、附近の状況について「ソーポチヌ

イ第-(E15544'N5632')ソーポチナ

ヤ河上流26kniにソーポチヤ村」とあるが、

この経度、緯度の数値では漁場・工場位置力

記載された『カムチヤツカ西海岸』の日魯｢レ

ーボチナヤ」第1工場（13）・第1漁場（旧

696漁区）の位置とは大きく異なっており、

ほかの史料による確認が必要である。

2）ウトホロックの工場

日魯漁業は1929（昭和4)年から西海岸中

部のウトホロック（日魯漁業では「ウトコロ

カ」の呼称が用いられていた）に進出し（岡

本1971:189)、『カムサツカ西海岸漁区実測

図』によれば、サケ漁場（漁区番号95，97－

98）とカニ漁場を経営し、缶詰工場（工場番

号第10）を設置した(註7)。漁区の番号と位

置との関係は不明であるが、日本の漁業者力

この地方の漁区を経営した年代は比較的新し

く、最も古くても1925(大正14)年で、一部

の個人漁業者を除くといずれも日魯漁業が操

業してきた（函館市史編さん室1987:572

573)。同社は経営漁区の改廃を経て1932

(昭和7)年以降、基本的にはサケ漁区4，力
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二漁区2を経営したと思われる

＜インフォーマント’情報＞

③かつて、パラナ(Palana)(日魯は「パラ

ン」と称していた）で日本の畳、日本の絵力

描かれた茶碗、下駄を見たことがある。ウス

チ・パラナにいたとき、1936～38(昭和1二

～13)年､8歳頃のことであるが、日本の工場

があった。

母親（イテリメン）は背が高く、工場のゲ

ートの前を通って橋を渡るとき、ゲートのと

ころに日本人が何人もいて「パロスキー・シ

ェンナ」と呼んだ。当時、イテリメン、コし

ヤーク、ロシアの女’性たちはシャイで日本人

から顔を隠すようにしていた。パラナとレス

ナヤ(Lesnays)の間に日本の漁場、工場力

あった(2000年8月、1930年生れ、イテリメ

ン女性、パラナ村にて)。

④リューリ兄弟商会のサケ漁場・工場はNo.8

で、恥.9は日本の漁場であった。この恥.8は

標識に書かれ、海から見えた。現在、リュー

リの建物の基礎などが残っている。昨年、そ

の場所に建物を建てた男がおり、当時のコン

クリートの基礎を利用した。（2001年8月、

1928年ナパナ生れ、イテリメン男性、パラ

ナ村にて、1936年にパラナに移り住む)。

＜対応する史料と検討結果＞

カムチャツカ西海岸北部のパラナ地方にお

けるサケの商業捕獲の開始は比較的古く、

1913（大正2）年にはロシア企業エッケルマ

ンが缶詰工場を操業していたとされている

(岡本1971:39)。パラナ地方における日本

人の漁場経営は1917（大正6）年から始まづ

たと思われるが､本格的には1931(昭和6)年

に西野水産(函館)が3漁区を経営、翌年に別

の7漁区を単年度経営し、いずれも翌1930

(昭和8)年に日魯漁業の経営となっている(日

魯漁業の記載する沿革では西野水産は555

号、556号、561号の漁場を1931(昭和6)年

から経営した)。とくにパラナ川はベニザケ

に恵まれているとされたために、その北部の

キンキル、レスナヤ地方を含めて、日魯漁業

は西海岸最北部の漁区を経営したが、全体と

して漁獲は芳しくなかったと思われる。日魯

漁業は1932（昭和7）年にパラナ川河口北側

において缶詰工場を建設した（中山1934：

11)。

同じ頃、リューリ兄弟商会もパラナ川河口

南部に缶詰工場と漁場を経営していたとさ

れ、④の情報にあるようにリューリの工場・

漁場の番号が恥8で、日本の、すなわち日魯

の工場・漁場がNo.9とされている。こうした

ソ連企業に関する史料はもとより日本企業の

史料についても現状では乏しく、明確に裏付

けることができない。ただし、日魯漁業のウ

トホロックの工場番号はNo.1(1であり、その北

に位置するパラナの工場はNo.9であった可能

性もあろう。

④のイテリメン男性は1936(昭和11)年、

7歳か8歳のときにパラナに移住しているの

で、当時はすでに日魯漁業の工場が河口の北

側に建設されていた。

⑤日本人はアナプカ(Anapka)にも漁業にや

って来て、先住民と接触を持った。日本人は

湾内に漁業施設をつくった。日本人はSuswci

という名の砂洲に漁業施設を持っていた。日

本人は定置網を設置してサケを捕っていた。

父は日本人の記憶を語っていた。父は『日本

人はよく働く』と言った。『日本人はよく笑

い、笑顔が印象的』と言った。日本人は海力

荒れていようが雨が降ろうがサケを捕ったと

いう。日本人は大きな船（3～4対のオール：
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を使っていた。荒れた海に船を押し出し、皆

同じ歌を歌ってオールで漕いで行った。彼ら

は仕事が無いときは相撲をしていた。コリヤ

ークの人びとはそれをながめていた（2000

年8月､1942年オリュートル生れ､コリヤーク

男性、パラナ村にて)。

⑥アナプカにあった日本の漁場の地名はチニ

チュリン(Chuchulin)といった。日本の漁

場施設は1930～31(昭和5～6)年まであっ

た。キチガ(Kichiga)も日本の漁場のあっ

たところだ。今でもキチガには当時の日本の

漁業施設がある。そのほか、ティムラット

(Tymrat)、ミリュトナム（イリプイリ：

Ilypyr)にも日本の漁場があった(2001年

8月、1918年アナプカ生れ、コリヤーク女性

オッソラ村にて)。

⑦父はリキニキ(Rekiniki)生れで、日本人

と親しかったと聞いているが、どのような付

き合いだったかはわからない。（祖父はリキ

ニキ出身、祖母、母はレスナヤ(Lesnaya)

生れ)Shllka，Chucharinに日本人の漁場力

あった。アナプカ、イリプイリにも日本人の

漁場があった（2001年8月、アナプカ出身－

52歳、コリヤーク女性、オッソラ(Ossora)

村にて)。

⑧5～6歳の頃のことだが、テイムラットで

日本人が船を漕いでゆくのを見た。大きな船

で、ティムラットからキチガヘ向かう船であ

るが、片側10人くらいで30人ほどが乗り組ん

で、ロシア人が乗って監視していた。ロシア

人は日本の施設に近づかなかった。ティムラ

ットには日本の缶詰などの工場があって、見

たことはあるが近づいたことはなかった。日

本人は春に来て秋に去っていった(2001年8

月、1929年テイムラット生れ、コリヤーク女

性、カラガ村にて)。

⑨現地確認の日本施設遺構1：東海岸カラギ

ンスキー湾内に位置するカラガ湾に面して、

北部にあった旧カストラマ村の附近の海岸

（砂洲の基部にあたる）にブロック状のコン

クリート塊と鉄製器具の一部（写真④）が現

在も放置されていて、日本の漁場の設備で船

を引きあげるウインチの一部とされている。

また、日本の漁場の建物があった靴とされる

地面の凹みもみられる。

＜対応する史料と検討結果＞

カムチャツカ東海岸のイリプイリ附近から

南にかけてアナプカ、キチガ、ティムラット

オッソラ、旧カストラマにかけての沿岸は当

時「タムラット」地方と称されていた。この

地方への日本人漁業者の出漁は1909（明治

42)年に3名（中山忠次郎；新潟、小川長吉

函館、西村忠一；石川）が5漁区で単年度操

業したのが始まりと思われる。その後は、継

続して出漁した漁区は3つで、タムラット第

3が1913(大正2)年まで（小川の後、大庭山

彦平;函館が経営)、タムラット第5は西村の

3カ年の出漁後、高森忠八（函館）が2カ年

笹野富吉（函館)、阿部外也雄（函館）がそれ

ぞれ1カ年、長谷川藤三郎が1930,31(昭和

5，6）年経営し、その後日魯漁業の経営とな

っている。その他、タムラット第1は中山の

1909(明治!L')年出漁後、1921，22(大正10

11)年に笹野が、タムラット第4は1912，13

(大正1，2)年に工藤長平（函館）が、タムラ

ット第6は1909(明治42)年の中山の出漁後

1910(明治43）年東洋物産が権利を得るが休

業、1921～1926（大正10～昭和1）年まで

小沢松太郎（新潟)、日魯漁業、小沢、有田清
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次(函館)がそれぞれ単年度経営している。タ

ムラット第7は1913(大正2)年に堤清六（新

潟)、1922（大正11）年に関谷儀八郎（新潟

が操業し、タムラット第8は1909(明治42

年の小川の操業後、1927～1931（昭和2～

6）年の間、花房並次郎（新潟）が出漁して

いる。タムラット第9は1921(大正10)年と

1923（大正11')年に高橋助七（新潟）が経

営、タムラット第15は1930（昭和5）年の

み花房並次郎が経営。その他9漁区について

は日魯漁業が1931～33(昭和6～9)年に

操業開始している。

1）アナプカ

日魯漁業の漁場位置図から判断すると、遅

くとも1932（昭和7）年には日魯漁業が旧ア

ナプカ村附近で7ヵ統のサケ漁区を経営して

いる。

2）キチガ

アナプカ同様、日魯漁業の漁場位置図から

みると、遅くとも1932（昭和7）年には缶詰

工場および冷凍庫が配置され、周辺で7ヵ統

のサケ漁区を経営していた。

3）ティムラット

同様に､日魯漁業の漁場位置図からみると、

遅くとも1932(昭和7)年にはテイムラット

に元場が設置され冷凍庫が建設され、同社に

ティムラット以南で3ヵ統のサケ漁区を経営

していた。また、さらに南のオッソラ湾口ま

でに元場1ヶ所、5漁区、オッソラ湾内に元

場1ヶ所、3漁区（漁場免状からこのなかに

は第1104号漁区が含まれる)、さらにその南

部の旧カストラマ村にかけて元場1ヶ所、4

漁区が展開されていた。

漁業者の経営状況からこの地方における継

続的な日本人漁業者の進出は1931（昭和6＞

年以降のことと思われ、現地で言及された日

本の建物は日魯漁業時代の各漁場の施設、元

場に設置された建物や缶詰工場、冷凍庫であ

ろう。旧カストラマ村跡に残されたコンクし

－ト塊は日魯漁業の元場の位置に相当すると

思われる。

⑩マカリエフスク(Makarjevsk)には日本

の大きな工場の吐がある。ここはこの辺りで

は物が残っている唯一の場所だろう。先住民

の集落から約独Ⅲの位置にある(2001年8月、

コリヤーク女性、カラガ村にて)。

⑪1936(昭和11)年より前のことであるが、

各川の河口近くすべてには日本の漁場があこ

た。カユム(Kayum岬の意）という名の小さ

な湾がマカリエフスクへの途中にあって、子

供の頃日本人が働きながら歌うのを聞いた。

日本人は昼も夜も働き、いつも歌っていた。

「よく働く人たちだ」というのが日本人に対

する皆の印象だ。ある朝起きてみると静かな

ので不思議に思っていたが、それは日本人力

去ったからだった。1941(昭和16)年に日本

人は去った(2001年8月、1923年旧カラガ村

生れ、コリヤーク女性、カラガ村ペルバ・ニ

ーシカにて)。

⑫現地確認の日本施設遺構2：マカリエフス

クにある遺構、鉄製の工場機器類が多数みら

れる。カラガ村から船外機ボートで1時間程

度の距離にある。基本的には砂洲に位置し、

前面は比較的急峻で幅の狭い砂浜からすぐ最

高地点の草地に達し、内側は緩やかな傾斜の

草地で湖に続いている。湖から水を引いた鉄

パイプが現在もみられる。海を隔ててカラギ

ンスキー島を臨む地点にある。

＜対応する史料と検討結果＞

カラギンスキー湾沿岸は現在でもサケ資源
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にめぐまれ、サケの定置網漁が行なわれてし

る（渡部2002:69-70)。日本人漁業者が同

地域へ進出した歴史は古く、日露漁業協約以

前からも日本漁船が出没し、同協約以後は多

くの日本人漁区が経営されていた。カユム、

マカリエフスク（カラギンスキー地区カラガ

村の南部、カユム川、マカロフカ川河口付近

の沿岸地域にあたる）を含む地域は、日本人

が操業していた時代はカラギンスキー区パン

カラ地方に含まれ、漁区の名称をみる限り、

「マカロフスキー」と称されていたと思われ

る（函館市史編さん室1987:590-591)。『昭

和十六年度職工特殊漁工作業員分布調・従業

員賃金調（事業本部)』には漁場名称として

「カユム第一」「カユム第二」があり、それぞ

れ漁区番号はNo.1088,1096と記載されてb

る･

日本人の進出が古くから行なわれてきたカ

ラギンスキー湾沿岸のなかで、「マカロフス

キー」やその北部に隣接するカラガ湾および

オッソラ湾沿岸における日本人の操業は比較

的新しく、大部分は昭和初期になって操業が

開始されている。こうした初期の個人企業の

漁場は1932（昭和7）年の「北洋大合|司」に

よって日魯漁業へ合併された。合同後の日魯

漁業は「マカロフスキー」地方に缶詰工場を

建設しなかったが､水路部による1929(昭和

4）年あるいは1931（昭和6）年の「改補済

スタンプ」が押されたカムチャツカ地図に書

き込まれた日魯漁業の「漁場図」には、カニ

ム川とカラガ湾口との間に日魯漁業の鮭鱒漁

区元場と冷蔵庫の印が付されている。この位

置は、現在、マカリエフスクにある建物遺構

鉄製の機械類が点在する場所と一致する。こ

の「漁場図」はギジギンスキー区を除いて日

魯漁業以外に日本人漁区が存在しないこと力

ら、1932（昭和7）年の「大合同」以後の状

況を示している。

マカリエフスクにある建物遺構、鉄製の機

械類をみると、居住用と思われる建物の遺構

や鉄製パイプ、バルブ、ドラムなどの機械設

備を含んでおり、「漁場図」からみても日魯漁

業の冷蔵庫の所在地であった可能性が高い。

また、1923（大正12）年生れのコリヤーク

の女性が働きながら歌う日本人をみたカユム

の漁場についても1932（昭和7）年以降は日

魯漁業の漁場であった。

太平洋戦争の戦況が日本に不利になるにし

たがって､北洋は危険な海域となり、1942(昭

和17)年には東カムチャツカ沿岸の漁場の内

カラギンスキー区およびオリュートル区の合

計127漁区は休営し（田口1966:215)、翌

1943(昭和18)年には東カムチヤツカ全域と

西カムチャツカのチギリスキー区以北が休営

となった（岡本1971:419-421)。カラギシ

スキー湾沿岸の日本の漁場は1941(昭和16

年の操業を最後に、その後二度と漁場を経営

することはなかったのであるから､「日本人に

1941年に去った」ということになる。

⑬西海岸南部のネムチック(Nemtik/Pyinla

川河口近くの集落生れの男性の情報として、

コーリー(Koli)に日本の工場があった。ロ

シアの工場もあり、姓Ⅲ離れて日本の工場No.

3があった。また、先住民は監視人が居たの

で､日本の工場に近づくことはできなかった。

しかし、先住民は牛乳など美味しいものを監

視人に与えて、その代わりに双眼鏡を使わせ

てもらった。日本人はいつも素早く、走るよ

うに働いていた。日本の工場には魚の山は残

らなかった。素早く処理したからだ。ロシア

の工場ではそうはいかなかった。

双眼鏡で､一人の日本人が竹の棒を持って‐

働くことを督励するように叫んでいるのが見
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えた。日本人は背負い箱でサケを運んでいた‘

このようにして村の全員が日本人を見ること

ができた｡見たことの無い人たちだったので‐

興味があったのである。当時の監視人はV.B.

という名前であった。監視人の息子と友達だ

ったので、日本のサケ缶詰を食べたことがあ

った。味はあまり塩っぽくなかった。このよ

うなことは1945(昭和20)年まであった(200二

年8月、1931年ネムチク生れ、イテリメン男

‘性、ラズドリニィ(Razdol'nyj)村にて)。

＜対応する史料と検討結果＞

この情報に関係する資料として『昭和六年度

東西海岸･オコツク方面I一管轄漁場二

漁場沿岸ノ大要三漁場地理ノ大要』(事業

本部）の記載の関係する部分は以下のとおり

である。

1）「管轄漁場」の記載から

No.9-337昭和6年度キクチク地方プイムタ

漁区番号

2）「漁場の沿革ノ大要」より

182.6号漁場

明治四拾二年浅井惣十郎氏創メテ経営大

正七年度ハ休場大正九年度中村多四郎氏

ノ経営ニ移り

大正十一年度漁場権利及残蓄財産共日魯漁

業株式会社二譲渡シ大正十二度ヨリ操業経営

シ同十四年度

耀詰工場ヲ新設シ昭和二年キクチク地方本

部所在地トナリ同参年二至り183漁場ト

合併シ翌昭和四年183漁場閉鎖ニヨし

182.a号漁場卜合併経営今日二至ル

182.a号漁場

大正十五年迄新潟市花房並次郎経営セシモ

同年漁場権利及蓄財産共日魯漁業株式会社二

譲渡シ昭和二年ヨリ当社ノ経営ニ移り昭

和四182.6号漁場ト合併経営今日二及ブ

1，2号漁場漁場番号783

会社呼称 名称 位置 租借期間
II

プイムター号漁場 182．6

プイムタニ号漁場 182.a

(続き

漁獲標準高 借区粥

34,000プード 13，3750．6［

30,000プード 11.802.00

瀞

783 プイムチンスキー第五 プイムタ河口北 自1928年

至1938年四露里半

78： コーリースキー第五 コーリースキー 自1928年

至1938年

合併経営ノ元場位置

プイムタ河口北四露里半

口南六露里半

摘要

182.6号漁場ハ大正13年プイムタ

河口北方二移動セシ為従前ノ位置三

リ北方約一露里の地点二移動シダI

182.a漁場トハ昭和4年合併財産ﾉ、

全部182.6漁場二運搬フ

182.6漁場ハエ場所在鮒
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3．漁場地理ノ概要

・昭和6年度キクチク地方プイムタ1，2

号漁場（漁区番号783）

一、二号漁場

A.地勢

182.6号漁場プイムタ河口北四露里半、

182.a漁場コーリ河口南六露里半

水準面ヨリ約十二尺高キ砂質草原地ニシテ南

北二連亘ス東方ハ広闇湿潤ナルツンドラ地

帯ニシテ池沼散在星余ニシテ潤葉ノ樹林地ア

リ西方ハオコツク海二面シ海浜I幅員二十

数間ニシテ海面二向ツテ緩傾斜ノ砂喋層ナし

－岩礁ナク南北殆ドー直線ナリ

B.隣接漁区トノ距離

182.6号漁場ノ南方400サージンノ所ニプイ

ムタ河口アリ更二二露里ノ所二183ベ漁場

アリ182.a漁場ノ北方182(コーリ河口南

四露里半）漁場トハニ露里

C".近接河川及湖沼トノ関係

南方プイムタ河本流ハ降雨ノ都度濁水排出

初漁期二於テ魚群ノ来遊影響ヲ受ケル事度々

ナリ濁水排出ニヨリツンドラノ大塊又ハ流

木等二依ツテ漁網設備ノ被害ヲ受クル事アし

ツンドラ地帯池沼ノ水深5尺位ニシテ褐色

ヲ有シ漁区近傍ノ池沼ハ用水ノ水源地飯

料水二供ス

D.飲料水ノ便否及善悪

プイムタ地方第一漁場

会社呼称
漁区番号

旧 新

プイムタ地方第一漁畷 79（

塗井スルモ良質ノ飲料水ヲ得ル能ハズ池水

ノ水ヲ引キ摂ツテ之レニ充ツ多少不便ナリ

褐色ヲ有スルモ飲料水トシテ害ナシ

E、附近部落トノ距離

182.6号漁場ヨリ南方プイムタ村へ約五露

里余戸数約50戸

182.a漁場ヨリコーリ村へ拾二露里戸数

約40戸

F.陸上通信機関

陸路ハ平原地二通ズルー条ノ小径アルノミ

人馬之レニ依リテ交通ス南方プイムタ河本

流ハ渡舟ノ便アリ海岸ハ浅瀬暗礁ナク舟付

便ナリ

G潮波及海底状況

潮流ノ南ヨリ北流スルモノ強ク河口近キ為

メロロノロロ強シ海底ハ漸次深度ヲ加へ海

底岩礁ナク底質ハ砂操、細砂泥砂、砂、磐

ノ四層ヨリナル（筆者註：□の文字について

は判読できなかった。ほかの口部分について

も同様｡）

11.気象概況

気温ハ前年着場当時ヨリ暖力己

また、『昭和十五年度西海岸・オコツク室

面』では関連する情報として下記の記載が房

る。

名和 位憧 租借期借

ムイソウオ訂 ムイソワヤ河口南

－12－



渡部裕：カムチャツカの日本人漁業者

(続き

漁獲標準農 借区料 合併経営ノ元場位置

5,570ツエントネル 12,100ルーブル

北方約1Ikmにネムチク村あり

借受地区90m×340m

地区外使用2m×70m，18m×25m

プイムタ地方第2号（782号

会社呼耐
漁区

旧 新

;号

プイムタ地方第二漁場 781

(続き

名称

コーリスキー

摘要

北緯53度34分東経156度0夕

位置 租借期盾

コーリ河口南6.89kni

漁獲標準蔭 借区料 合併経営ノ元場位置 摘要

4，918ツエントネル 31,514.46ルーブル

プイムタエ場783プイムチンスキー北緯53度45分、東経155度58分工場番号22

783号漁区より南方ネムチク村へ約6kill

782号漁区より北方コーリ村へ約11kill

借受地区500m×170m=85.000平方m

地区外使用面積3,054平方m

ネムチク村ケ・ペ・ウ所在地無線電信局あ

り

プイムタ川河口近くにあるネムチック村力

らの距離を考慮すると、この情報にある日本

の工場は日魯「プイムタ」工場（工場番号恥．

22)と考えられる。ロシアの工場については、

地図「カムチャツカ西海岸｣(大日本帝国水路

部1942)から検討すれば、ネムチック村の南

方数kinに位置するリューリー兄弟商会の漁業

工場(No.43)の可能性が高いと思われる。日

魯「プイムタ」工場は同社の工場番号として

No.22とされ、情報にある「日本の工場がNo.

3」であることについては不明である。

同工場の付属漁場としてプイム1号・2号

漁場（漁区番号：783,782）は漁区の契約

年数は1928(昭和3)年から1938(昭和13)年

までの11年間となっている。この長期契約

は特別契約漁区として借区したものと考えら

れる。1928(昭和3)年の新漁業条約で缶詰

工場については、競売によらず特別契約によ

って高額な借区料を支払うことで期間10年の

借区が認められ、缶詰工場の所在漁区と隣接

する1漁区を缶詰工場附属漁区とすること力

認められるようになった。ただし、同条約の

発効が同年5月であったため、同年度の出漁

には適用されずこれまでの条件で操業され

た。租借期間11年は1928(昭和3)年とその後

の10ヵ年を合算したものと考えられる。この

特別契約漁区の場合、陸上の借受面積は通常

500m(幅)×200m(奥行き)であるが、当漁

区の場合は500m×170mであり、奥行きに

十分な適地が見出せなかったためであろう

か。昭和6年度の史料でソ連官憲の所在に臆

触れていないが、昭和15年度の記載ではネム

チック村をゲ・ペ・ウ所在地としている。
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ネムチック村出身の男‘性は1931(昭和6)

年生れであるので、少なくともソ連官憲がネ

ムチック村に駐屯していた1940(昭和15)年

には8歳か9歳であった。おそらく彼の記‘億

にある時代はこの頃から1945(昭和20)年に

かけてであろう。

4 まと め

以上、西海岸の南部、中部、北部の5ケ所

の漁場・工場、東海岸ではカラギンスキー湾

沿岸の漁場に関する情報、いくつかの建物・

漁場吐について史料とのつき合わせを行な

い、情報が言及する日本の漁場・工場等を特

定し、あるいは操業年代などについても整合

性を検証してみた。漁場･工場の名称や位置、

あるいは操業年代について必ずしも明確にな

ったわけではない。もとより、今回利用した

関係史料は日魯漁業に限られたものであった

し、それらは膨大な量のなかのごく一部にし

か過ぎない。この作業を通じて、日魯漁業以

外の北洋漁業関係史料についても、またロジ

ア側の史料についてもできる限り入手する必

要性を痛感した。

さらに、これまでカムチャツカの人びとへ

の聞取り調査を行なってきたが、日本側の個

人情報についても精査することが必要であろ

う。これまで個人の北洋漁業体験は私家版で

出版されたごく少数が知られているにすぎな

い。それにしても、カムチヤツカの先住民と

日本人との具体的な交流について、日本側で

はほとんど語られることがなかったが、ソ連

の監視体制が強化された地域では交流がな力

ったことは当然のことであったのかもしれな

い。いつIぎう、カムチャツカの人びとは、当

時の日本人や日本の漁場に関する情報を記憶

し、語り伝えてきた。当時のカムチャツカの

先住民たちは、渡島、桧山、後志の漁村から

出かけた漁業労働者、東北の農村から出かけ

た加工労働者たちを「働き者」と認め、日本

人の働く様子を漁業の手本のように見ていた

のである。こうした双方の違いは両国の歴史

の違いを反映したものかもしれないが、カム

チャツカの人びとの記憶に近代日本を担った

日本人像を感じずにはいられない。最後に、

こうしたさまざまな史料・情報は北洋漁業の

基地であった函館にこそ集積し、歴史の証言

として活用されることを望みたい。

＜謝辞＞

最初に、これまで現地調査にご協力をいた

だいたインフォーマントの方々に感謝を申し

上げる。また、現地調査ではカムチャツカ教

育大学のViktoriaPetrosheva教授およびニ

リヤーク郷土博物館(パラナ村)のVknlimi

Nutauulgin館長にアドバイス、ご案内をいた

だきました。交通不便な地でのガイドおよび

通訳をつとめていただいたElenaFyolodvna

さん､TatyanaDegaiさん、○IgaTokranova

さん、森田員旭さん、さらに小樽商科大学の

大島稔教授にはカムチャツカでの最初の調査

からさまざまなご援助、ご助言をいただきま

した｡これらの皆様に厚く感謝申し上げます。

本稿の現地調査については平成12年度･13

年度笹川科.学研究助成による。

(北海道立北方民族博物館学芸課長
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註

註1）筆者はカムチャツカの先住民社会で日本の漁

場や当時の日本人に関する記憶が世代を超えて語り

継がれてきたことに驚きを覚える。ソ連邦の時代に

なって日本は事実上仮想敵国であり、1930年代の

｢スターリン粛清｣、さらに第二次世界大戦後の長く

日本との交流が閉ざされた時代を経てなお先住民社

会のなかで「語り継がれる日本」「語り継がれてきた

日本」の意味を今後も考え続けることとなろう。

註2）例えば、1929(昭和4)年に国営企業AKCm

カニ缶詰工場をカムチヤツカ西海岸中部のプチチ島

に建設するにあたり、日本人技術者、漁業労働者等

300人以上がロシア人とともに工場建設と漁業およ

び操業の指導にあたった(藤崎1999:276-280)。そ

の後も漁業および工場労働者として日本人が雇用さ

れていたが、1933(昭和8)年から日本人の雇用は

行なわれなくなった。こうしたなかで、1932（昭和

7)年にプチチ島の日本人労働者は労働争議を実行し

たとされ、操業シーズン途中で全員帰還している

(昭和7年7月23日付「函館新聞｣)。

註3)1932(昭和7)年の「北洋大合同」の際にも

一部の漁場の合同に反対した個人企業などは現在の

ロシア・マガダン州ギジガ湾沿岸のギジギンスキー

区で独自に漁区を経営した。

註4）ウスチ・カムチャツカでは、先住民がサケを

捕獲し日本人に販売していた（渡部2001:29;内藤

1937:43-52；同659-662)。1907(明治40)年頃の

買値はサケ（ベニザケか？）1尾4銭であった。そ

の後、多少値上がりし1920（大正9）年頃まではベ

ニザケ1尾6銭であったが、1921．22（大正10．

11)年にウスチ・カムチャツカの日本企業間の競合

で買値はベニザケ1尾10銭から次第に高騰し、最終

的には35銭までになったとされる（田中丸1942

74-76)。

1914～1916(大正3～5)年頃の日本毛皮貿易会

社の交易毛皮としてアカギツネ、ホッキョクギ咳

ネ、ブルーホックス、ホッキョクグマ、セイウチ牙

クロテン、リス、クマがあげられている（神田

1986)。ちなみに、渡部の聞取りではオッソラ村で

「inu-no-kawa、kuma-no-kawa、kitsune-gawa」

という日本語を採録している。

①アルコール飲料、日用雑貨、小舟、石油、網(内

藤1937)。②渡部の聞取りでは食料品（米、小麦粉

砂糖:塊の砂糖、茶、碑茶)、食器（陶器製の皿、茶

碗)、日本製銃、トラバサミ、網の材料（綿糸)、噌

好品（タバコ、アルコール飲料)、布地（絹)、その

他（釣針、縫い針、指貫、ビーズ）がある。そのほ

か、交換ではなく日本人が与えたものとして、ご飯

菓子、薬がある。「日本製の銃」には日本からの持ち

出しの点で疑問も残る。

③日本毛皮貿易会社の毛皮交易品として麦粉、葉

煙草、砂糖、石油、反物、婦人用首飾り、碑茶、ア

メリカ製ライフル銃（ウィンチェスター)、アメリカ

製散弾銃、銃弾、火薬、日本製ボート（5人乗り)、

角砂糖､古着(洋服)、長革靴､反物(更紗の花模様）

ガラス玉、ネックレス、古外套、マント類があげら

れている（神田1986)。

聞取りから、少なくともリューリ兄弟商会が西海

岸(ネムチック地方)で毛皮交易を行なっている。他

にも日本人漁業者が先住民との交易を重視していた

ことは、日露漁業協約の交渉段階で函館商業会議所

による明治38年12月27日付の外務大臣宛建議善に

ある「漁業二附帯シテ地方住民二物資ヲ供給スルー

種ノ貿易ヲ認許スルコト」からも理解できよう（函

館市史編さん室1997:157-158)o

さまざまな個人企業もかつては先住民と毛皮交易

を行なっていたと思われるが、1917(大正6)年に堤

商会（日魯漁業株式会社の前身）はペトロパブロヲ

スクに雑貨店を開店し、先住民と積極的に毛皮交易

を行なった。冬季にはイヌ擢で出張交易も行なった

という（内藤1937:330-331)。

註5）1920年代のウスチ・カムチヤツカの状況と

して「サケ網は日本人から作り方を聞いて、冬の間

自分たちで作った｡」(渡部2001:29)とあるように、

－15－
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先住民に対して網の素材の提供や製作技術の指導力

日本人によって行なわれたと考えられる。

註6）カラギンスキー湾北部のヤラ湾沿岸に位置す

るアナプカ村出身者によれば、ロシア革命前後のこ

ととして、あるコリヤーク男性と日本人漁業者との

関係を「日本人が彼にサケを捕ることを教えた。ど

のように網を準備するか、どのように網を設置する

か、どのように運搬するか、どのようにサケを処理

するのか」と述べている（渡部2001:37-38)。この

ことは、先住民が漁獲とともにサケの処理にも関わ

ったことを示している。

註7）この工場杜は現在、コンクリート製の土台部

分が残存しているが、筆者は2000年8月にカブラ

ン村で調査を行なった|際に現場まで行く予定であっ

たが、車の手配が出来ず目的を果たせなかった。
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渡部裕：カムチャツカの日本人漁業者

癖溌§齢

①カムチャツカ西海岸北部のパラナ川、オホーご
ク海を望む

③カムチャツカ東海岸オッソラ村とカラガ村の申
間にあるラグーナと呼ばれる地点。かつて日本の
漁民がダイナマイトで砂州を爆破して人工的に湖
口をつくったのだと伝えられている。

⑤マカリエフスクの砂州に点在する錆びた機械類

⑦砂州の内側は湖となっている

－17－

②パラナ川河口

④旧カストラマ村近くにあった日本漁場のウイ〉
チの一部とされるコンクリート塊と鉄製品。カラ
ガ湾とベーリング海を隔てる砂州の基部に残され
ている。

⑥少なくともそれらの一部は日本製品である＝
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ギジガ湾

オリュートル湾

隈・
パラナ

オッソラ

カラガ

ギンスキー島

プチ

且jごノ
ウスチーカムチャツテ

出
メ
ー
ド
ヌ
ィ
島

制
》
、
洲
Ｉ
リ
ン
グ
島

半
島

ネムチック

○

⑧

ペトロパブロフスクーカムチャッキー

○は閉鎖された村

ロシア・カムチャツカ半島
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熊谷興志子：明治期函館商業史の一考察
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乞就
テ
ハ
シ
レ
ー
ト
貸
借
ノ
件
二
付
在
函
中
種
々
御
依
頼
二
預
く
か
ど
も
有
之
候
二
付
帰

島
否
哉
期
節
後
れ
二
候
得
共
、
生
知
人
岡
市
卜
申
人
二
周
旋
致
し
中
瀬
氏
卜
御
相
談
ノ

上
場
所
料
鱒
壱
期
漁
・
不
漁
二
不
抱
百
五
十
円
ト
シ
レ
ハ
、
若
シ
非
常
ノ
不
漁
二
際
シ

レ
ハ
甚
々
困
難
二
付
、
収
狸
高
百
石
二
付
百
五
十
円
・
百
五
拾
石
よ
り
弐
百
石
迄
弐
百

円
・
弐
百
石
以
上
三
百
石
迄
弐
百
五
十
円
、
若
シ
三
十
石
（
七
十
石
よ
り
収
猶
無
之
非

常
損
害
ヲ
蒙
ル
場
合
ニ
ハ
百
円
又
ハ
百
廿
円
ニ
マ
ケ
ラ
レ
候
事
）
外
愚
生
二
御
任
セ
被

下
、
漁
具
ノ
儀
ハ
惣
而
有
之
、
綱
類
さ
へ
有
之
候
ハ
鼻
間
二
合
可
申
ト
ノ
事
、
依
テ
七

月
十
六
日
よ
り
漁
業
仕
事
ニ
取
掛
り
候
虚
、
実
子
綱
ハ
先
年
之
分
沢
山
二
有
之
候
得
共

使
用
致
様
ナ
ル
品
更
二
無
之
、
漁
船
ハ
皆
二
有
之
雌
し
合
ノ
虚
唯
壱
膿
よ
り
用
ニ
タ
ン

二
付
勧
解
出
願
中
ノ
実
溌
ト
シ
テ
金
参
拾
円
只
今
木
付
而
笑
人
上
請
取
候
若
シ
勧

解
不
調
ト
ナ
リ
民
事
工
起
訴
ノ
際
ニ
ハ
実
費
ト
シ
テ
金
五
拾
円
依
頼
人
よ
り
出
金
可

致
定
メ
、
然
ル
上
勧
解
民
事
ヲ
問
ハ
ス
請
求
シ
テ
被
告
よ
り
現
二
取
入
レ
タ
ル
金
額

之
弐
割
（
若
物
件
ニ
テ
取
入
レ
タ
ル
時
ハ
其
物
件
ヲ
実
償
二
直
シ
）
（
則
百
円
二
付

廿
円
ノ
割
）
ヲ
成
功
謝
金
ト
シ
テ
木
付
可
笑
人
工
可
相
渡
候
、
若
シ
出
訴
ノ
末
敗
訴

二
至
ル
時
ハ
実
喪
ト
シ
テ
巳
二
請
ケ
渡
ヲ
遂
ケ
タ
ル
金
額
ノ
外
西
沢
弥
兵
術
ヨ
リ
何

等
共
出
金
不
致
定
メ
、
且
被
告
よ
り
請
取
訴
訟
入
饗
金
ハ
西
沢
弥
兵
衛
江
請
取
候
定

メ
、
就
テ
ハ
訴
訟
印
紙
、
使
丁
料
ハ
依
頼
本
人
よ
り
出
金
ス
ヘ
キ
定
メ
、
依
而
為
取

替
証
如
件

依
頼
人
西
漂
弥
兵
術
（
印
）

明
治
廿
二
年
十
一
月
廿
五
日
委
任
者
木
付
可
笑
人
（
印
）

保
証
人
永
田
留
次
郎
（
印
）

（
裏
書
）

表
書
之
約
定
ハ
本
日
限
り
消
滅
反
古
タ
ル
ベ
シ

明
治
廿
六
年
十
月
三
十
日
木
付
可
笑
人
（
印
）

ズ
期
節
切
迫
二
至
り
甚
々
困
却
実
子
綱
ハ
新
品
百
五
十
間
入
使
用
＆
船
ハ
弐
股
借

入
、
漸
々
七
月
廿
七
日
迄
二
仕
度
相
整
へ
投
綱
致
し
ダ
ル
次
第
、
此
際
ニ
ハ
駒
井
益
助

氏
ハ
五
拾
石
収
猶
致
し
居
、
全
日
よ
り
八
月
廿
二
日
迄
廿
三
日
間
建
網
ス
、
惣
収
痩
高

四
百
石
壱
気
収
猶
愚
生
先
方
へ
約
束
シ
ル
ニ
中
瀬
卜
約
定
通
り
綱
類
さ
へ
有
之
候
ハ
淫

跡
ハ
実
子
綱
及
漁
船
何
デ
モ
先
年
ノ
漁
品
充
分
二
有
之
方
々
約
束
致
し
候
、
塩
之
儀
ハ

《
マ
マ

世
間
振
合
相
場
ハ
鱒
修
業
勘
定
拾
壱
賞
目
二
付
金
九
拾
銭
二
取
究
メ
居
、
此
倒
ニ
ョ
リ

右
直
段
ヲ
以
テ
取
究
メ
、
是
レ
ハ
生
ノ
塩
他
ヨ
リ
委
托
ノ
品
沢
山
有
之
候
得
共
、
中
瀬

氏
よ
り
も
折
角
ノ
御
珊
し
二
付
勉
メ
テ
御
貴
殿
之
塩
使
用
致
サ
セ
候
間
御
承
引
ヲ
乞
、

過
日
来
金
員
持
参
出
銭
致
し
候
得
共
、
場
所
代
ノ
儀
二
付
貴
殿
へ
御
間
合
之
上
御
送
金

致
し
度
旨
申
居
為
メ
送
金
方
延
引
致
し
ダ
ル
次
第
、
先
二
中
瀬
氏
ト
御
叱
し
合
致
し
ダ

ル
事
ト
ハ
故
リ
相
違
有
之
哉
も
難
計
候
得
共
、
是
レ
ハ
前
記
ノ
通
り
期
節
切
迫
ノ
折
柄

ラ
逸
々
中
瀬
君
へ
御
間
合
ノ
余
暇
無
之
、
殊
二
全
氏
よ
り
大
抵
ノ
事
ハ
御
任
セ
可
申
ト

ノ
御
咽
し
二
付
愚
生
先
談
ニ
テ
取
究
メ
候
二
付
御
承
知
ノ
程
偏
二
願
上
候

場
所
料
鱒
壱
期
四
百
廿
一
疋
収
穫
此
石
七
十
石
壱
斗
六
升
六
合

此
場
所
賃
百
弐
拾
円
也

大
俵
塩
百
八
拾
俵

；
す
貫
目
二
直
し
百
五
十
俵
一
分
一
泌
厘

代
金
百
三
拾
五
円
十
六
銭
三
厘

代
金
百
三
拾
五
画
十
六
銭
四
厘

二
口
合
計
金
弐
百
五
拾
五
円
拾
七
銭

《
マ
マ

外
二
水
産
税
及
組
合
軽
費
井
二
戸
数
割
村
饗
（
鱒
壱
期
分
負
撚
則
チ
壱
ヶ
年
惣
而
費
用

御
互
金
額
存
之
事

前
記
ノ
内
実
子
網
井
漁
船
充
分
ア
ル
心
得
ヲ
以
テ
貸
約
定
致
し
候
処
実
子
網
極
古
物
計

リ
ニ
テ
用
ニ
タ
、
ズ
漁
船
ハ
不
足
、
此
損
害
先
方
よ
り
請
求
ヲ
蒙
リ
、
是
レ
ハ
寓
不
得

止
ム
半
額
私
弁
致
し
跡
ハ
取
消
し
漁
業
中
ハ
惣
而
他
人
計
り
二
付
何
一
品
失
へ
テ
も
不

都
合
二
付
店
ノ
勇
吉
シ
レ
ー
ト
ニ
監
督
二
相
附
ケ
置
キ
、
修
業
於
網
又
ハ
漁
具
ト
ハ
之

如
キ
始
末
致
サ
セ
置
キ
候
間
御
承
引
被
下
度
候

○
場
所
借
人
二
而
も
水
産
税
及
軽
費
・
戸
数

割
村
費
半
額
仕
沸
、
外
実
子
網
・
漁
船
借
賃
損
害
加
算
ス
レ
ハ
百
五
十
一
円
斗
り
干
場
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二
御
費
捌
右
元
利
金
御
差
差
引
被
下
尚
不
足
金
相
生
候
節
ノ
正
金
ニ
テ
速
二
弁
倹
一
脚

仕
候
、
為
後
日
借
用
証
連
署
、
価
て
如
件

根
室
圃
花
咲
郡
昆
布
盛
村
威
番
地

明
治
十
六
年
借
主
沢
田
次
良
吉
（
印
）

第
五
月
廿
八
日
函
館
旅
龍
町

立
曾
人
鈴
木
周
蔵
（
印
）

一
塩
切
・
』
：
一
鮭
敵
白
石
目
但
、
、
参
一
精
品
之
定
ピ
ン
屑
非
三
割
下
之
事

是
ハ
本
年
収
穣
高
ノ
見
込

右
塩
切
鮭
之
義
も
本
年
十
月
叶
日
迄
二
前
昆
布
約
定
之
通
り
函
館
へ
運
搬
之
上
御
渡
し

可
申
候
約
定

資
料
五
１
二
（
資
料
０
１
１
４
）

約
定
証

根
室
園
花
咲
郡
昆
布
森
村
出
産

一
上
長
切
昆
布
七
百
五
拾
石

是
者
本
年
収
種
之
見
込

内
四
百
石
本
年
八
月
州
日
限
り
函
館
へ
運
搬
之
上
可
相
渡
約
定

三
百
五
拾
石
本
年
十
月
州
日
限
り
同
断

右
七
百
五
拾
石
目
形
正
味
四
千
貫
目
百
石
ト
ス
砂
引
演
並
定
メ
前
書
之
通
り
函
館
へ
運

搬
之
上
其
時
償
を
以
テ
相
渡
し
可
申
候
又
別
二
運
賃
相
引
候
余
金
之
壱
割
方
貴
殿
よ
り

仕
込
金
之
手
数
料
と
し
て
差
上
可
申
候
也

一
印
紙
調
合
無
之
二
付
追
々
壱
月
旦
壱
銭
貼
用
両
致
候
也
」

（
貼
紙
二
）

「
抵
当
地
ハ
過
般
根
室
園
へ
相
加
へ
被
置
候
へ
共
、
地
券
讃
者
未
た
書
替
無
之
候
故
厚

岸
郡
ト
書
載
致
候
へ
共
、
其
実
根
室
国
花
咲
郡
昆
布
森
二
御
届
候
也
」

資
料
七
（
資
料
ｔ
１
８
５
）

為
取
換
約
定
証
書

一
今
般
釧
路
国
釧
路
加
茂
弥
惣
右
衛
門
江
係
ル
貸
金
請
求
ノ
儀
、
木
付
可
笑
人
江
委
任

資
料
六
（
資
料
０
０
８
４
）

金
子
借
用
証
書

前
書
約
定
之
上
者
決
し
て
無
違
約
履
行
窟
仕
候
．
万
一
右
収
穫
員
込
よ
躍
取
揚
高
樋
増

候
共
前
記
之
通
り
貴
殿
へ
委
皆
御
渡
可
申
候
、
且
又
右
約
定
二
相
背
き
候
節
ハ
其
力
為

生
す
る
損
害
ハ
拙
者
負
搬
貴
殿
へ
卿
御
迷
惑
御
懸
申
間
敷
候
、
価
て
約
定
護
如
件

根
室
国
花
咲
郡
昆
布
森
村
二
番
地

明
治
拾
六
年
本
人
浮
田
冶
良
吉
（
印
）

五
月
廿
八
日

右
之
金
子
私
共
要
用
二
付
借
用
仕
候
虚
確
実
也
、
然
上
者
明
治
拾
五
年
七
月
廿
五
日

限
り
蛇
度
元
利
返
済
可
仕
候
、
万
一
借
用
人
之
内
他
行
可
致
候
者
有
之
候
ハ
壁
居
宅

之
者
ヨ
リ
返
納
可
仕
候
、
尚
不
足
有
之
候
節
者
家
財
及
各
自
虚
有
物
不
残
差
上
貴
殿

江
靭
御
迷
惑
相
掛
申
間
舗
候
、
依
テ
連
借
証
普
如
件

蓬
莱
町

借
用
人
武
蔵
野
情
次
郎
（
印
）

明
治
拾
五
年
豊
川
町

壱
月
一
日
同
武
蔵
野
ミ
チ
（
印
）

蓬
莱
町

同
武
蔵
野
ツ
ル
（
印
）

但
利
寺
尾
儀
者
壱
ケ
月

金
拾
円
二
付
弐
拾
五
銭

之
定
也
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資
料
四
（
資
料
０
０
４
６
）

新
昆
布
資
附
約
定
証

釧
路
画
厚
岸
郡
出
産

一
新
上
等
昆
布
壱
千
石
目

全
国
釧
路
郡
出
産
品

一
〃
昆
布
四
百
石
目

〆
合
石
壱
千
四
百
石
目
也

第
一
峰

一
該
約
定
品
渡
し
方
之
義
ハ
本
年
第
八
月
廿
五
日
ヨ
リ
産
地
之
内
弐
ケ
所
ニ
テ
貫
目
相

改
無
相
違
相
渡
し
可
申
約
定
、
尤
も
受
渡
し
之
場
所
ハ
厚
岸
郡
湾
月
町
井
釧
路
郡
之
内

昆
布
森
及
跡
永
賀
両
邑
ノ
内
貴
家
御
望
方
壱
ケ
所
二
而
可
相
渡
し
申
候
事

第
二
降

一
私
昆
布
他
質
等
勿
論
貴
家
手
船
仁
資
丸
江
積
入
シ
マ
ヱ
不
申
候
内
ハ
決
而
外
方
へ
一

把
タ
リ
共
相
渡
し
不
申
候
約
、
若
万
一
渡
し
兼
候
節
ハ
減
石
数
二
当
テ
時
之
直
段
二
照

準
シ
テ
直
違
金
俄
シ
テ
相
渡
し
可
申
候
、
其
他
積
取
之
ふ
足
石
二
者
欠
石
運
賃
シ
テ
百

石
二
付
金
八
十
画
之
割
ヲ
以
支
弁
可
致
事

但
し
非
常
之
天
災
二
還
り
減
石
ス
ル
時
ハ
受
取
之
御
代
人
卜
協
儀
之
上
元
金
二
制

限
之
利
子
相
加
へ
則
日
御
返
却
可
致
候
事

右
之
通
賓
附
約
定
仕
．
則
護
擦
金
：
一
：
シ
テ
前
顕
之
代
金
六
千
三
百
圃
也
正
二
受

取
申
候
所
確
実
也
、
依
之
該
品
渡
シ
方
其
他
約
定
ス
ル
峰
款
左
之
如
シ

代
金
七
千
回
也

内
金
六
千
三
百
間

残
り
金
七
百
側
也

右
代
金
之
内
唯
今
正
二
請
取
（
印
）

右
金
釧
路
郡
二
而
昆
布
概
入
済
之
上
請
取
可
申
約
定

前
顕
之
通
約
定
仕
候
処
相
違
無
御
座
候
“
若
万
々
一
ふ
都
合
有
之
候
節
ハ
両
人
二
而
質

附
致
候
得
共
連
名
之
内
壱
人
二
而
も
柳
御
迷
惑
等
ハ
勿
論
御
損
毛
相
懸
ケ
申
間
敷
候
、

依
而
費
附
約
定
護
書
如
件釧

路
郡
米
町

明
治
十
三
辰
年
質
主
林
大
助
（
印
）

第
八
月
六
日
厚
岸
郡
湾
月
町

会
林
政
六
（
印
）

函
館
内
澗
町

資
料
五
’
一
（
資
料
０
１
１
３
）

借
用
金
鐙
詳

（
貼
紙
一
）

一
金
七
百
円
也
正
金
貸

一
金
八
百
拾
六
円
也
品
代
金

〆
金
壱
千
五
百
拾
六
円
也
利
子
之
義
ハ
壱
ケ
月
金
拾
円
二
付

（
貼
紙
二
）右

抵
当
ト
シ
テ
厚
岸
郡
昆
布
森
村
武
番
地
三
番
地
之
海
産
千
場
地
券
証
相
添
井
二

道
海
船
拾
五
般
別
紙
預
り
証
相
添
差
入
置
候
也

右
之
金
子
要
用
二
付
正
二
借
用
仕
候
虚
確
実
也
、
然
る
上
者
本
年
第
九
月
十
五
日
限
り

吃
度
返
済
可
仕
候
、
右
期
日
二
到
り
元
利
共
延
滞
致
候
節
ハ
前
記
抵
当
品
貴
殿
御
勝
手

追
約
蝶

一
本
約
定
書
第
弐
牒
之
内
欠
石
ス
ル
等
之
事
変
在
テ
費
主
ヨ
リ
買
主
ヱ
欠
石
運
賃
桃
フ

時
ハ
百
石
二
付
運
賃
金
ハ
拾
円
割
合
渡
ス
ヘ
キ
ト
ア
ル
ヲ
薮
二
改
正
ス
ル
左
ノ
如
シ

ー
寓
々
一
減
石
渡
兼
候
節
ハ
外
方
倭
船
運
賃
之
格
二
比
較
シ
運
賃
ヲ
桃
フ
ヘ
シ
、
亦
船

中
用
拾
義
同
様
タ
ル
ヘ
シ

西
葎
禰
兵
衛
殿

船
長
代
理
近
岡
祐
介
殿

釧
路
国
厚
岸
郡
湾
月
町

林
政
六
（
印
）

(35 －22－



熊谷興志子：明治期函館商業史の一考察

代
金
千
七
百
六
拾
五
両
也

内
金
百
八
拾
両
作
事
料
と
し
て
引

差
引

金
千
五
百
八
拾
五
両
也

右
之
廻
船
我
等
所
持
候
虚
、
此
度
其
許
殿
へ
責
渡
代
金
不
残
健
二
受
取
申
候
虚
実
正
也
、

然
ル
上
者
此
廻
船
二
付
脇
外
よ
り
如
何
様
之
義
申
出
候
共
、
我
等
何
方
迄
も
罷
出
急
度

博
明
申
、
其
許
殿
へ
者
少
し
も
御
難
義
相
掛
申
間
敷
候
、
為
後
日
之
廻
船
寅
渡
一
札
依

而
如
件

飴
屋

慶
雁
二
年
徳
兵
衛
（
印
）

寅
正
月
三
日
沖
船
頭久

蔵
（
印
）

棟
梁土

佐
屋

政
右
衛
門
（
印
）

資
料
一
（
資
料
０
０
０
１
上
）

廻
船
責
渡
一
札

一
弐
拾
弐
反
帆
廻
船
壱
綾

但
し
諸
道
具
帳
面
通
り

八
資
料
Ｖ

沖
船
頭
弥
兵
術

一
拾
八
反
帆
廻
船
壱
股
水
主
共
八
人
乗

右
廻
船
為
商
質
諸
国
江
差
下
シ
申
候
条
宗
旨
万
端
相
改
メ
候
所
憧
成
者
二
紛
無
御
座

資
料
三
（
資
料
０
０
０
６
）

貸
地
護
文
之
事

於
内
澗
町

表
口
五
間

地
面
壱
ケ
所

裏
行
弐
拾
間

拾
ケ
年

此
地
金
三
百
四
拾
壱
両
三
分
卜
永
銀
拾
六
匁
壱
分
八
厘

内
訳
金
百
七
拾
両
ト
永
銀
九
拾
五
匁
五
分
九
厘
当
金
請
取

残
金
百
七
拾
両
卜
永
銀
九
拾
五
匁
五
分
九
厘
年
限
中
詰
々
収
割
合
請
取
定
メ

但
し
町
内
諸
掛
り
井
坪
割
銭
共
一
切
貴
殿
持
定
、
年
限
明
者
地
面
其
侭
禰
取
定
メ
、

右
之
地
面
営
巳
年
九
月
よ
り
向
卯
九
月
迄
丸
拾
ケ
年
貴
殿
方
江
貸
渡
し
申
候
所
寅
正
二

御
座
候
、
然
ル
上
者
年
限
中
脇
方
よ
り
故
障
等
一
切
無
御
座
候
、
寓
一
違
乱
申
も
の
有

之
候
ハ
上
、
加
印
私
罷
出
急
度
野
明
貴
殿
江
少
も
御
迷
惑
相
懸
間
敷
候
、
後
日
為
念
地

面
貸
渡
讃
文
例
而
如
件

津
々
浦
々

御
役
人
衆
中

明
治
三
巳
年

九
月

明
治
弐
年

巳
四
月

大
坂
松
本
町

大
和
屋
嘉
蔵
（
印
）

立
会
人

大
坂
屋
半
右
衛
門
（
印
）

地
主酉

屋
庄
蔵
（
印
）

親
類
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か
な
り
難
し
か
っ
た
こ
と
。
二
、
主
な
商
活
動
の
内
容
で
は
、
明
治
時

代
に
お
け
る
商
人
の
仕
込
形
態
に
よ
る
資
金
融
通
の
方
法
と
貸
金
業
の

実
情
、
そ
し
て
債
権
回
収
と
漁
場
の
経
営
。
三
、
西
淫
商
店
の
行
方
で

は
、
私
信
か
ら
二
代
目
弥
兵
衛
の
人
物
像
。
以
上
に
つ
い
て
述
べ
た
。

使
用
し
た
文
書
が
全
体
を
捕
捉
す
る
の
を
目
的
と
し
て
選
択
さ
れ
た
た

め
、
関
連
性
が
薄
く
平
面
的
な
説
明
で
終
始
し
た
の
は
否
め
な
い
。
だ

が
各
々
の
場
面
に
お
い
て
、
こ
の
期
の
一
般
的
商
人
の
実
情
を
知
る
具

体
例
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

西
嘩
弥
兵
衛
関
係
文
書
に
は
、
商
人
の
仕
込
形
態
に
よ
る
資
金
融
通

に
関
し
、
貸
借
関
係
や
方
法
な
ど
が
一
様
で
は
な
い
議
定
貸
に
係
わ
る

資
料
が
多
く
あ
り
、
そ
の
実
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
機
会
が
あ
れ

ば
詳
し
く
解
読
し
、
多
種
多
様
の
現
象
を
呈
す
る
北
海
道
漁
業
の
実
態

を
知
る
手
懸
り
と
し
た
い
。

へへ へへ

87て6 5史
一…ｰ…ーｰ

（
３
）
石
井
謙
二
『
和
船
』
Ｉ
（
法
政
大
学
出
版
局
一
九
九
五
）

（
４
）
註
（
３
）
同
、
宮
下
正
司
「
西
廻
り
海
運
と
江
差
商
人
の
北
前
船
経
営
に

つ
い
て
」
（
日
本
水
上
交
通
史
諭
集
第
一
巻
柚
木
学
編
『
日
本
海
水
上
交
通

史
』
文
献
出
版
一
九
八
六
）

（
１
）
「
第
百
十
三
国
立
銀
行
・
銀
行
創
立
要
付
録
」
（
『
函
館
市
史
史
料
編
第
一
巻
』

註

一
函
館
市
史
通
説
編
第
二
巻
』
（
函
館
市
；
翼
・
巽
○
）
｜

明
治
五
年
に
お
け
る
町
別
（
坪
あ
た
り
）
地
価
一
覧
（
『
函
館
市
史
通
説
編

文
献
出
版

註
（
３
）
同

註
（
４
）
宮

■

■

■

■

■

▼宮
下
正
司

手
雪
琴
一
垂
言
』
一
一

（
９
）
西
津
弥
兵
衛
関
係
文
書
（
資
料
０
０
３
６
「
念
証
書
」
）

（
叩
）
『
北
海
道
漁
業
志
稿
』
（
北
海
道
水
産
協
会
一
九
三
五
）

（
ｕ
）
『
新
釧
路
市
史
第
二
巻
』
（
釧
路
市
一
九
七
三
）
、
『
新
北
海
道
史
第
三
巻

通
説
二
』
（
北
海
道
一
九
七
一
）

（
⑫
）
註
（
７
）
同

（
昭
）
註
（
叩
）
同

（
狸
）
註
（
７
）
同

（
巧
）
『
釧
路
町
史
』
（
釧
路
町
一
九
九
○
）

（
焔
）
西
淫
弥
兵
衛
関
係
文
書
（
資
料
０
０
４
１
「
副
証
書
之
事
」
）

（
ｗ
）
西
淫
弥
兵
衛
関
係
文
書
（
資
料
０
１
８
７
「
委
任
状
」
～
０
１
９
０
「
勧

納
及
訴
訟
実
費
調
書
」
）

（
喝
）
二
野
瓶
徳
夫
著
『
漁
業
構
造
の
史
的
展
開
』
（
お
茶
の
水
書
房
一
九
六
二
）

（
⑲
）
表
七
’
十
「
小
型
船
船
長
試
験
合
格
者
」
（
『
函
館
市
史
通
説
編
第
二
巻
』
）
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三
西
津
商
店
の
行
方

弥
兵
衛
は
明
治
十
九
年
、
秋
田
県
で
硫
黄
鉱
山
の
採
取
に
着
手
す

る
。
新
し
い
分
野
の
参
入
を
図
る
こ
と
は
商
活
動
の
転
換
と
も
い
え
る

が
、
多
額
の
損
失
を
こ
う
む
り
わ
ず
か
三
年
で
手
を
引
い
て
い
る
。
富

国
強
兵
の
色
彩
濃
く
な
る
情
勢
下
、
硫
黄
に
着
眼
し
た
の
は
機
を
見
る

に
優
れ
た
も
の
だ
が
、
畑
違
い
の
分
野
で
事
情
に
疎
か
っ
た
の
だ
ろ

う
。
こ
れ
以
降
は
、
特
に
新
し
い
動
き
は
な
く
従
来
の
商
活
動
範
囲
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。
西
淫
商
店
は
弥
兵
衛
の
没
後
、
京
都
生
ま
れ
で
京

都
育
ち
の
実
子
仲
次
郎
が
二
代
目
弥
兵
衛
と
し
て
継
承
し
た
。

西
濯
弥
兵
衛
関
係
文
書
に
は
、
京
都
上
京
区
に
住
む
初
代
弥
兵
衛
の

の
こ
と
で
漁
場
の
借
り
主
か
ら
損
害
を
請
求
さ
れ
た
こ
と
．
（
三
）
送
金

が
延
引
し
た
理
由
と
そ
れ
に
関
す
る
中
瀬
氏
の
報
告
内
容
が
異
な
る
こ

と
の
釈
明
、
（
四
）
建
場
の
使
用
料
と
塩
の
代
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
、

（
五
）
諸
税
な
ど
の
分
担
分
の
立
替
、
（
六
）
今
期
の
留
別
に
お
け
る
鱒

漁
全
体
の
状
況
報
告
、
で
あ
る
。

（
三
）
の
中
瀬
氏
の
名
は
長
五
郎
で
、
西
淫
商
店
の
支
配
人
格
で
あ

る
。
択
捉
の
中
心
地
、
紗
那
で
業
務
に
携
わ
り
留
別
の
監
督
も
し
て
い

る
。
明
治
十
一
年
新
造
の
西
洋
形
帆
船
善
宝
丸
（
百
三
十
八
ト
ン
）
の

９

船
長
中
瀬
庄
太
郎
は
長
五
郎
の
父
親
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
か
ら
分
る
こ
と
は
、
留
別
に
は
西
嘩
商
店
の
営
業
所
が
あ
り
、

又
、
漁
場
、
漁
具
、
漁
船
の
生
産
手
段
を
持
ち
、
こ
れ
を
賃
貸
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
責
任
者
が
石
田
善
吉
で
あ
る
。
だ
が
税
金
な
ど
の
諸
経

費
の
分
担
割
合
が
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
西
淫
商
店
の
雇
人
で

は
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
で
の
西
淫
商
店
の
活
動
は
、
荒
物
の
販
売
と
漁

場
賃
貸
料
収
得
に
よ
る
漁
場
経
営
で
あ
る
。
生
産
手
段
を
持
ち
な
が
ら

も
漁
業
を
行
わ
な
い
理
由
と
し
て
は
、
長
年
の
経
験
か
ら
リ
ス
ク
の
少

い
賃
貸
を
選
択
し
た
も
の
と
考
え
る
。

喜
妻
多
津
の
書
翰
か
十
二
通
あ
る
》
全
て
か
夫
の
没
後
に
息
子
仲
隻
次
郎
に

宛
て
書
き
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
か
ら
二
代
目
弥
兵
衛
の
有
り

様
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

資
料
九
は
明
治
三
十
年
十
二
月
十
六
日
付
の
書
翰
で
あ
る
。
初
代
が

亡
く
な
っ
て
半
年
後
に
書
き
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。
西
沢
さ
き
は
二
代

目
弥
兵
衛
の
妻
、
弥
太
郎
は
長
男
（
同
二
十
五
年
生
れ
）
で
あ
る
。
主

な
内
容
は
、
（
一
）
一
月
末
に
弥
兵
衛
一
家
が
京
都
に
来
る
の
を
楽
し
み

に
し
て
い
る
こ
と
、
（
二
）
送
っ
て
く
れ
た
品
物
の
お
礼
、
（
三
）
小
遣

の
無
心
、
（
四
）
初
代
の
死
亡
に
際
し
叔
父
に
財
産
分
与
が
あ
り
喜
ん
で

い
る
こ
と
、
（
五
）
叔
父
が
弥
兵
衛
の
行
状
を
叱
責
し
た
手
紙
を
出
し
た

こ
と
に
つ
い
て
、
な
ど
で
あ
る
。
④
様
は
、
地
蔵
町
で
和
様
小
間
物
類

を
取
り
扱
う
木
下
商
店
の
木
下
清
次
郎
と
い
う
人
物
で
、
二
代
目
弥
兵

衛
が
間
借
り
す
る
な
ど
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
。

（
五
）
の
叔
父
が
弥
兵
衛
を
叱
責
す
る
手
紙
を
送
る
に
い
た
っ
た
の
は

④
様
の
情
報
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
心
配
す
る
母
親
と
し

て
の
気
持
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
弥
兵
衛
に
対
す
る
世
間
の
評
価
は

「
万
の
金
を
持
ち
て
、
あ
の
よ
う
に
し
お
れ
ば
三
年
も
も
た
ん
」
で
あ

っ
た
よ
う
だ
。
ど
の
よ
う
な
行
状
か
は
具
体
的
に
分
ら
な
い
。

西
濯
商
店
は
初
代
弥
兵
衛
の
時
代
に
は
函
館
の
経
済
界
に
相
応
の
足

跡
を
残
し
て
い
る
。
だ
が
、
函
館
の
黄
金
時
代
と
い
わ
れ
る
明
治
三
十

一
年
～
大
正
時
代
に
は
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
原
因
を
一
概
に

書
翰
の
記
述
に
結
び
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
二
代
目
の
力
量
不

足
は
否
め
そ
う
に
な
い
。

お
わ
し
に

以
上
、
西
爆
弥
兵
衛
関
係
文
書
の
十
点
を
紹
介
し
た
。
一
、
独
立
に

至
る
迄
の
経
緯
で
は
、
維
新
を
契
機
に
函
館
で
は
身
分
を
問
わ
ず
チ
ャ

ン
ス
を
つ
か
む
自
由
が
あ
っ
た
が
、
単
独
で
何
事
か
を
成
し
得
る
の
は
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誌
で
あ
る
こ
こ
力
ら
物
産
商
を
ア
ピ
…
…
弗
…
）
た
も
の
で
あ
を
｛
：
赤
産

物
の
生
産
分
野
で
は
荒
物
商
と
し
て
、
又
、
販
売
分
野
で
は
物
産
商
と

し
て
活
動
を
し
、
そ
の
一
環
に
漁
業
生
産
者
に
対
す
る
仕
込
形
態
の
金

融
が
あ
っ
た
。
だ
が
弥
兵
衛
は
そ
れ
以
外
に
も
金
銭
の
融
通
を
行
っ
て

い
る
。資

料
六
の
明
治
十
五
年
壱
月
一
日
付
「
金
子
借
用
証
書
」
は
、
蓬
莱

町
武
蔵
野
清
次
郎
が
弥
兵
衛
か
ら
金
二
千
二
百
円
を
借
用
し
た
証
書
で

あ
る
。
武
蔵
野
清
次
郎
は
「
武
蔵
野
楼
」
の
主
人
で
、
函
館
遊
里
界
で

は
名
の
知
れ
た
人
物
で
あ
る
。
弥
兵
衛
か
ら
借
金
を
す
る
の
は
こ
れ
で

㈱

二
度
目
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
函
館
在
住
で
職
業
の
分
ら
な
い
者
の
金

銭
借
用
証
が
残
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
担
保
な
ど
は
取
っ
て
い
な
い
。

こ
の
現
象
は
弥
兵
衛
の
独
立
か
ら
三
県
期
に
見
ら
れ
る
。

こ
の
期
の
庶
民
の
金
融
は
無
尽
講
や
質
屋
で
あ
っ
た
。
し
か
し
無
尽

は
講
仲
間
が
順
次
に
融
通
を
受
け
る
互
助
的
な
も
の
で
、
緊
急
を
要
す

る
場
合
に
借
り
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
又
、
質
屋
は
担
保
が
必
要

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
不
足
を
補
う
も
の
と
し
て
弥
兵
衛
は
貸
金
業
を
行

っ
て
い
た
と
考
え
る
。

（
三
）
貸
金
回
収

資
料
四
、
五
’
一
、
五
’
二
、
六
と
金
銭
貸
借
に
関
す
る
契
約
証
を

紹
介
し
た
が
、
全
て
の
貸
金
が
契
約
内
容
通
り
に
返
済
さ
れ
た
訳
で
は

な
か
っ
た
。
特
に
水
産
物
の
収
穫
高
は
予
想
外
の
結
果
と
な
る
場
合
が

少
く
な
い
。
そ
の
時
は
、
す
ぐ
さ
ま
抵
当
物
件
で
の
回
収
を
行
わ
ず
、

返
済
が
滞
っ
た
旨
を
記
載
し
た
新
た
な
借
用
証
に
書
き
替
え
て
い
る
。

そ
し
て
双
方
が
返
済
方
法
に
つ
い
て
話
し
合
い
解
決
策
が
と
ら
れ
た
。

だ
が
漁
場
が
遠
隔
地
の
た
め
、
債
務
者
の
状
況
を
掌
握
す
る
の
が
難
し

い
こ
と
も
あ
り
、
回
収
業
務
が
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
場
合
は
法
廷
に

持
ち
込
ん
だ
。

資
料
七
の
明
治
廿
二
年
十
一
月
廿
五
日
付
「
為
取
換
約
定
証
」
は
、

釧
路
の
加
茂
跡
惣
右
衛
門
ぴ
貸
金
請
求
に
つ
い
て
の
訴
訟
に
係
永
三
一
業

務
を
木
付
可
笑
人
に
依
頼
し
た
際
の
委
任
契
約
証
で
あ
る
。
諸
手
続
費

用
の
前
払
い
や
報
酬
に
つ
い
て
の
取
り
決
め
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
木

付
可
笑
人
は
士
族
で
、
代
言
人
で
は
な
い
が
法
律
に
明
る
か
っ
た
の
だ

ろ
う
。こ

の
一
件
は
同
十
四
年
、
加
茂
弥
惣
右
衛
門
の
鮭
漁
業
に
対
し
弥
兵

叩

衛
が
資
金
融
通
を
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。
幾
度
も
再
契
約
や

請
求
が
成
さ
れ
た
が
返
済
は
滞
っ
た
ま
ま
で
、
遂
に
法
律
に
よ
る
解
決

策
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
勧
解
は
現
在
の
調
停
だ
が
結
果
は
出
ず
裁

判
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。
だ
が
問
題
は
長
期
化
し
受
任
者
も
木
付
可

笑
人
か
ら
宮
坂
清
造
な
る
人
物
に
替
わ
り
、
結
局
、
弥
兵
衛
が
勝
訴
し

債
権
回
収
が
成
る
の
は
同
二
十
八
年
九
月
で
あ
る
。

貸
金
回
収
が
こ
れ
程
長
期
化
し
た
の
は
特
異
な
例
だ
が
、
い
ず
れ
の

場
合
に
も
弥
兵
衛
か
ら
法
律
行
為
を
委
任
さ
れ
た
者
が
か
か
る
諸
事
務

を
処
理
し
て
い
る
。
そ
し
て
抵
当
物
件
の
土
地
や
海
産
干
場
、
漁
浜
と

そ
れ
に
伴
う
建
場
の
拝
借
権
、
船
、
漁
道
具
な
ど
に
よ
り
債
権
を
回
収

し
、
且
つ
不
足
額
は
金
銭
で
補
わ
せ
て
い
る
。
因
み
に
宮
坂
清
造
は
こ

う
し
た
業
務
に
長
け
て
い
た
ら
し
く
、
こ
じ
れ
た
問
題
は
全
て
解
決
さ

せ
て
い
る
。
従
っ
て
現
在
迄
の
文
書
解
読
の
限
り
で
は
未
回
収
の
債
権

は
見
当
ら
な
い
。

（
四
）
漁
場
の
経
営

漁
場
の
経
営
に
は
、
生
産
目
的
の
漁
業
経
営
（
歩
方
経
営
を
含
め
）

９

と
、
漁
場
賃
貸
料
収
得
に
よ
る
経
営
な
ど
が
あ
っ
た
。
事
業
報
告
書
翰

か
ら
後
者
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

資
料
八
の
明
治
三
十
一
年
九
月
十
八
日
付
書
翰
は
、
千
島
国
紗
那
郡

留
別
村
の
石
田
善
吉
が
二
代
目
西
濯
弥
兵
衛
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。

内
容
を
要
約
す
る
と
、
（
一
）
シ
レ
ー
ト
の
建
場
の
使
用
料
と
塩
の
販
売

価
格
決
定
に
つ
い
て
の
伺
い
、
（
二
）
実
子
網
・
漁
船
の
老
朽
化
と
、
そ

－26－(3皇



熊谷典志子：明治期函館商業史の一考察

（
二
）
｜
証
拠
金
と
…
“
二
…
す
声
千
三
百
円
力
こ
び
契
約
時
に
支
弘
左
記
た
こ

と
、
（
三
）
品
物
の
受
け
渡
し
日
は
同
月
二
十
五
日
で
、
受
け
渡
し
場
所

は
双
方
合
意
の
生
産
地
二
ケ
所
と
す
る
。
又
、
減
石
し
た
場
合
な
ど
想

定
さ
れ
る
事
柄
に
つ
い
て
種
々
取
決
め
が
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
見
込
収
穫
物
に
対
し
買
取
価
格
を
決
定
し
、
証
拠
金
の
名
目
で
代
金

を
前
払
い
す
る
の
が
青
田
売
買
で
あ
る
。

証
拠
金
と
し
て
予
定
さ
れ
る
総
額
の
九
割
が
既
に
支
払
わ
れ
、
こ
れ

に
対
す
る
抵
当
物
件
は
未
収
穫
物
で
あ
る
と
い
う
実
に
不
確
か
な
契
約

で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
相
互
の
深
い
信
頼
関
係
の
上
で
成
立
し
得
る
も

の
で
あ
る
。
弥
兵
衛
と
林
大
助
と
の
金
銭
貸
借
関
係
は
こ
れ
以
前
に
も

あ
り
、
以
降
も
暫
く
続
い
て
い
る
。
林
大
助
は
同
十
七
年
、
厚
岸
方
面

の
昆
布
生
産
者
の
総
代
人
と
し
て
、
民
営
化
し
た
貿
易
会
社
広
業
商
会

⑫

と
官
貸
資
金
消
流
昆
布
の
委
託
販
売
契
約
を
結
ん
で
い
る
こ
と
か
ら

も
、
昆
布
生
産
者
と
し
て
信
用
に
値
す
る
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

新
昆
布
は
八
月
末
迄
に
函
館
入
港
を
果
た
し
た
も
の
は
「
一
番
昆
布
」

と
称
し
相
場
が
高
く
、
平
均
価
格
の
一
～
二
割
高
で
取
引
さ
れ
た
。
弥

兵
衛
は
こ
れ
を
想
定
し
思
い
切
っ
た
手
段
で
昆
布
の
確
保
を
図
っ
た
と

考
え
る
。
生
産
者
側
が
青
田
売
買
に
応
じ
た
理
由
に
つ
い
て
は
分
ら
な

い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
双
方
の
思
惑
が
合
致
し
た
契
約
で
あ
ろ
う
。

因
み
に
十
三
年
の
長
昆
布
の
平
均
価
格
は
、
生
産
地
厚
岸
で
百
石
に

⑬
卿

付
凡
そ
四
百
十
三
円
、
函
館
で
は
六
百
八
十
一
円
で
あ
っ
た
。
こ
の
契

約
は
生
産
者
も
有
益
な
結
果
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
弥
兵
衛

が
莫
大
な
利
益
を
得
る
の
は
必
至
の
こ
と
で
あ
る
。
商
人
が
青
田
売
買

に
よ
る
取
引
で
成
功
を
収
め
る
に
は
、
相
場
を
読
む
熟
練
し
た
能
力
と

豊
富
な
資
金
力
が
必
要
で
、
か
な
り
投
機
的
な
も
の
と
い
え
る
。

漁
期
間
仕
込
の
文
書

資
料
五
’
一
の
明
治
十
六
年
五
月
二
十
八
日
付
「
借
用
金
護
書
」
は
、

一
定
咲
郡
昆
表
森
の
漁
業
家
沢
田
歩
郎
妻
力
西
濯
塾
差
衛
カ
ニ
二
言
鍾
十
言

円
と
八
百
拾
六
円
分
の
品
物
を
借
り
た
際
の
契
約
証
で
あ
る
。
抵
当
物

件
は
昆
布
森
の
海
産
千
場
二
ヶ
所
と
昆
布
採
取
船
・
道
海
船
（
胴
海
船
）

十
五
膿
で
、
支
払
期
限
は
九
月
十
五
日
で
あ
る
。
貼
紙
は
同
十
四
年
八

月
郡
区
町
村
編
成
に
よ
り
抵
当
物
件
の
海
産
干
場
の
管
轄
が
、
釧
路
か

３

ら
根
室
国
花
咲
郡
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
住
所
変
更
が
届
出
中

で
あ
る
旨
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

資
料
五
’
二
の
明
治
十
六
年
五
月
二
十
八
日
付
「
約
定
証
」
は
、
資

料
五
’
一
と
同
時
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
上
長
切
昆
布
七
百
五

拾
石
と
塩
切
上
鮭
弐
百
石
の
委
託
販
売
契
約
証
で
あ
る
。
主
な
内
容

は
、
（
一
）
上
長
切
昆
布
七
百
五
拾
石
の
う
ち
四
百
石
は
八
月
二
十
日

迄
、
残
り
の
昆
布
三
百
五
拾
石
と
塩
切
鮭
は
十
月
二
十
日
迄
に
各
々
函

館
で
引
渡
す
、
（
二
）
仕
込
手
数
料
は
昆
布
・
鮭
共
に
函
館
迄
の
運
賃
を

差
引
い
た
一
割
と
な
っ
て
お
り
、
生
産
物
は
全
て
弥
兵
衛
に
委
ね
る
旨

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

資
料
五
’
一
の
「
借
用
金
護
書
」
と
五
’
二
の
「
約
定
証
」
が
一
組

と
な
り
仕
込
契
約
が
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。
仕
込
主
は
委
ね
ら
れ
た

全
て
の
生
産
物
を
販
売
し
、
そ
の
代
金
か
ら
販
売
手
数
料
を
差
引
い
た

上
で
、
貸
与
し
て
い
た
金
銭
と
物
品
代
を
合
算
し
利
息
を
加
え
た
額
を

差
引
す
る
。
故
に
仕
込
主
が
損
害
を
被
る
こ
と
は
無
い
。
又
、
納
品
し

た
商
品
の
価
格
は
函
館
相
場
よ
り
高
値
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
更
に
荷

造
り
料
や
運
賃
を
付
加
し
て
算
出
し
た
金
額
で
あ
る
。
従
っ
て
弥
兵
衛

の
利
益
は
、
貸
金
利
息
，
物
品
の
販
売
利
息
（
荒
物
商
な
の
で
仕
込
値

は
函
館
相
場
よ
り
安
い
）
と
そ
の
貸
付
利
息
、
自
前
の
船
で
物
品
を
運

ぶ
の
で
運
送
料
、
そ
し
て
仕
込
手
数
料
と
な
る
。

（
二
）
そ
の
他
の
借
用
証

弥
兵
衛
は
明
治
十
八
年
出
版
の
「
商
工
函
館
の
魁
」
に
「
船
持
井
北

海
道
物
産
商
」
の
広
告
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
は
函
館
案
内
の
広
告
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質
入
れ
、
質
流
れ
を
公
認
し
て
お
り
、
そ
の
際
用
い
ら
れ
た
一
般
的
な

方
法
で
あ
る
。
土
地
の
売
買
で
そ
の
旨
を
明
記
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

明
治
五
年
、
地
券
発
行
に
つ
い
て
の
太
政
官
布
告
以
降
で
あ
る
。
こ
れ

に
関
連
し
て
町
別
地
価
の
達
し
も
出
さ
れ
て
い
る
が
、
内
澗
町
は
一
坪

③
⑬

当
り
の
価
格
が
七
両
で
、
こ
の
契
約
時
の
凡
そ
二
倍
に
な
っ
て
い
る
。

加
え
て
区
画
整
理
の
測
量
に
よ
り
、
百
坪
と
さ
れ
た
土
地
が
百
三
十
坪

あ
っ
た
こ
と
な
ど
で
、
売
主
の
西
谷
と
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て
い
る
。

弥
兵
衛
が
追
加
金
を
支
払
い
決
着
し
た
の
は
明
治
十
四
年
で
あ
る
。

借
主
の
名
義
が
弥
兵
衛
で
は
な
く
西
潔
屋
博
右
衛
門
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
が
、
弥
兵
衛
と
同
姓
で
あ
る

こ
と
か
ら
一
族
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
二
年
の
段
階
で
は
弥
兵
衛
の
身

分
は
大
阪
を
本
拠
地
と
す
る
船
宿
の
沖
船
頭
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
函

館
に
お
い
て
重
要
な
契
約
履
行
の
資
格
者
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

以
上
が
弥
兵
衛
の
独
立
に
い
た
る
ま
で
の
主
な
資
料
で
あ
る
。
維
新

を
契
機
に
函
館
に
は
誰
で
も
が
商
機
を
つ
か
む
自
由
が
あ
っ
た
。
と
は

い
え
、
雇
い
人
の
社
会
的
認
知
は
低
く
、
い
ざ
何
事
か
成
す
と
き
、
ひ

い
て
は
立
身
出
世
を
果
た
す
に
は
、
身
元
確
か
な
る
者
の
大
な
り
小
な

り
の
後
ろ
楯
が
無
け
れ
ば
、
か
な
り
難
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

二
主
な
商
活
動
の
内
容

（
一
）
商
環
境
と
具
体
的
活
動
内
容

西
津
弥
兵
衛
の
独
立
を
明
治
五
年
と
す
る
根
拠
は
、
前
出
の
「
北
門

名
家
誌
」
に
「
五
年
、
百
十
余
石
容
積
の
倭
船
を
新
造
」
の
記
述
が
あ

る
こ
と
、
商
取
引
の
文
書
に
「
函
館
内
澗
町
本
西
嘩
弥
兵
衛
」
と
明
確

に
記
載
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
明
治
五
年
か
ら
で
あ
る
こ
と
な
ど

か
ら
判
断
し
た
。

こ
の
年
商
品
流
通
の
活
発
化
を
図
る
た
め
の
措
置
と
鳥
：
二
』
暫
定
的

に
海
関
輸
出
入
税
が
廃
止
さ
れ
た
。
加
え
て
維
新
後
進
出
し
て
来
た
仲

買
人
が
急
激
に
成
長
し
問
屋
以
外
の
取
引
が
広
が
る
な
ど
、
特
権
的
問

屋
の
派
生
す
る
諸
々
の
制
約
が
形
骸
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
弥
兵
衛

の
独
立
は
こ
の
時
機
を
捕
え
た
も
の
と
い
え
る
。

西
淫
商
店
は
荒
物
商
と
海
産
商
を
兼
ね
備
え
た
も
の
で
、
こ
の
期
の

海
産
商
は
各
漁
場
で
需
要
の
高
い
商
品
分
野
の
荒
物
を
看
板
に
揚
げ
る

者
が
少
く
な
か
っ
た
。
漁
場
は
遠
隔
地
に
あ
り
流
通
機
構
が
未
整
備
の

た
め
、
函
館
と
の
地
域
間
の
価
格
差
を
利
用
し
て
荒
物
の
販
売
を
し
水

産
物
の
取
扱
い
を
す
る
、
い
わ
ば
北
前
船
交
易
の
手
法
に
因
る
も
の

で
、
船
頭
あ
が
り
な
ら
で
は
と
い
え
る
。
そ
し
て
水
産
物
の
集
荷
方
法

は
、
漁
業
生
産
者
に
対
し
漁
場
資
金
や
荒
物
を
前
貸
し
、
海
産
物
の
提

供
を
約
さ
せ
る
北
海
道
漁
業
に
お
け
る
典
型
的
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

明
治
時
代
に
お
い
て
、
商
人
の
前
貸
に
よ
る
漁
業
資
金
融
通
の
方
法

側

に
は
、
仕
込
（
周
年
、
漁
期
間
）
、
青
田
売
買
、
議
定
貸
な
ど
が
あ
り
、

周
年
仕
込
が
専
ら
で
あ
っ
た
松
前
藩
政
下
よ
り
多
様
化
し
て
い
る
。
こ

の
原
因
と
し
て
は
、
生
活
を
繋
ぐ
た
め
の
漁
業
生
産
と
い
う
よ
り
も
収

益
を
目
的
と
し
て
従
事
す
る
者
が
増
え
た
こ
と
に
因
る
も
の
と
考
え

る
。
又
、
明
治
九
年
に
漁
場
持
制
度
が
廃
止
さ
れ
漁
場
所
有
の
近
代
化

が
す
す
む
に
つ
れ
、
多
く
の
函
館
商
人
が
進
出
し
た
道
東
地
域
の
根

室
・
釧
路
な
ど
は
、
漁
業
の
み
な
ら
ず
各
種
移
住
者
も
増
え
、
次
第
に

商
店
街
が
充
実
し
始
め
た
の
も
、
漁
期
間
仕
込
が
多
く
な
っ
た
理
由
の

一
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

青
田
売
買
の
文
書

資
料
四
は
明
治
十
三
年
八
月
六
日
付
（
追
約
定
は
同
月
廿
三
日
）
の

「
新
昆
布
売
附
約
定
証
」
で
あ
る
。
釧
路
の
昆
布
生
産
者
林
大
助
ら
が
、

新
上
等
昆
布
壱
千
四
百
石
を
西
淫
弥
兵
衛
に
売
却
す
る
こ
と
を
約
す
契

約
証
で
あ
る
。
主
な
内
容
は
、
（
一
）
販
売
価
格
は
百
石
に
付
五
百
円
、
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一
独
立
に
至
る
迄
の
経
緯

資
料
一
の
慶
応
元
年
正
月
三
日
付
「
廻
船
売
渡
一
札
」
は
、
弐
拾
弐

反
帆
廻
船
が
代
金
千
七
百
六
拾
五
両
で
西
嘩
弥
兵
衛
に
売
渡
さ
れ
た
際

の
契
約
証
で
あ
る
。
売
主
に
飴
屋
徳
兵
衛
の
他
、
沖
船
頭
と
作
事
（
修

理
）
を
し
た
棟
梁
が
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
廻
船
が
中
古

船
だ
と
分
か
る
。
諸
道
具
と
は
、
帆
柱
・
帆
桁
・
舵
・
伝
馬
船
の
こ
と

で
あ
る
。
船
を
新
し
く
造
っ
た
場
合
は
船
本
体
を
素
船
と
し
、
こ
れ
ら

８

を
区
別
し
て
勘
定
し
た
。

弁
財
船
の
素
船
・
諸
道
具
代
を
含
め
た
新
造
費
用
は
、
江
戸
時
代
に

は
十
石
当
り
十
両
だ
っ
た
も
の
が
、
貨
幣
価
格
の
変
動
・
物
価
の
上
昇

剛

で
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
頃
に
は
十
石
当
り
三
十
二
両
と
高
騰
し
て

い
る
。
二
十
五
反
帆
を
千
石
積
と
す
る
と
、
こ
の
廻
船
は
約
八
百
石
積

で
、
新
造
し
た
場
合
の
価
格
は
二
千
五
百
六
十
両
と
な
り
、
中
古
船
と

の
価
格
差
は
大
き
い
。

又
、
弁
財
船
の
標
準
的
耐
用
年
数
は
二
十
年
程
で
あ
る
。
し
か
し
新

造
か
ら
十
二
、
三
年
目
に
は
中
作
事
（
又
は
大
作
事
）
と
呼
ば
れ
る
大

修
理
を
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
多
額
の
費
用
が
か
か
っ
た
。
良
好
な
船

質
維
持
が
求
め
ら
れ
る
菱
垣
廻
船
な
ど
は
こ
れ
を
せ
ず
売
却
し
、
代
船

新
造
の
費
用
に
あ
て
た
。
こ
う
し
て
売
り
出
さ
れ
た
中
古
船
は
北
前
船

⑤

と
し
て
利
用
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
江
差
商
人
が
船
持
ち
に
な
る

６

最
初
は
古
船
の
購
入
に
よ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
箱

館
に
お
い
て
も
同
様
の
事
例
は
少
く
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

野
喜
兵
衛
・
二
十
万
円
以
上
：
田
中
正
右
衛
門
・
十
万
円
以
上
↓
渡
辺

熊
四
郎
・
八
万
円
前
後
、
今
井
市
右
衛
門
・
五
万
円
前
後
、
平
塚
時
蔵
・

三
万
円
以
上
な
ど
、
重
立
つ
商
人
を
含
め
五
十
余
名
が
列
挙
さ
れ
て
い

る
。
西
淫
弥
兵
衛
も
名
を
連
ね
て
お
り
、
概
略
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い

た
中
位
の
商
人
の
具
体
例
に
な
る
の
で
は
と
考
え
る
。

四
～
五
百
石
積
の
廻
船
で
あ
る
、
船
主
の
大
坂
松
本
町
大
和
屋
嘉
蔵
は

船
宿
を
営
ん
で
い
る
。
船
宿
は
廻
船
の
船
頭
ら
の
宿
泊
施
設
で
あ
る

が
、
荷
物
や
船
具
用
品
の
斡
旋
を
し
た
り
、
廻
船
を
め
ぐ
る
訴
訟
な
ど

で
は
船
主
や
船
頭
の
保
証
人
と
し
て
そ
の
利
益
を
代
弁
し
た
。
又
、
回

漕
問
屋
が
船
宿
を
兼
ね
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
か
ら
、
買
積
船
の
船
頭

た
ち
の
商
取
引
の
場
で
も
あ
っ
た
。
の
ち
に
は
付
属
的
に
積
荷
の
売
買

を
行
う
よ
う
に
な
り
問
屋
類
似
の
営
業
や
金
融
業
を
営
む
な
ど
、
実
に

多
様
な
機
能
を
持
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
弥
兵
衛
の
行
動
範
囲
が
、
大

阪
ｌ
北
海
道
間
で
あ
っ
た
の
か
、
又
は
、
大
阪
ｌ
東
京
間
な
ど
本
州
諸

港
が
主
体
だ
っ
た
の
か
、
こ
の
限
り
で
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
資
料
一
か
ら
一
転
し
て
純
然
た
る
雇
わ
れ
の
身
に

な
っ
た
経
過
に
つ
い
て
は
、
先
の
廻
船
を
海
難
も
し
く
は
他
の
理
由
で

失
っ
た
も
の
な
の
か
、
旧
幕
府
脱
走
軍
の
箱
館
占
領
、
そ
し
て
新
政
府

何

軍
攻
撃
開
始
に
よ
る
居
留
民
の
避
難
勧
告
と
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す

る
情
勢
に
対
処
し
た
も
の
な
の
か
、
確
た
る
と
こ
ろ
は
分
ら
な
い
。
こ

の
沖
船
頭
時
代
は
、
弥
兵
衛
を
と
り
ま
く
環
境
が
大
き
く
後
退
し
た
時

期
と
い
え
る
。

資
料
三
の
明
治
二
年
九
月
付
「
貸
地
護
文
之
事
」
は
、
函
館
内
澗
町

の
百
坪
の
土
地
を
金
三
百
四
拾
壱
両
三
分
余
で
貸
借
す
る
契
約
証
で
あ

る
。
約
半
額
を
内
金
と
し
て
支
払
い
、
残
金
を
十
ケ
年
で
清
算
す
る
と

所
有
権
が
借
主
に
移
転
す
る
こ
と
か
ら
、
実
際
は
永
代
譲
渡
で
あ
る
。

こ
れ
は
幕
府
が
土
地
の
売
買
を
禁
じ
る
一
方
、
一
定
の
手
続
を
踏
ん
だ

買
主
書
西
淫
重
兵
衛
は
弥
兵
衛
の
養
父
で
あ
る
。
弥
兵
衛
は
文
久
三

（
一
八
六
三
）
年
に
分
家
し
て
い
る
が
、
こ
の
廻
船
の
船
頭
は
弥
兵
衛
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
立
場
が
重
兵
衛
の
代
理
を
務
め
る
準
直
乗
か
、

又
は
、
こ
の
中
古
船
の
代
金
全
て
を
弥
兵
衛
が
賄
っ
た
直
乗
船
頭
な
の

か
は
分
ら
な
い
。

資
料
二
は
明
治
二
年
四
月
付
「
往
来
手
形
」
で
あ
る
。
十
八
反
帆
は
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は
じ
め
に

明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
九
月
、
蝦
夷
地
の
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
の

根
幹
と
も
い
え
る
場
所
請
負
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
北
海
道
は
新
し
い
体

制
に
漸
次
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。
と
り
わ
け
水
産
物
の
流
通
に
お
け
る

旧
制
度
の
改
廃
は
世
代
交
代
を
促
し
、
特
権
商
人
に
替
わ
っ
て
新
興
の

商
人
が
そ
の
中
心
を
成
す
よ
う
に
な
る
。
こ
の
中
に
は
有
力
な
後
立
て

を
持
た
な
い
商
家
の
番
頭
・
行
商
人
・
船
乗
り
な
ど
か
ら
身
を
起
し
た

者
も
い
た
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
西
濯
弥
兵
衛
も
こ
う
し
た
新
興
商
人
の

一
人
で
あ
る
。

西
濯
弥
兵
衛
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
十
七
年
刊
行
の
「
北
門
名
家
誌
」

な
ど
で
凡
そ
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
江
国
愛
知
郡
斧
麿
村
（
現
秦
荘

町
）
出
身
で
、
弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
、
江
差
に
渡
り
、
木
綿
な
ど

の
行
商
を
経
て
幕
末
頃
、
拠
点
を
箱
館
に
移
し
船
方
修
業
を
す
る
。
明

治
五
（
一
八
七
二
）
年
、
函
館
内
澗
町
（
現
末
広
町
）
で
荒
物
商
と
し

て
独
立
開
業
を
し
た
。
以
降
、
持
船
を
増
や
し
根
室
・
釧
路
・
択
捉
方

面
に
商
圏
を
広
げ
て
い
く
。
同
十
三
年
、
第
百
十
三
国
立
銀
行
の
設
立

０

株
主
に
な
る
な
ど
、
函
館
が
水
産
物
の
集
散
港
と
し
て
活
況
を
呈
す
る

時
、
そ
の
基
盤
を
固
め
、
函
館
商
業
の
発
展
時
期
、
経
済
界
の
中
位
に

座
し
て
い
た
。
同
三
十
年
五
月
没
、
西
嘩
商
店
は
実
子
仲
次
郎
（
京
都

明
治
期
函
館
商
業
史
の
一
考
察

ｌ
西
葎
弥
兵
衛
関
係
文
書
の
紹
介
を
中
心
に
Ｉ

生
才
）
カ
ニ
代
目
弥
兵
衛
を
継
承
す
る

西
濯
弥
兵
衛
関
係
文
書
を
大
ま
か
に
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。一

、
明
治
五
年
の
独
立
に
至
る
迄
の
資
料

二
、
商
活
動
関
係
資
料

（
一
）
金
銭
等
の
借
用
証

（
二
）
水
産
物
等
の
売
買
契
約
証
及
び
送
り
状
の
類

（
三
）
債
権
回
収
に
関
す
る
資
料

（
四
）
事
業
報
告
の
書
翰

三
、
書
翰
（
私
信
）

四
、
そ
の
他
（
寄
附
関
係
な
ど
）

本
稿
は
こ
の
分
類
を
も
と
に
、
う
ち
十
点
の
文
書
を
用
い
、

一
、
独
立
に
至
る
迄
の
経
緯

二
、
主
な
商
活
動
の
内
容

三
、
西
嘩
商
店
の
行
方
に
つ
い
て

説
明
し
、
西
津
弥
兵
衛
の
函
館
に
お
け
る
有
り
様
を
紹
介
す
る
も
の
で

あ
る
。明

治
十
六
年
の
農
商
務
省
調
査
の
「
函
館
市
中
資
産
高
一
万
円
以
上

②

の
冨
有
者
」
は
、
資
産
高
五
十
万
円
以
上
の
杉
浦
嘉
七
を
筆
頭
に
、
藤

熊
谷
興
志
子
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096兵

096<；

096了

0968

0969

097岳

097

0972

097き

097基；

097

097

097

097

097

098

098

098

098

098

098

098

098

098

098

099

099

099

099

099

099

099

099

099

099

保科智治：館蔵「西津弥兵衛関係文書」の紹介

約束手形（金壱百参拾五円）｛石田光之助→西沢弥太郎

受取証（コークス代金）｛新通運送株式会社板橘支店→弥栄商曜

約束手形（金壱百四拾参円）｛埼玉県北足立郡川口町三百番地石田光之助→石田言
八

約束手形（金壱百参拾五円）｛埼玉県北足立郡川口町金山町1の100石田光之助一
石田音八

〔競売延期書上〕｛十峰町九一九番地松隅善一石田光之助

領収書（九月分売掛代）｛東京市京橋区南博馬町三ノ五第一相互館二階吾妻商会
→市内尾久町上尾久223番地弥栄商店西沢弥太郎

〔書翰〕（石炭取引に関しての呼び出し）｛東京市京橋区南側馬町三ノ五
二階吾妻商会→市内尾久町上尾久223番地弥栄商店西沢弥太郎

仮証（領収書）｛林徳造→西沢弥兵術

第一相互館

領収証（弁済金拾円領収証）｛東京市小石川区音羽町3丁目L'l番地弁護士林徳造
→西沢さき殿代理西沢弥太目I

受領証（手形費用）｛成瀬→西訳

〔手紙〕（石炭代金見積もり）｛東京市芝区桜田久保町四番地東京商事株式会社→毒
外尾久町上尾久弐七参参弥栄商店西沢弥太郎

請求書（石炭コークス代金）｛高田岩松→西沢商店

〔受取証〕（石炭コークス代金）｛高田若松→西沢商店

〔簡閲点呼通知〕｛京都市上京区役所→西沢弥太側

〔書翰〕（養子縁組み相談）｛津留子→お姉様

〔書翰〕（父への印鑑証書送付依頼状）｛京都市聖護院町大学病院前西沢弥太郎→愚
館区地蔵町兼松太三郎様方西沢弥兵衛樹

配達願｛木下順乗→函館地蔵町10津国屋兼松方へ

〔断簡〕（■■衛殿親展■■小川通

〔封筒〕｛東京市小石川町三丁目廿一番地弁護士林徳造事務所→尾久町上尾久二二
七百六十四番地西沢弥太郎

〔名刺〕（相生町七十四番地葛出経回

〔手紙〕（染物代金及び反物の残金の件）｛京都（さわ屋）畠守宅→石狩国旭川二条鳶
七丁目木下直次郎様方西沢弥兵衛様

電報送達紙（トナリノケンコメゼヒツクル）｛2の7キノシタナオジロカタ二二
サワヤヘイ

〔書翰〕（西沢弥太郎方に納入された品の代金未納について等）｛西沢弥太郎→青木皇
吉

特殊（通常小包） 更物受領証

訴状（約束手形金未払いにつき）｛原告東京市京極区南伝馬町三丁目五番地青木要苦
→被告被告東京府下尾久町大字上尾久二七三三番地西沢弥太郎他1名

期日呼出状｛東京区裁 所→西沢弥太郎

欠席判決｛東京区裁判 →京都市上京区河原町通り広小路上ル御尚出町四百二十三

西沢弥兵衛方西沢 k郎

大阪朝日新聞（夕刊） 粟否を決しかねて府立高女の口間筆答けふ雪斉に行はる」

〔口頭弁論期日変更決定通知〕｛京都鰹裁判所書記入江武文→西院村大字西院三司
三番地天川理三郎殿

〔書翰〕（口頭弁論期日延期の報告）｛京都市外西院天川理三郎→京都市烏丸鞍馬露
東 入 一 丁 西沢弥太郎殿

実測函館詳図（改正区画地番入附湯ノ川温泉及近郊図）｛西堀近江堂→

〔便雲〕（白紙）

函館広告新報（断簡）

函館広告新報（断簡

〔断簡

〔断簡〕（印紙・こより等
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印紙（一銭

〔宛名書〕（西瀧弥兵衛様）

〔包紙〕（｢証文入明栄丸勘右衛門」とあり）

証（品物受取書

〔包紙〕（｢公正証書及貸金証書」とあり）

〔封筒〕（｢姥子栄吉エ貸金証書在中」とあり）

石仮戸磯山事務所準則

廃業届（未記入用紙）｛斎藤． 二郎→

廃業届（未記入用紙）｛斎藤 二郎→

廃業届（未記入用紙）｛斎藤栄二郎→

鮭漁業願二対スル副願審（未記入用紙）｛斎藤栄二郎→

鮭漁業願二対スル副願懇（未記入用紙）｛斎藤栄二郎→

鮭漁業願二対スル副願書（未記入用紙）｛斎藤栄二郎→

〔鮭漁業願訂正に関する書類〕｛大津村戸長役場→）

鯨漁場方位更正の儀二付御願｛常呂郡常呂村四十七番地杉本重作→三濯秀二

〔包紙〕（｢雇夫証証入」とあり）

〔計算霧〕（小碇、わらじ等）

出入（諸入用讃書上）

仕’ ド之写（塩切！ ･筋子等の金額

下服 醤（貸付金をまとめたもの

〔鱈売付証〕

念証（択捉漁場における越年契約書）｛青森県北津軽郡鶴田村鶴泊廿六番地三浦又三
郎妻その→西津弥兵衛｝

〔断簡〕（エトロフ三上宛）

〔断簡〕（エトロフ三上宛

収入印紙（1銭）

収入印紙（2銭）

秋IⅡ螺羽後園仙北郡玉川村田沢村七ケ山硫黄坑地形図面

〔金銭書上

〔書翰〕（証書類返却の件につき）｛→越俊道｝

六月廿日浦嶋丸ニテ太市持参（証書類の書上）

差引ノ記（強制執行による差押など）

委任状目録｛→長安道一；

契約用台紙（証券印紙貼付）

綱取証

〔断簡〕

〔小作料調書覚；

〔封筒〕（｢寿都郡菊池三郎殿仁賓丸勇介宛預金証書入」とあり）

北見国網走熊津留吉殿仕払記

〔断簡〕

〔包紙〕（｢預り書壱通深伯五郎兵衛」とあり］

〔断簡〕（｢亀田清顕〔〕丸会計殿」とあり；

〔包紙〕（｢預書入」とあり）

〔封筒〕（｢各府懸北海道庁寄付金賞書入」とあり

〔封筒〕（｢渡島茅部郡掛澗村貸下地所出願二付葛田経圃関係譜類」

品物出入（小豆、溌米、白米、縄、蓬等の書上）

〔覚書〕（断簡】

戸鰭謄本（ 父西 沢弥 次兵 衛母 タツ 戸主 西沢弥兵衛妻サキ長男弥太郎長女

絹子）｛京都市上京区戸籍吏尾形惟昭｝

〔封筒〕｛函館区地蔵町一○高松太兵衛→旭川二条通六丁目六十号木下商店様方

西沢弥兵衛様宛1

〔雷翰〕（近況報告）｛京ト聖溌院町大学病院前西沢弥太郎→北海道旭日川二条通六
丁目木下様方西沢弥兵衛）

八雲局行付葵

印鑑証明（大正元年届出元三■（左力）組聖磯院町字中川原二五地ノ弐戸主
氏名西沢弥兵術明治二年十月拾七日生）

〔付雲〕（函館局廻シ

〔手紙〕（入金延引願）｛石田光之助→西沢弥太郎

約束手形｛埼玉県北足立郡川口町300番地石田光之助→西沢弥兵衛

滞納金領収証書｛東京市赤坂区役所関根定松→北豊島郡尾久町上尾久27番地）
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保科智治：館蔵「西漂弥兵衛関係文書」の紹介

〔手紙〕（金子受け渡しにつき）｛釧路郡米町七拾七番地柳川新吉→函館区末広町不垂
潔弥兵術 明治12月21E

借用証｛大町二丁目米沢粂蔵→本西沢） 明治12月30E

記（金子書上】 明治

覚（地代の請求）｛酉屋広蔵→西沢屋伝右衛門 明治

借用金之証｛釧路国厚岸郡湾月町能城善助→近岡祐助 明治

借用証（下害力） 明治

証（貸金および利子書上）｛西沢→■■■■ 明治

誠（受取証）｛豊川町四十一番地島田安治→阿部済 明治

〔電報〕｛スズキコウキチ→スエヒロニシザワヤヘイ． 明治

預り番之事｛清水仁右衛門→西沢弥兵衛 明治

〔書簡〕（借用金の件について）｛加茂万吉→卒御印1 明治

委任’ (下書）｛上松藤治郎→） 明治

委任’ (下書）｛西沢弥兵術→｝ 明治

訴訟代理委任状｛函館区豊川町五拾番地西沢弥兵術→ 明治

取澗窓（宅地・海産干場取澗書）｛西沢弥兵術→｝ 明治

〔不動産番上： 明治

建家代価調番｛佐々木文治→ 明治

貸地約定証番之事（~F藩） 明治

〔額入品番上ヨ 明治

〔諸経喪啓上〕 明治

記（各種料金書上）｛宮坂→． 明治

〔地代書上 明治

北海道室蘭図面 明諾

〔地図〕（渡島国亀田郡上湯川村字釜場沢五拾四番？ 明治

〔海而地図： 明治

〔海面地図 明治

〔包紙〕（｢借用金証書・蓮莱町・■■■■」とあり 明胎

〔包紙〕 明治

〔包紙〕（｢壱通武蔵野情次郎」とあり） 明給

〔包紙〕（｢阿部済判決決書及関係書」とあり 明給

〔包紙〕（｢証書入油屋甚十郎」とあり 明治

〔包紙〕（『上松藤次郎漁場証書入jとあり 明治

〔包紙〕（｢宮坂関係書類在中西沢弥兵衛様」とあり： 明治

〔封筒〕（｢西沢書類」とあり〕 明治

〔封筒〕（｢常呂郡常呂村四拾七瀞地杉本重作二関スル瞥類在中」とあり 明治

〔封筒〕（｢明治廿六年度阿部済二関スル要用書入」とあり 明治

〔封筒〕（｢北見国網走郡北見町熊沢留吉書類入」とあり 明治

〔封筒〕（｢秋田県石仮戸磯山要証書九通在中西沢弥兵衛」とあり＞ 明治

〔金銭出納覚〕（金銭出納帳の一部） 明治

田中漁場分（経費書上） 明治

精算番（渡金書上） 明治

〔包紙〕（｢委任状西村与平」とあり〕 明治

解任届（末記入）｛斎藤栄次郎→； 明治

〔愈報〕（ミコミアルスグイク）｛クシロイシヲカウノキチ方キツキカショ方
卜→スヘヒロ町ニシサワヤヘイ方ナカタトミシロ}

明治

〔包紙〕（｢身欠預り書壱通売切二相成先方江戻候事天屋」とあか 明治

記小舌網調（網縄の数量と代金 明治

〔封筒〕｛北海道函館東演町第百十三園立銀行→西濯弥兵衛｝ 明始

〔包紙〕（｢姪子栄吉」とあり〕 明括

土屋ヨリ出ベキ金也（金銭書上） 明諾

〔封筒〕（｢西尾久助殿工貸金証誇在中」とあり： 明諾

〔借金返済延期願〕 明膿

〔封筒〕（｢名越友太郎関係蒋入」とあり： 明結

〔包紙〕（｢但為換証入馬場政次郎殿証書入」とあり 明治

〔書翰〕（金拾円に対する割引料とお釣りに関して）｛(⑭江差銀行函館支店→西津弥
兵衛i

明治

〔実測図〕（渡島国亀田郡上湯ノ川村字釜場沢五拾四番五拾五番。 明治

〔実測図〕（渡島園亀田郡上湯ノ川村字釜場沢五拾四番五拾五番］ 明治
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証（割引料金弐拾円領収につき）｛相馬哲平→木下清次郎殿支配人木下松太郎｝
証（割引料金弐十四円領収につき）｛相馬哲平→木下｝

証（五日分利子金弐拾七円領収につき）｛相馬哲平→西津弥兵衛｝

山口栄太郎殿積算書（漁具類など）｛函館区元町山口栄太郎→京都小川通一条下皇
宇野キク様方西沢弥兵衛｝

錬搾粕売買契約証書正本｛函館区豊川町五十番地西沢弥兵術→函館区天神町百十
番地久保周三｝

証（金弐十四円割引料領収につき）｛相馬哲平一 <下｝

〔書翰〕（東海岸・西海岸漁失敗につき報告）｛函館区元町十二番地山口栄太郎→京
都市小川通一条~ドル宇野キク様方西沢弥兵術）

網船譲渡証｛名越友太郎・斉藤小野吉→西沢弥兵術｝

売渡証（塩四百五拾俵）｛名越友太郎・斉藤小野吉→西沢弥兵衛｝

〔書翰〕（土地売買の件）｛函館区元町山口栄太郎→京都小川通一条下ル宇野キク霞
方西沢弥兵衛｝

〔担保物件の覚書〕（虻田郡壮瞥村字トコタンの畑地等）

〔書翰〕（礼状）｛竹下忠兵衛→京都市新間之町二条上ル宇野亀松｝
納入告知兼領収証書(西沢弥太郎明治36年度高等小学校授業料納入告知兼譲
収証書）｛京都市参事会京都市長内貴甚三郎→西沢弥太郎保溌者｝
配達同送票｛胆振国八雲木下順乗方｝

〔醤翰〕（小田志郎へ渡金の依頼）｛石田善吉→西滞弥兵術｝

証（印紙代預り証）｛中津喜右術門→西濯弥兵衛｝

〔書簡〕（訴訟の件について）｛大■■■■→西沢■■｝

証文一札之事（借用証）｛田中久吉→西沢弥兵衛）

証（借用書）｛④→卒｝

記（借用書）｛③店寅吉→不｝

〔書翰〕（土地登記に関する依頼状）｛釧路栄町番外地木付可笑人→函館末広町百三番
地西灘弥兵術｝

〔書翰〕（漁況及び択捉の状況報告｛福井太市→西潔弥兵衛｝

〔書翰〕(磯舟製造等の件につき）{択捉留別福井太市→函館区末広町西沢弥兵衛I

〔書翰〕（漁場状況報告）｛留別石田善吉→紗那中瀬長五郎

〔書翰〕（秋荷回送・預りの件につき）｛中セ→福井太市｝

〔書翰〕（品物預け方の件につき）｛中セ→福井太市｝

〔書翰〕（商用）｛質太郎→西濠主人1

〔書翰〕（漁場使用網に関して）｛ルベツシレート西漂漁舎→西濯主人I

〔書翰〕（漁場状況報告）｛ルベツシレート西濯漁舎→西濯主人

〔書翰〕（漁場賃料等相談の件につき）｛千島国紗那郡留別村石田善吉→中瀬長五郎

〔書翰〕（商用報告）｛東京神田錦町三丁目十七重持高方越俊道→函館挫川町西沢弥兵
術｝

記（送金費用番上）｛藤原二男治→宮坂清造}

〔書翰〕（電報記載例等について）｛鈴木幸吉→西潔

証（食塩・白米受取証）｛斎藤辰蔵→石狩丸｝

〔電報〕｛ハナサキスズキコウキチ→スエヒロニシザワヤヘイ

念書之事（貸地年季年限延引の件について）｛地主西屋庄蔵→西沢屋伝右衛門｝

〔書翰〕（保険金解約について）｛兼松太三郎→西津御主人

〔書翰〕（中間灘送付依頼等）｛鈴木幸吉→西漂御主人；

〔書翰〕（繍送数量等報告）｛鈴木幸吉→西潅御主人

証（領収譜）｛平出商店→西沢｝

領収証（八木橘聯務所→西沢弥兵術1

〔封筒〕（表に「要用｣、裏に「二十年度」「三十五年度」とあり）｛石田善吉→会所町
不西淫弥兵衛I

〔書翰〕（筋子等積荷送付及び漁場模様報告）｛鈴木幸吉→西潅御主人I

〔貸付金覚〕｛西沢弥兵衛→■坂I

記（貸金書上）｛西濯弥兵衛→宮坂！

〔書簡〕（鮭の差し押さえに関して）｛■原佐太郎→西沢

〔封筒〕（｢永田富次郎証書壱通」とあり：

預り証（米糠八斗入四俵）（留別村弐番地野呂寿松→西濯弥兵術；

証（代金書上）｛大笹守節→宮坂1

〔売渡証〕（塩切鮭売渡し）｛中村漁舎北条→笹原佐太郎）

記（電信料等代金書上）｛宮坂清造→不商店

領収証（面額弐百拾四＞

〔書翰〕（差押金百円送付依頼）｛木村可笑人→西濯弥兵燭
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保科智治：館蔵「西濯弥兵衛関係文書」の紹介

0751金借用証｛函館区船見町六十四番地荒川忠蔵→西沢弥兵術 明治33年6月30日状25000

07521証（手形割引料金百五円領収書）｛相馬哲平→木下清次郎｝ 明治33年6月30日状T40700

0753r土地測量図 明治33年6． 状h'40800

0754領証（建築費寄附につき）｛函館別院法務所→西津弥兵衛｝明治33年8月9日状T40900

0755菜種売渡約定書｛売主太刀川善吉他1名→馬場政次郎｝明治33年9月6日状T41000

0756領収証（増築・修繕費寄附につき）｛私立一貫尋常小学校主五島千頴→西濯弥兵衛｝明治33年9月20日状T41100
0757領収書（賛助金）明治33年9月29日状T40108

0758〔日本赤十字社正社員締盟書〕｛日本赤十字;社長佐野常民｝

0759保険料領収証｛日本海陸保険株式会社函館代理店小川幸兵衛｝

0760証（領収醤）｛八木橋栄吉→西沢弥兵術

076
債権ノ差押命令印本｛函館区裁判所書記万山孝次郎→函館区豊川町五十番地西沢誌
兵衛｝

07621送達状（債権差押命令）｛万山孝次郎→八木橋栄吉｝

0763

0764

通知書（債務金返済変更通知）｛函館区弁天町五十四番地品田鹿造→豊川町五十番蕊
西沢弥兵衛｝

通知書（債権不所持に関する通知）｛函館区幸町二番地浜野作太郎→豊川町五十番蕊
西沢弥兵術｝

07651領収証｛函館区裁判所執達吏渡辺銀治→西沢弥兵術代理八木橋栄吉）

0766
訴状（強制執行異識の件について）｛函館区幸町十番地板村助右術門→函館区裁判宮
監督判率池田房明｝

07671訴状送達状｛函館区裁判所執達吏隅田又吉→豊川町五○西沢弥兵衛I

0768強制執行停止命令正本｛板村助右衛門→函館区裁判所監督判事池田房明

0769有体動産差押調書謄本｛函館区裁判所坂牛祐→｝

0770送達状｛石山慶次郎→豊川町西沢弥兵衛

077
証（鮭粕及雑粕売代金計算書異議無きにつき）｛元町拾二番地山口栄太郎→西淫弥兵
衛｝

07721証（領収書）｛八木橘栄吉→西沢弥兵術

明治33年10月4日｜状T41200

明治33年10月15日｜状Til800

明治33年II)月19日状25100

明治33年10月iii; 25200

明治33年10月22日状'25300

明治33年10月25IJ 25400

明治33年10月26母 25500

明治33年10月81日｜状ir>600

明治33年11月1日 謹言 25700

明治33年11月1日｜状2610(

明治33年11月2日｜冊25800

明治33年11月2日｜冊25900

明治33年11月2日｜状1080C

明治33年11月6墜 T4140

明治33年11月8日状16000

07731売渡証諜(土地売り渡しに関して）｛函館区慨川町五拾番地西沢弥兵術→木下滴次郎｝明治33年11月15日冊14400

07741登記済証（木下清次郎に所有権移娠） 明治33年11月15日綴T1.880.8

0775証（金七拾弐円手形の分領収につき）｛相馬哲平→木下｝明治33年11月29日状T41500

0776証（金八十四円割引料領収につき）｛相馬哲平→木下｝明治33年11月30日状T41600

0777印鑑証明｛函館区長林悦郎→豊川町五拾番地西濯弥兵衛｝明治33年11月状T41700

0778印鑑証明｛函館区長林悦郎→豊川町五拾番地西津弥兵衛｝明治33年11月状T41800

0779売仕切（昆布取引計算書上）｛川口半二郎支店→西沢弥兵衛｝明治33年12月10日状26200

0780証（江差馬場政次郎より領収につき）｛函館取引所仲買菅原忠三郎→西樺弥兵衛｝明治33年II月15日状T41900

0781計算書（入金書上)I川口半二郎支店→西沢弥兵術｝

0782証（金六拾円領収灘）｛函館区大町三十三番地菅原仲買店→西潔弥兵術）

0783証（壱日分利子金弐十七円五十銭領収につき）｛相馬哲平→西潔弥兵術｝

0784
鱗絞粕売買契約証書正本｛函館区豊川町五十番地住居平民物産商西津弥兵衛→東京
府武蔵国東京市深川区小沼町七番地住居平民肥料商染谷浜七｝

明治33年12月IS日｜状16.800

明治34年1月6日｜状4-41000

明治34年2月5日｜状4-iiion

明治34年2月6日 慧一 1-41800

0785受取証（戻金七円領収につき）｛函館弁天町廿四番地商業新報社→西葎弥兵衛｝｜明治34年2月10日｜状T42400

0786錬搾粕売買契約証書m本｛山口栄太郎→西沢弥兵衛｝ ｜|明治34年2月21日｜冊26400

0787

()78隠

0789

錬絞粕売買契約証書正本｛函館区元町五十七番地金田由巳→函館区豊川町五十番壁
西瀧弥兵衛｝

動産物売買契約証書正本（三半船･網等）｛函館区元町五十七番地住居漁業金田由三
→函館区盟川町五十番地住居平民物産商西灘弥兵衛｝

売渡証識（畑売渡譜・抵当権設定登記番有）｛函館区地蔵町五十六番地木下松太郎一
西沢弥兵衛｝

()7901証（手形振込金領収書）｛相馬哲平→木下松太郎

079
売渡証書（宅地・畑地の売渡に関する証書）｛函館区地蔵町五拾番地木下清次郎→夢
館区豊川町五拾番地西沢弥兵衛｝

0792証（弐日分利子金弐十七円五○銭領収につき){相馬哲平→西沢｝

079;う

()794

証（馬場政次郎より為替金六拾円領収につき）｛函館区大町三十三番地菅原仲買店→
西淫弥兵衛｝

売買代金井賠償金支払契約証書正本｛函館区豊川町五十番地住居平民物産商西灘読
兵衛→函館区大町十四番地拾強物産商間瀬翁太郎｝

07951証（参R分利子金弐拾七円五十銭領収につき）｛相馬哲平→西瀧弥兵術）

07961証（割引料金拾六円領収につき）｛相馬哲平→木下｝

07971計算書（公証料等）｛荻野公証役場→宇野亀松他四名

07981市税領収証｛京都市上京区長増田■■→京都市上京区聖護院丁宇野、亀松

07991〔注意書〕（市税滞納の件；

08001証（四日分利子金弐拾七円五十銭領収につき）｛相馬哲平→西葎弥兵衛）
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市立函館博物館研究紀要第13長

〔書翰〕（時候の挨拶送り物のお礼）｛母→西沢さきI

〔書翰〕（近況報告）｛母→西沢弥兵衛・西沢弥太郎｝

〔感謝状〕（擢災者救伽金寄附につき）｛岩手県知事末弘直方宮城県知事千頭満臣
青森県知事河野主一郎→函館区会所町西沢弥兵衛｝

〔書翰〕｛京都市上京区小川通一条下ル西沢たつ→渡島国函館市豊川町五十番地
西沢弥兵衛｝

証（金参十五円領収）｛相馬哲平→西沢｝

〔送付状〕（越年食用蛙送付）｛エトロプ島留別石田善吉→函館豊川町■西沢弥兵
術）

〔書翰〕（漁場不漁報告）｛石田善吉→西沢弥兵術；

証（金五拾四円受取書）｛相馬哲平→安藤■■；

〔書翰〕（精算書の書上等）｛千島国紗那郡留別村石田善吉→函館豊川町西沢弥兵
衛｝

領収証（金拾円五拾銭紗那郡留別村シレート海産千場貸出料）｛紗那支庁長演本
■■→田中要之進代理西沢弥兵衛）

郵便為替金受領証書｛函館恵比須町郵便受取所取扱人常野興兵衛→振出局名今
出川；

〔蓄翰〕｛秋田市西根小■町越俊道→函館豊川町西沢弥兵術｝

〔感謝状〕（函館区火災救伽金寄附につき）｛北海道庁長官園田安賢→北海道渡島国露
館区会所町西沢弥兵衛）

証（金拾八円割引料）｛相馬哲平→安藤：

証（利息金受取書）領収のこと）｛相馬哲平→西沢弥兵億

〔感謝状〕（水災の際羅災者救伽金寄附につき）｛北海道庁長官園田安賢→函館区堂

川町西沢弥兵衛｝

〔書翰〕（漁場報告平出･駒井漁場も含む）｛千島国紗那郡留別村石田善吉→函謹
豊川町西沢弥兵衛｝

書翰（漁場報告）｛千島留別石田善吉→函館豊川町西沢弥兵術；

保育証（西沢弥太郎の保育完了証書）｛私立函館幼稚園長武藤八千→西沢弥兵術｝

請取証（豊川町出火羅災者救助義損金寄附につき）｛函館欝岡町五番地函館毎日毒
聞社→西沢弥兵術；

証（品物代金受取証）｛函館区東浜町鈴木沢造→西沢弥兵縦

株式会社函館米穀塩海産物株式取引所受渡米代用格付表

郵便為替金受領証書｛函館郵便電信局長天野正義一

〔感謝状〕（県下水害の際擢災窮民救助金寄附につき）｛滋賀県知事河島醇→函館蓮
豊川町西沢弥兵衛

仮■

郵便為替金受領証書｛函館郵便受取所恵比須]

更為替金受領証譜｛函館郵便受取所恵比須町

更為替金受領証書｛函館郵便電信局長天野正義→振出局名今出川

特別〔〕之証（台秤の保証書）｛常野度量衡店

領収書｛函館沖浜町廿五番地常野度量衡販売所衡■修復所→西沢弥兵術｝

受領証書（郵便為替金）｛函館郵便電信局長天野正義→払渡局所名秋田

錬搾粕売買契約証書正本｛函館区豊川町五十番地住居平民物産商西沢弥兵術→薫
潟県越後国中頚城郡扉潟村字土底漬六十六番地平民当時函館区豊川町五十三番蓮

住居海産商内山寅吉］

手形割引料受取証｛相馬哲平→木下

錬絞粕売買契約証書正本｛函館区豊川町五十番地住居平民物産商西灘弥兵衛→愛罵
県尾張国知多郡亀崎町百五十番地平民当時函館区大町十四番地住居仲買間瀬翁寒
郎

錬絞粕売買契約証書正本｛函館区豊川町五十番地住居平民物産商西灘弥兵衛→福盛
県越前国坂井郡吉崎村十九番地平民当時函館区幸町三番地住居物産商岩崎岩次郎

領収証書（明治33年度使用料及手数料）

豊川町衛生組合決算書

未開地貸付不許可証（茅部郡掛澗村未開地弐拾五万六千五百坪無償貸付願いに対し
て）｛北海道庁長官園田安賢→函館区豊川町五十番地西濯弥兵衛｝

〔書翰〕（商業関係）｛馬場甚右衛門→函館豊川町西灘弥兵衛）

領収証｛上湯川村宇巻場九番地江藤安五郎→西沢弥兵術｝

電話交換加入登記料領収証｛函館電話交換局主任通信書記木村秀三→西灘弥兵伽

錬絞粕売買契約証書正本（函館区豊川町五十番地住居平民物産商西潔弥兵術→函露
区西浜町二十二番地住居平民物産商今井辰太郎

念証（鱒鮭売却の件）｛函館区船見町六十四番地荒川忠蔵→西沢弥兵術

契約証（択捉島の塩切鱒等に関する契約）｛函館区船見町六十四番地荒川忠蔵他1名
→西沢弥兵衛

－36－

明治31年11月24B 辻-k T3690

明治,41年11月14日 T3700

明治.81年12月1日 T3710'

明治31年12月29日 |射ず T3730

明治31年12月,80日 |状 T,8740

明治31年12月 4-8750

明治31年12月 T3750;

明治32年1月10日 T3770I

明治32年1月19日 T3940

明治32年1月21日 剃 T37801

明治32年1月23日 j1 T3790

明治32年2月3日 馴大 T3890;

明治32年2月16日 状 T.8800

明治32年2月20日 T3810

明治32年2月27日 T3820

明治32年3月18日 ＃ T3830

明治32年5月10日 T.8810

明治32年5月27日 T3850

明治32年6月15日 860｛

明治32年9月L3日 4-4010

明治32年9月19日 T3870

明治32年10月11日 2450

明治32年Ill月 T-1020

明治32年11月7日 ＃ T3880

明治32年11月80日 T3900

明治32年12月1日 T4010-

明治32年12月7日 T.8910

明治32年12月7日 T.8920

明治32年II月9日 4-8980

明治33年1月30日 T3950(

明治33年1月31日 T3960

明治33年1月31日 T3970

明治33年3月30日 T89S()(

明治33年4月4日 T.8990I

明治33年4月4日 4-4000

明治33年4月Ill日 T4010(

明治33年4月14日 4'lOlOi

明治33年4月17日 T4020:

明治33年4月17日 4-10.80(

明治33年4月21日 T4040I

明治33年5月7日 2470

明治33年5月17日 T4050I

明治33年6月II日 TIOOOI

明治33年6月30日 2480

明治33年6月30日 2490



保科．智治：館蔵「西潅弥兵衛関係文書」の紹介
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066畠
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067屍
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067空

O67E
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067号
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068月

0684

068号

068乞

0687

068号

068量

O69C

069
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0697

0698

0699

0700

070：

0702

070s

0704

070忌

郵便為替受領証（為替金高拾五円）｛函館恵比須町郵便受取所取扱人常野興兵衛一
振宛局名今出ﾉI

〔書翰〕｛京都市上京区小川通一条下ル西沢多津→渡島区函館市豊川町五拾番〕
西沢弥兵衛｝

特約証（借用金返済延引の特約証）｛越俊道→西沢弥兵衛

領収書｛紗那郡留別外四ヶ村戸長→西沢弥兵衛

領収書｛留別外四ヶ村戸長→西沢弥兵衛

請取響｛留別人馬継立処石田善吉→率

キ｛留別人馬継立処→亭

記｛荷出善吉→西沢弥兵術

記｛石田店→西沢弥兵隙

記｛一回漁舎→西沢弥兵衛

キ｛一回→石田

領収証｛留別外四郡書記→西沢弥兵衛

記｛一回漁舎→西沢弥兵衛

為換証｛石田善吉→西沢弥兵衛・石田善言

記｛石田善吉→一回

記｛石田善吉→西沢弥兵術

記｛石田蕃吉→亭

〔書翰〕（年賀の挨拶及び御礼等）｛西京上京区小川通一条下ル左側西沢たつ→渡昂

国函館区豊川町五十番地西沢弥兵術

証（金参拾五円）領収）｛相馬哲平→西沢｝

証（金四十八円七十五銭領収）｛相馬哲平→西沢ミヨ

〔感謝状〕（豊太閤墳墓修理及び三百年祭事業への寄附につき）｛豊国会会長侯爵黒

田長城→西沢弥兵衛

証（金参拾五円（3月分利子）領収）｛相馬哲平→西沢：

〔書翰〕｛_上京小川通・条下ル西沢多津→渡島国函館市豊川町五拾番地西沢弥兵

術

〔謡翰〕｛京都市上京区小川通一条下ル西沢たつ→渡島国函館市豊川町五拾番地
西沢弥兵伽

〔書翰〕｛京都市上京区小川通一条下ル西沢たつ→函館市会所町四番地西沢弥兵

衛

〔書翰〕（孫弥太郎への気使い等）｛京都上京小川通一条下ル西沢多津→渡島国函館
市豊川町五拾番地西沢弥兵衛｝

契約証（両沢所有シレート漁場（漁網及び諸道具付）売買につき）｛函館区豊川町実
拾番地西沢弥兵術→千島国択捉島留別村石田善吉

〔諜翰〕（送ってもらった雛のお礼等）｛京部上京区小川通一・条~ドル西沢たつ→渡曲
国函館市豊川町西沢弥兵鰍

〔書翰〕（送り物のお礼等）｛京都市上京区小川通一条下ル西沢多津→渡島国函館毒

豊川町西沢弥兵衛

郵便為替金受領証書｛函館恵比須郵便局受取所常野興兵衛→振宛局名今出川

〔書翰〕（漁場貸借書・諸願書送付依頼）｛千島国紗那郡留別村石田善吉→函館豊II
町西沢弥兵術

言
下に

〔書

郵
出

証（金二拾二円領収）｛相馬哲平→西沢ミヨ

登記済証~ド附願（家督相続登記）｛函館区豊川町五拾番地西沢弥兵衛→亀田登記所

〔書翰〕（送金のお礼等）｛京都上京区小川通一条下ル西沢多津→渡島国函館市豊!’
町西沢弥兵衛

〔書翰〕（場所賃返済猶予願い）｛千島留別村石田善吉→函館豊川町西沢弥兵衛｝

書翰（弥太郎のこと等）｛京都市上京区小川通一条下ル西沢多津→渡島国函館市』
川町西沢弥兵億

〔諜翰〕｛京都市上京区小川通一条下ル西沢たつ→渡島国函館市豊川町五拾番地
西沢弥兵純

〔書翰〕（盤作の件等）｛京都市上京区小川通一条下ル西沢多津→渡島国函館市班11
町五拾番地西沢弥兵術｝

〔書翰〕（場所賃返済猶予願い）｛エトロプ留別石田善吉→函館豊川町西沢弥兵衛｝

〔書翰〕（積荷送付の件）｛エトロプ留別石田善吉→函館豊川町西沢弥兵衛

〔書翰〕（商業の通信（時化等)）｛陸中国■■郡越俊道→北海道函館豊川町西沢
弥兵衛

更為替金受領証書｛函館恵美須町

更為替金受領証書｛函§

後山 代町関根方越俊道→西沢弥兵衛

1〕（択捉における漁業不振状況報告）｛石田善吉→函館豊川町西沢弥兵術

為替金受領証書｛函館恵比須町郵便受取所取扱人溌野興兵術→振宛局名今

I比須町、

取所常野興兵衛→振宛今出川

更局取所常野興兵衛→振宛局名今出川｝

明治30年12月15i

明治30年12月16i

明治30年12月24E

明治30号

明治30寺

明治30琴

明治30琴

明治30年

明治30琴

明治30琴

明治30琴

明治30年

明治30手

明治30¥

明治30琴

明治30壷：

明治30篭：

明治31年1月8i

明治31年1月27［

明治31年2月24［

明治31年3月1!I

明治31年3月29［

明治31年4月51

明治31年4月61

明治31年5月7:

明治31年5月11日

明治31年5月24日

明治31年5月24［

明治31年5月25［

明治:a年6月13I

明治31年7月9日

明治31年7月13F

明治3I年7月15日

明治31年8月16日

明治31年8月26日

明治81年8月16日

明治81年8月19日

明治31年8月30日

明治31年8月31日

明治31年9月3日

明治31年9月10日

明治81年9月11II

明治31年9月25日

明治31年10月6日

明治31年11月9日

明治31年11月14日
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市立函館博物館研究紀要第13号

委任状（緒物品買い取りの件について）｛函館区地蔵町五十六番地木下浦次郎一

〔はがき〕（漁場の近況報告）｛太櫓郡太櫓村西沢善治郎→函館区会所町四番地西沢鞠
兵衛I

郵便為替金受領証篭｛留別郵便局長今井索一→振宛局名今出川局｝

〔抵当物件書き上げ〕｛木下清次郎代人斎藤於佐武→江差区裁判所判事山本正路I

証（金弐十弐円の受取書）｛相馬哲平→西沢弥兵術

受領証爵（為替金拾円領収のこと）｛留別郵便局長今井素一→京都今出川支局

約定証（角材及び丸太引渡につき）｛留別村山田熊蔵→西沢弥兵術）

記（庫敷料受領勝）｛一回漁舎→西沢弥兵衛

記（倉敷料受領苔）｛一回漁舎→西沢弥兵術

〔書翰〕（鮭の領み出しの件）｛エトロフ留別石田善吉→函館西沢弥兵衛I

記（運賃内訳香）｛西堀回潤店→西沢弥兵衛代石田

記（保管料領収書）｛西堀回漕店→｝

キ（サケ運送代金受取書｛人馬継立処→亭I

記（請品代金請求譜）｛石田善吉→西沢弥兵術）

受領証譜（為替金拾円）｛函館郵便遡信局長関根汀二→今出川支局I

受領証爵（郵便為替領収灘）｛函館郵便電信局長関根汀二→京都三条）

通知爵（俄務支払い命令に関して）｛藤村英疑→会所町四番地西沢弥兵術）

有体動産仮差押申調却下二対スル抗告｛函館地方裁判所所属弁態士香西真一･郎西
沢弥兵術代理→函館地方裁判所長判蕊斎藤金平

供託状（金子預け証）｛西沢弥兵衛代理若林道矩→函館本金』

供託状（金子預け証）｛西沢弥兵衛代理若林道矩→函館本金庫I

期日呼出状｛藤村英義→会所町四番地西沢弥兵衛身

証（貸金証書及び念証）｛若林道矩→西沢）

[地所建物登記簿一覧願雛形〕（渡品国旭田郡七飯村字中須田

委任状（仮差押え異織の件について）｛函館区会所町四爵地西沢弥兵術→

期日呼出状｛藤村英義→原告代人弁遡士香西真一郎｝

証（借用証）｛石田善吉→西沢弥兵術）

〔諜翰〕（漁場現状報告）｛石田善吉→西沢弥兵術

〔爵翰〕（漁場経費計算書）｛石田善吉→西沢弥兵術

送達状（判決正本1通）｛藤村英義→香西真一郎）

判決正本（仮差押異議事件の判決）｛函館区裁判所書記久慈勇太朗→｝

借用証書（金拾円）｛函館区束浜町六番地若林エイ若林道矩→西沢弥兵術｝

〔電報〕｛オサカハクロマチモリオカニテキノシタナヲジ→ニシサワタツカタニシサ
ワナカシロウ

〔電報〕（死亡電報）｛ヲヲサカハクロマチツモリオカニテキノシタキヨシロ→タチノ､
ナマチシヲカムラキヘイジニシサワナカシロ｝

〔電報〕（死亡蝋報）｛ハコダテニシザワ→ハクロテウカリマメヤニ ,ザワナカジロウ：

〔電報〕（死亡電報）｛キヨト■■■本ガンジクロ■■ハツトリ→バクロテウーカリーゼ
メヤニシサワナカジロ）

収標（詞堂として金拾円）｛大谷派本願寺函館別院→会所町西沢弥兵衛）

〔感謝状〕（軍資金寄附につき）｛京都府知事山田信道→京都府京都市上京区小川通
条上ル西 沢 弥 兵 術

〔感謝： t〕（軍資金寄附につき）｛北海道庁長官原保太郎→北海道渡島国函館区末広D
西多 亦兵術

〔感謝状〕（軍資金寄附につき）｛北海道庁長官原保太郎→北海道渡島同函館区末広町

西沢弥兵術

領収爵（飼堂金五円）｛函館港成田山真言宗→西沢弥兵術）

証（嗣堂として金五円）｛称名寺同寺拾八i廿大僧都吉水定穏→西沢弥兵衛I

戸籍移籍許可証（父西沢弥兵術死亡のため妻ミヨの戸籍を西沢弥兵衛の戸籍へ編籍）
{西沢弥兵衛→北海道庁長官原保太郎1

電報（コサヲクレルスコマルヘシ）｛サキ→ニショウトウリセテウメキノシタナ写
シロカタニシザワ

〔書翰〕（漁場報告）｛千島国紗那郡留別村石田善吉→函館豊川町五拾番地西沢駒
兵術

手形割引料受取証（金六拾円）｛相馬哲平→西沢弥兵術｝

〔諜翰〕（漁場報告）｛千励国紗那郡留別村石田善吉→函館挫川町西沢弥兵術！

受領証盤（為替金拾五円）｛函館郵便逝倍局長岡村幸一→今出j龍

受領証稗（為替金拾円）｛函館郵便電信局長岡村幸一→今出川；

〔書翰〕（漁場報告）｛エトロフ留別石田善吉→西沢弥兵術

郵便為替金受領証（為替金高拾円）｛函館恵比須町郵便受取所常野興兵衛→振宛肩
名五条1

－38－

明治29年6長 22500

明治29年7月23日 22600

明治29年7月28日 T3200C

明治29年7長 22700

明治29年8戸 T3080C

明治29年10月8日 i;wi

明治29年11月10I T32100

明治29年:i月18| 4-;-il201

明治29年11月10I T31205

明治29年11月14I T31100

明治29年11月29I T3120

明治29年11月29E T3120

明治29年11月30F T3120

明治29年12月9日 T3120

明治29年12月19: T8210

明治29年12月19I T3230

明治29年12月22I 22800

明治29年12月11i 22900

明治29年12月14L 20900

明治29年12月24E 21000

明治29年12月29: 23000

明治29年12月31F 23100

明治29拳 2320(冒

明治30年1月10日 23400

明治30年1月14I 23300

明治30年1月18日 23500

明治30年1月18| 4-,8240

明治30年1月18日 T32402

明治30年1月27日 23600

明治30年1月27旧 23700

明治30年2月4日 T8250(

明治30年4月28旧 23800

明治30年5月1日 2390(；

明治30年5月2日 24000

明治30年5月2日 24100

明治30年6月1日 T3260t

明治30年6月1日 T3270

明治30年6月1日 T3280I

明治30年6月1日 T3290I

明治30年6月20旧 T33000

明治30年7月1日 T3310

明治30年7月29日 T33200

明治30年8月1日 T3330C

明治30年9月18|] T3340(

明治30年9月28日 T33500

明治30年11月9日 T3360C

明治30年11月19| T387()(]

明治30年11月19: T3380(:

明治30年11月22F T33900

明治30年12月15: T3400
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保科智治：館蔵「西濯弥兵衛関係文書」の紹介

〔書翰〕（釣り船及び手金の件）｛千島国留別村字シレート漁舎佐藤典之助→函館志
広町西沢弥兵篠

〔書翰〕（福士忠造の件網諸道具積送りの件）｛十勝国広尾郡茂寄村伊藤方柴田；
兵 衛 → 函 館 区末広町西沢弥兵衛

〔書翰〕（漁場運営費用、越年者貸付調）｛択捉留別西沢漁舎福井太郎→函館区豆
広町西沢弥兵篠

〔書翰〕（磯舟製作見積もりの件）｛択捉留別西沢漁舎福井太郎→函館区末広、
西沢弥兵備

〔書翰〕（佐藤与之助との船の件）｛択捉留別西沢漁舎福井太郎→函館区末広Ill
西沢弥兵術

〔封筒〕（択捉漁舎書類北見国熊沢金助殿預り書入とあり＞

〔書翰〕（水産物売買の件）｛敦賀山下五右衛門方善福丸栄治郎→函館末広町菱
沢弥兵衛

領収書（動産物抵当金円貸借契約の正本へ執行文を付領収した旨）｛西沢弥兵衛→‘
証人横山吉四郎本人多賀谷正二良I

動産物抵当金円貸借証書症本｛函館区末広町百三番地住居平民物産商西沢弥兵

衛→山口県周防国佐波郡佐何村大字富市六百五七番地平民当時函館区青柳町五拾
壱番地住居雑業多賀谷正二郎

念証（借用金弐拾円に対する利子の件）｛函館区青柳町五十一番地多賀谷正二郎一

西沢弥兵術

執行文請求藩（動産物抵当金円貸借契約に関して）｛函館区会所町四番地西沢弥兵

術→多賀谷正二賞I

〔鱈釣漁業井に製造願に関する許可証〕｛紗那外三郡長築瀬勇七→函館区末広町頁
参番地西沢弥兵衛

〔鮭漁業願書提出に関する通知〕｛茂寄個長役場→函館区末広町百三番地西沢弥兵

衛

書留郵便物受取証｛西沢弥兵衛→

記（塩代金書上）｛十勝国大津村上野利三郎→不御店

漁船売渡証書｛西沢弥兵術代印西沢みよ→栗山三慶

記（金子受取証）｛西沢弥兵術→宮坂清造1

預り証（胴海船参股預り証）｛十勝国大津村番外地上野利三郎→西沢代理柴田鍔

兵衛

記（塩代金受取証）｛函館末広町西沢→上野利三郎

鮭漁業許可証｛紗那外三郡長代理紗那外三郡書記鈴木瑞枝→函館区末広町百参
番地西沢弥兵後

〔封筒〕｛西沢→宮坂清造殿｝

〔海産干場貸下の届出許可の更新〕（千島国振別郡振別村字東浦ウエンベツ使用の~亨

場）｛北海道紗那外三郡長鈴木瑞枝→千島国紗那郡留別村西沢弥兵術代理人笹原
佐太郎現住所渡島閲函館区末広Ⅲ1

〔宅地使用許可証〕（未開地百弐拾坪を宅地目的として貸下許可）｛紗那郡外三郡長

代理郡諜記鈴木瑞枝→函館区末広町西沢弥兵術

領収書（動産物賃貸借契約）｛函館区会所町四番地西沢弥兵術代理福浦豊七郎一

公証人横山吉四償I

執行文請求書（動産物貸借契約違約金十八円請求）｛債権者西沢弥兵衛代理人福浦

豊七郎公証人横山吉四郎→土方栄次郎

金子借用証書｛土方栄次郎→西沢弥兵衛

御請ケ書（金子受取証）｛末広町九番地土方栄次郎→西沢弥兵億

金子借用証｛函館区末広町九番地土方栄次郎→西沢弥兵術

大阪肥料新報第百六号（錬絞粕及び胴錬の相場

契約証書（錬〆粕売買契約について）｛熊谷要助→木下滴次郎

身欠緋売渡証書｛太櫓郡熊谷要助→木下清次郎

受取証（金四十五円）｛留別村字駒井三之助→石田善吉

委任状（錬上等身欠･錬〆粕の件について）｛函館区地蔵町五拾六番地木下清次郎一

念証（船の売買に関する証書）｛後志国太櫓郡太櫓村字長浜熊谷要助→木下清次郎

売渡証（新造三伴船等売渡代金書上）｛後志国太櫓郡太櫓村字長浜熊谷要助→木下？
次郎

売渡証(三伴船等売渡代金書上）｛後志国太櫓郡太櫓村字長浜熊谷要助→木下清次良I

売渡証（言伴船等売渡代金響上）｛後志国太櫓郡太櫓村字長浜売渡人→木下清次郎

火薬買入許可証｛留別分署→西沢弥兵術

〔書簡〕（借用証委任状等の件に関する報告（追伸に三半船運送に関すること有）｛童

櫓郡太櫓村西沢善治郎→函館会所町四番地西沢弥兵櫛

〔はがき〕（船鑑札等の件について）｛太櫓郡太櫓村西沢善二郎→函館会所町四番地壷
沢弥兵衛

仮住所届｛斎藤於佐武→江差区裁判所｝

－39－

明治28年6月17|

明治28年6月18［

明治28年6月22［

明治28年6月22E

明治28年6月22日

明治28年6ノ

明治28年7月5日

明治28年7月10日

明治28年7月10日

明治28年7月Ill日

明治28年7月10日

明治28年7月13日

明治28年7月18t

明治28年7月23日

明治28年9月II)日

明治28年9月22日

明治28年9月24日

明治28年11月3日

明治28年11月15日

明治28年12月27日

明治28琴

明治29年1月14日

明治29年1月20日

明治29年1月

明治29年1月

明治29年2月3日

明治29年2月3日

明治29年2月4日

明治29年2月15日

明治29年2月20日

明治29年3月4日

明治29年5月9日

明治29年5月21日

明治29年5月26日

明治29年5月26日

明治29年5月26日

明治29年5月26日

明治29年6月3日

明治29年6月4日

明治29年6月18日

明治29年6月29日

4-2980:

T2990I

T3000]

T3000̂

4-3()oo:

2060（

T3010(

T3020(

T3030i

T8040i

4-.8()50(

T3060

T3070’

2070（

2080:

T3090(

2080弓

T3100(

ioso:

T3130(

T3140(

4'814l|i

44aooi

T3170i

T3180(

2120（

2130（

2140（

44aooi

2!10(

2150（

T2940

2160（

2170(

2180（

2190（

2200（

2210(

2220（

状 2230（

2240（
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市立函館博物館研究紀要第13号

052〔
念証（留別村字シレート漁場引渡し）｛田中要之進代久保■■→西沢弥兵衛代笹
原佐太郎I

明治27年11月10E T2790C

052』 領収証（運搬賃等）｛田中要之進代久保■■→笹原佐太郎； 明治27年11月10E T2800C

0522 証｛越俊道→西沢弥兵衛} 明治27年11月12F T38901

0512 送達通知書｛下田盛保→真砂町宮坂清造｝ 明治27年11月14E 13006

0524 〔小切手〕｛第百十三国壷銀行→西沢弥兵衛I 明治27年11月16E 19300

052ミ 書留郵便物受取証｛十勝郡大津村大笹守節→広尾郡広尾村戸長役場｝ 明治27年11月16E T2810C

O52f 〔小切手〕｛第百十三国立銀行→西沢弥兵術1 明治27年11月19i 19400

0527 送達状｛下田盛保→宮坂清造1 明治27年11月10I 1300.8

0518 〔異議申立通知書〕｛下田盛保→宮坂清造｝ 明治27年11月10I 条 13005

052号 〔小切手〕｛第百十三国ウ銀行→西沢弥兵衛1 明治27年11月21E 19500

053〔 書留預り証｛長安道一→西沢弥兵衛’ 明治27年11月281 4-1N101

0531 委任状（阿部斎に関する訴訟について）｛西沢弥兵衛→長安道一1 明治27年11月29E T28201

0581 領収書（阿部斎差押執達吏手数料）｛多賀谷正二郎→西沢弥兵衛｝ 明治27年11月29I T28203

053:- 領収書（阿部斎に関わる訴訟費用）｛長安道一→西沢弥兵衛） 明治27年11月29E T28204

0534 記（費用内訳書）｛多賀谷正二郎→6西沢弥兵衛｝ 明治27年11月29E T28206

O53E 委任状（富坂清造を部理代理と定める権限の委任）｛函館区末広町西沢弥兵術 明治27年11月 T283

053〔 郵便為替金受領証譜 明治27年12月5偏 4"284

0537 〔電報〕｛トカチカワフジサイジロ→ハコダテスエヒロニシザワヤヘイ： 明治27年12月9I 1960号

0538 証（各種料金書上）｛宮坂清造→西沢） 明治27年12月30F 19700

053吾 借用金証書（金拾円）｛函館区春日町廿一番地多賀谷正二郎→西沢弥兵衛｝ 明治27年12月31E T28500

054〔
鯨漁業製造兼業願（錬漁業製造兼業方法書あり）｛函館区末広町百三番地西沢弥兵篠
他1名→網走外三郡長三沢秀二

明治27手 冊 19800

0541
錬漁業製造兼業願（錬漁業製造兼業方法書あり）｛函館区末広町百三番地西沢弥兵篭
他1名→網走外三郡長三沢秀二

明治27琴 19900

0542
鮭漁業塩鮭製造営業願｛函館区末広町百三番地平民西沢弥兵術代理十勝国十蕊
郡大津村大笹守節→釧路外十二郡長二瓶正性1

明治27年 |調 T24701

0542
営業方法書｛函館区末広町百三番地平民西沢弥兵術代理十勝国十勝郡大津村
大笹守節→釧路外十二郡長二瓶正性｝

明治27重． 工翌Z2ヨ
0544

〔地図〕（営業方法書(T24702)の漁場を示すもの)i函館区末広町百三番地平民扉
沢弥兵衛代理十勝国十勝郡大津村大笹守節→釧路外十二郡長二瓶正性｝

明治27琴 |鍔 T24703

0542
鮭漁業製造営業願｛願人西沢弥兵衛代人石川県能美郡安宅町沖本長太郎→網壷
外三郡長三淫秀二

明治27字 4̂ 28601

054（ 鮭漁業製造営業方法書 明治27号 |認 T28602

054？ 〔漁場図〕 明治27重 T28603

0548 鮭漁業製造ョ 鴬願｛西沢弥兵衛代人沖本長太郎→網走外三郡長三沢秀二 明治27年 T2870i

O54E 鮭漁業製造； 鴬方法息 明治27章
|堂ノ

T18701

055ぞ 〔漁場図〕 明治27華 T1870,8

055： 残品之部（漁網用具一式）｛笹原→西沢I 明治28年2侭 T2900(l

055星
承認状（軍資金献納に関して）｛陸軍伽兵監陸軍騎兵大佐正大位大蔵平三→西沢弥兵
衛1

明治28年3月111 T2920]

055星
証（軍人家族生活困難者救助感謝状）｛函館軍人家族保護会会頭平田文右衛門→託
沢弥兵衛！

明治28年3月27E T29100

0554
領収証書（納入告知書）｛中央金庫→京都市上京区小川通一条あがる草堂町十三番蓋

西沢弥兵衛
明治28年4月9日 T29202

055塁 書留罫 更物受取証｛大津村大笹守節→■■■■ 明治28年4月161 2000⑫

055愚 〔海産千場貸し下げ出願証訂正提出依頼書〕｛茂寄戸長役場→大津大笹守節I 明治28年4月181 T2930C

0557 仮領収証｛長安道一→渡辺銀次！ 明治28年5月3日 20100

0558 領収証｛函館区寿町二十一番地多賀谷正二郎→渡辺銀次） 明治28年5月4日 20200

055号 領収証（訴訟費用調あり）｛多賀谷正二郎→西沢弥兵衛1 明治28年5月4日 20300

0565 〔書翰〕（漁場報告）｛択捉島留別福井太市→函館末広町百三番地西沢弥兵衛 明治28年5月29i T2950(:

056】
為換証（借用金支払いにつき）｛択捉留別村西津漁舎ニテ福井太市→函館区末広町
西沢弥兵衛）

明治28年6月2日 T29601

056量 〔書翰〕（鮭・筋子等積み出しの件）｛福井太市→西鶴御主人 明治28年6月2日 T29602

056夢 〔書翰〕（鮭・筋子等積み出し及び借用金の件）｛福井太市→西濯御主人） 明治28年6月3日 T29603

0564 証(預かり書類書上）｛北見国網走郡北見町中通四丁目七番地熊沢金助→西沢弥兵術； 明治28年6月5日 20400

0565 〔書翰〕（貸付金返済の件）｛仲浜町後藤平之助→末広町西漂弥兵術 明治28年6月7日 4-29601

0566
〔書翰〕（福士忠造貸し金請求の件）｛十勝国広尾郡茂寄村柴田僻兵衛→函館区末励
町西沢弥兵術｝

明治28年6月8日 T29700

0567 借用証｛佐藤輿之助→西沢弥兵衛 明治28年6月10I 2050轡

0568
〔書翰〕（漁場報告）｛千島国留別村字シレート漁舎佐藤輿之助→函館末広町西ガ
弥兵衛｝

明治28年6月17| T29801
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保科智治：館蔵「西濯弥兵衛関係文書」の紹介

047こ 〔漁場図〕 明治27年7月10I T25704

0471
鮭漁業塩鮭製造兼業願｛十勝国十勝郡大津村大笹守節→釧路外十二郡長二瓶正
惟I

明治27年7月10『 4-15401

0472 営業方法書〔大笹守節〕 明治27年7月10『 T25403

047号 営業方法書図面 明治27年7月10E T25404

047亀
委任状（建網営業に係わる一切の権利）｛函館区末広町百三番地西沢弥兵衛・大笹
守節 明治27年7月10E 4-15405

0477 委任状（建網営業に係わる一切の権利）｛上松藤次郎・大笹守節｝ 明治27年7月101 T25406

047( 〔書翰〕（漁場譲渡依頼状）｛函館斉藤卯之吉→十勝国広尾郡茂寄村厚谷藤五郎｝ 明治27年7月191 4-15800

047丁 証（前借金による労働返済のための労働契約証）｛三浦又三郎他1名→西沢弥兵術1 明治27年7月2111 17500

047二 〔包紙〕（｢十勝郡大津村西漂弥兵衛大笹守節代諸証人」とあり） 明治27年7月30旧 t Tir.OOO

047〔
〔許可書〕（雑草刈り取りの件）｛紗那外三郡長築瀬勇七→紗那郡留別村笹原佐太
郎} 明治27年8月1日 4-16000

048（ 御証明願｛十勝郡大津村大笹守節→十勝外一郡各村戸長大谷護｝ 明治27年8月1日 T26100

0481 〔書翰〕｛十勝漁業組合事務所 明治27年8月2日 T26200

0482 〔小切手〕｛第百十三国立銀行→西沢弥兵衛} 明治27年8月10日 17600

0488 〔小切手〕｛西沢弥兵衛→橋谷甚右衛門1 明治27年8月II日 1770●

048課1 委任状（当緑村字ホリカヤニ斉藤卯之吉鮭建網願棄却に係わる件）｛西灘弥兵衛→） 明治27年8月15日 T2630

048房 〔小切手〕｛第百十三国立銀行→西沢弥兵術1 明治27年8月20日 17800

0486 依頼書(鮭建網漁場譲り渡しの件）{十勝国十勝郡大津村斉藤卯之吉→上松藤次郎 明治27年8月20日 4-1040

0487 〔小切手〕｛第百十三国ウ銀行→西沢弥兵衛’ 明治27年8月21日 17900

0488
〔書翰〕（譲り受の漁場の件について）｛広尾郡字タンネソ上松藤治郎→十勝郡大津
村 大笹 守節

明治27年8月21日 T2670

0489
〔書翰〕（譲り受の漁場の件について）｛広尾郡字タンネソ上松藤治郎→十勝郡大津
付大笹守節｝

明治27年8月21日 T2670

049(:
〔感謝状〕（道路及び下水縁破損の箇所自費修繕につき）｛北海道庁長官北垣国道→段
海道渡島国函館区末広町西沢弥兵術｝

明治27年8月25日 44:080

049：
〔感謝状〕（江差灘茂尻町出火への寄付につき）｛北海道庁長官北垣国道→函館区末広
iiir西沢弥兵衛｝

明治27年8月25日 T2660

049皇 〔小切手〕｛第百十三国立銀行→西沢弥兵術｝ 明治27年8月.81日 1800醤

049ミ 預り証（漁具預り証）｛十勝国当緑郡当緑村字湧梱佐藤嘉兵術→西沢弥兵術！ 明治27年8月81M 罰 T2680

0494 承認状（軍資金五拾円）｛陸軍伽兵監陸軍騎兵中佐大蔵平三→西沢弥兵術｝ 明治27年9月NI T2690

0495 〔小切手〕｛第百十三国古銀行→西沢弥兵衛｝ 明治27年9月II日 18100

0496
念証写（鮭の建網を抵当として250円借用）｛函館末広町西沢弥兵術代理寺産
鱒兵衛→福士忠蔵｝

明治27年9月13日 T2700

0497 念書（不足金抵当の件）｛福士忠造→柴田伝兵衛｝ 明治27年9月18日 4-27in

0498
抵当借用証（抵当の塩切鮭･船の取戻について）｛福士忠造→西沢弥兵術代理柴群
伝兵術 明治27年9月13圏 4-2710

0499 鮭建網売渡ノ証｛西沢弥兵衛代理柴田伝兵衛→福士忠造｝ 明治27年9月13霊 4-1740

0500 〔小切手〕｛第百十三国立銀行→西沢弥兵術｝ 明治27年9月29E 18200

0501 〔小切手〕｛西沢弥兵衛→品田兼造｝ 明治27年9月80| 18300

0502 〔小切手〕｛西沢弥兵衛→福田由松｝ 明治27年9月30日 18400

050月 〔小切手〕｛西沢弥兵衛→亀井勝蔵｝ 明治27年9月30日 18500

0504
鮭漁業製造営業願｛西沢弥兵衛代人石川県能美郡安宅町平民沖本長太郎→網走
外三郡長三沢秀二

明治27年9月 T2710i

050二 鮭漁業製造貸下願申請願｛西沢弥兵衛、沖出長太郎→網走外三郡長三沢秀二｝ 明治27年9月 T2720

0506 〔小切手〕｛第百十三園立銀行→西沢弥兵術） 明治27年10月12日 18600

050了 充渡証（船五鯉百円につき）｛福士忠造→柴田伝兵衛； 明治27年Ill月13日 T2740i

0508 預証（預かり書類書上）｛函館区鍛冶町拾八番地宮坂清造→西沢弥兵衛： 明治27年10月22日 18700

0509
委任状（買い受け漁船及び預け塩引き渡し請求事件の件について）｛函館区末広町百
三番地西沢弥兵衛｝

明治27年10月26日 issoo

o51c 支払金令申請書｛宮坂清造→釧路区裁判所； 明治27年10月29日 13002

051； 証（領収書）｛下田盛保→宮坂清造｝ 明治27年Ill月29日 13007

0512 〔小切手〕｛第百十三国立銀行→西沢弥兵衛） 明治27年Ill月29日 ＃ 18901

0518 借用証｛函館区曙町四番地永田留次郎→西沢弥兵衛 明治27年10月30日 19000

0514 〔小切手〕｛第百十三国立銀行→西沢弥兵術｝ 明治27年10月::l日 19101

0515 証（借用金返済方法につき）｛若林道矩妻エイ→西沢弥兵術｝ 明治27年10月 T2750i

05Hi 証（金四拾円の領収証）｛相馬哲平→西沢弥兵衛） 明治27年11月lE ＃ 4-17601

051丁 願書（解雇及び給料要求及び借金返済）｛田中由太郎→西沢漁舎｝ 明治27年11月2日 〃 T2770i

'92001o51g
売渡証（領収書）｛千島国紗那郡当別村番外地田中要之進代久保■■→西沢弥兵衛代
笹原佐太郎｝

明治27年11月10日 ｲノ

051畠 委任状（写）（択捉島留別村シレート薪材等渡し方の委任）｛田中要之進→久保■■： 明治27年11月Ill日 T2780I
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044’
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045

045

045

045

045

045
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0460

046

046

046

0464

046

0466

0467

046.S

046

〔感謝状〕（鶴岡学校貧民教育へ寄附につき）｛函館鶴岡学校結社総代平田文右衛P’
→西沢弥兵術

領収証書（金五円参拾六銭八厘北海道水産税）｛紗那水産物営業人組合納税委匡
山本和→留別村田中要之進

配当要求申立（金円貸借証書正本あり）｛柳田九助→花輪区赤■町書記根本原之助1

〔鉱山関係書類〕｛秋田鉱山監督署福原作太郎→越俊道他3名｝

記（諸品数量代金書上）（常呂村杉本重作→西沢弥兵衛

借用響（金壱千零五拾円）｛北見国術呂郡同村四拾七番地杉本重作→函館末広町言
三番地西沢弥兵術代理沖本長太郎

契約証（負俄返済のためシレート留別病院付属鱒鮭建網漁場売却の件）｛千鳥国紗】I
郡留別村番外地田中要之進→函館区末広町百三番地西沢弥兵術

受取証（択捉漁場仕込金五百円受取証）｛阿部済→西沢弥兵衛｝

被雇契約証書（択捉漁場漁夫雇用につき）｛被雇人木村石太郎他19名保証人函鮮
区恵比須町三十七番地雇入受宿野崎弥五郎→西沢弥兵衛

証（漁場関係支払金受取書）｛笹原佐太郎→西沢弥兵衛

委任状（斉藤卯之吉鮭建網願に対し棄却願書提出の件に関する権利の委任）｛函館区
末広町百三番地西沢弥兵衛→大笹守節I

委任

委任

斉藤卯之吉鮭建網証棄却ノ義二付願｛函館区末広町百三番地西沢弥兵術代理大笹篭
節→釧路外十二郡長二瓶正性

委任状（鮭建網願棄却願書提出の件について）｛函館区末広町百三番地西沢弥兵衛
十勝郡大津村番外地大笹守節I

斉藤卯之吉鮭建網証葉却ノ義二付願（斉藤卯之吉の願書を速に棄却してほしいと号
う願書）｛函館区末広町百三番地西沢弥兵衛代理大笹守節→釧路外十二郡長
瓶正惟

’
一

代人届（上松藤治郎から大笹守節にかわったという代人届）｛十勝国十勝郡大津村護
外地大笹守節→釧路外十二郡長二瓶正惟

委任状（上松藤治郎から大笹守節にかわった4つの権利）｛大笹守節→釧路外十二諒
長二瓶正惟

斉藤卯之吉建網願書棄却願（鮭建網願欝の調印を隣接人にさせた事に関する）｛大征
守節→釧路外十二郡長二瓶正惟

〔書翰〕（漁獲状況報告及び借用金願）｛常呂郡常呂村杉本重作→函館末広町西3
弥兵衛

〔書翰〕（解任の件及び漁況報告）｛広尾郡上松藤治郎→十勝郡大津村大笹守節：

(大悌再建に付き金参円喜捨）｛京都大沸方広寺住職擢僧正村田泰良→西沢弥よ

仕分帳（〆粕等の代金書上）（北見国常呂郡常呂村杉本重作→函館末広町百三番地？
沢弥兵衛代理沖本長吉即

鱗漁場方位更正之儀並御願（常呂村字ボンコロコニシナイの錬建網位磁の変更願）
{常呂郡常呂村四十七番地杉本重作→網走外三郡長三沢秀二

理由番（出願許可願）｛大笹守節→釧路外十二郡長二瓶正惟1

理由番（許可申請理由書）｛西沢弥兵衛代理十勝国十勝郡大津村大笹守節→釧倒
外十二郡長二瓶正惟

理由書（漁営許可願の理由書）｛西沢弥兵衛代理大笹守節→釧路外十二郡長

鮭漁業塩鮭製造兼業願{函館区［］番地平民西沢弥兵衛代理十勝国十勝郡大津ネ
大笹守節→釧路外十二郡長二瓶）

営業方法書｛大笹守節

〔地図〕（建網図4-25608の附属護類）

委任状（塩鮭製造兼業等の処瞳、十勝漁業組合及び広尾水産物営業組合加入参与6
件）｛上松藤次郎→大笹守節

委任状（塩鮭製造兼業等の処臓、十勝漁業組合及び広尾水産物営業組合加入参与‘
件）｛上松藤次郎→大笹守節

理由書（営業理由書）｛西沢弥兵術代理大笹守節→釧路他十二郡長二瓶正惟｝

〔はがき〕｛山崎金助→大津村大笹守節

〔封筒〕（廿七年七月十日西沢証文入七通根室貸とあり

鮭漁業塩鮭製造並業願｛西沢弥兵術代理十勝国十勝郡大津村大笹守節→釧路う
十二郡長二瓶正惟I

営業方法譜｛西沢弥兵術代理十勝I認l十勝郡大津村大笹守節→釧路外十二郡f
二瓶正惟

委任状（権利代理委任について）｛西沢弥兵術・上松藤次郎→釧路外十二郡長
瓶正惟

鮭漁業塩鮭製造兼業願｛十勝国十勝郡大津村大笹守節上松藤次郎代理大笹守
節→釧路他十二郡長二瓶正州

営業方法書｛西沢弥兵術代理大笹守節→釧路他十二郡長二瓶正悩

(建網営業等に関して）｛函館区末広町百三番地西沢弥兵術→大笹守節

(願番に関する一切の権利）｛西沢弥兵術→釧路外十二郡長二瓶正惟
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明治27年3月28E
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0384念証ノ写（川崎船繋留の件について）｛西沢弥兵衛代土屋留吉郎→田中要之進｝明治26年11月6日｜綴16404

0385委任状控へ（川崎船買取金支払いの件などについて）｛西沢弥兵術→｝明治26年11月6日綴16405

0386売渡証（漁具等の売渡し）｛千島国紗那郡留別村番外地田中要之進→西濯禰兵衛｝明治26年11月6日綴T20601

0387売渡証（漁具の値段等）｛千島国紗那郡留別村番外地田中要之進→西潔補兵衛｝明治26年11月6日綴T20602

038ド
売渡証（川寄船を代金四拾五円で売渡すことの証）｛千島国紗那郡留別村番外地田
中要之進→西濯弥兵衛｝

0389証（金子借用書）｛田中要之進→西漣弥兵衛代土屋留吉郎

()390証（白米、酒等受取証)till中要之進→西灘弥兵術代土屋留吉郎：

0391鮭漁場入用品代受取諜)(田中要之進→西潔弥兵衛代土屋留吉郎1

039苫
荷為換証（浦島丸人夫捷金借用黙）｛西濯弥兵衛代上屋留吉郎田中要之進→平裳
商店｝

明治26年11月(i11 r2070

明治26年11月11日｜状T20800

明治26年11月11日l状4-10900

明治26年11月11日｜状T2amo

明治26年11月11H I、21100

0393証（荷為換証の下書)(西羅弥兵衛代＋屋留吉郎保証人田中要之進→平出商店1明治16年1!月11日状T11100

0394
念証（紗那郡留別村字シレート紗那病院付属漁場一建網を負俄の担保とするため）
{田中要之進→西津弥兵衛殿代笹原佐太郎｝

明治26年11月11II T21300

0395為替証（漁夫引揚金借用につき）｛土屋品吉郎田中要之進→笹原佐太郎｝｜明治26年11月11日|綴T21401
03961識（差押えの件につき）｛西沢弥兵術代士屋留吉郎保証人田中要之進→平出商店｝｜明治26年11月11日|状T48600

03971証（漁場請負賀と学校寄付金受取証）｛■■■長役場→西沢弥兵術

()398
約定証（留別村字シレート海産千場）｛紗那郡留別村番外地田中要之進→西沢禰兵
術｝

03991記（受取証）｛西堀安蔵，筏原佐太郎

0400キ（受取証田中要之進一笹原佐太郎

040

04()ご

受領証（漁夫給料支払金受領茜）｛千島国紗那郡留別村田中兵之進代理小倉重次
→函館末広町西濯弥兵衛｝

〔感謝状〕（函館説教場移転建築寄附につき）｛真宗本山焼光寺執事補佐々木良祐一
西潅弥兵衛｝

0403預り証（大俵食塩弐百俵）｛田中要之進→西淫弥兵衛

明治26年11月13日｜状02808

明治26<611月1411 1-21500

明治26年11月22日｜綴T21402

明治26年11月22日｜綴T21403

明治26年i;月1711 T21600

明治26年11月 T21700

明治26年I2月2日状T21800

0404頒収証諜（北海道水産税領収柾ﾘ）｛紗那水産物営業人組合納税委員14本和→｝明治26年12月11日状T21900

()4()さ
〔感謝状〕（震災被答者救伽金寄附につき）｛愛知県知覗時任為難→函館区末広町献：
溌禰兵術｝

04061電報

04071証（金弐拾五円の借用証）｛田中要之進→西濯弥兵衛

0408〔委任状下書〕｛西沢弥兵衛一

0409売附約定証（骨抜き干鱈の売附代金受取書）｛阿部済→西沢弥兵i縁

0410証明書（物品貸付の件)I若松町四十五番地斉藤多吉→斉藤卯之吉｝

0411書留郵便物受取証

()41ご
I溌渡証（海産千場百五拾六坪と同所海岸鮭建網漁業権共代金壱千城百円にて譲渡
｛上松藤次郎代理斉藤米次郎斉藤卯之吉→西漂弥兵衛｝

0413念証（十勝国当縁郡伺村の海産干場に閲して)I斉藤卯之肯→I珂測弥兵僻

明治26年12月20II T2200

明治26年12月29日状T22100

明治26年11月状T22200

明治26句 状'02806

明治26匂 状16500

明治27年1月8日状116600

明治27年1月9日｜|状'16700

明治27年1月9日 rii8(i

明治27年1月9日状T11400

0414有体側産売渡証（建網、漁船)I十勝岡十勝郡大津村斉藤卯之背→西灘弥兵衛1明治27年1月9日冊4-22500

0415委任状（十勝の漁場に関する権限（鮭:)){上松藤治郎→大笹森節）明治27年1月9日状T22600

0416証（塩弓百五拾俵預り引き渡し証明書)I十勝国大津村斉藤卯之吉→西樺弥兵衛｝明治27年1月9日状T22700

0417証（塩三百五拾俵預り証)I十勝国大津村斉藤卯之吉→西潔弥兵衛｝明治27年1月9日状T22800

0419

()41'9

念証（海産千場百五拾六坪を譲渡することの念証）｛十勝国大津村代理弁済人斉毒
卯之吉→西淫弥兵衛｝

譲渡証（下書き）（海産干場百五拾六坪を譲渡代金壱千弐百円で譲渡する）｛上松雲
治郎代理斉藤米次郎斉藤卯之吉→西津弥兵衛｝

0420〔有体動産売渡証〕｛十勝i刺大瀧郡斉藤卯之吉→西潔弥兵術

()4と

()42ど

042;う

解Iﾓ届（上松藤次郎の解任の届）｛十勝国十勝郡大津村斉藤米太郎→釧路外十二獄
良二瓶正惟｝

金円貸借証蕃正本｛悩権昔北海道渡鳥国函館区末広Ill｢百参番地住居平民物産商西津
弥兵術代理人北海道渡島|副函館区鍛冶町拾四番地住居平民雑業宮坂清造→債務者:産
海道十勝国十勝郡大津村番外地拾強平民漁業斎藤卯之吉｝
金円貸借証書正本｛北海道渡島国函館区末広町百三番地西沢弥兵術→北海道千島景
紗那郡留別村番外地田中要之進｝

04241借用金証書（金五拾円）｛若林道矩他1名→西濯弥兵術

0425証（俊金請求関係書類預かり‘聡）｛会所町七番地笹原佐太郎→西濯弥兵衛

0426

0427

042弓

0429

証明願（硫黄山一ケ年の公課証明評）｛西沢弥兵衛代理笹原佐太郎→田沢村村長
伊藤竹松）
証明証（昨年度分県,税村税未払いにつき）｛田沢村村長伊藤竹松→西沢弥兵衛代雲

笹原佐太郎｝
登記簿謄本（仙北郡田沢村玉川における建物売買）｛登記所大曲区裁判所角舘出張
所大曲区裁判所判事代理諜記清武国｝

証明証（亀井半七は石仮戸硫黄山とは一切関係無いことを証明）｛亀井半七→西沢弥
兵衛｝

－43－

明治27年1月9日 T22900

明治27年1月9日 I、23000

明治17'¥-1月9日｜状T23100

明治27年1月9日
呂品＝

r24803

明治27年1月10豆 T232(）

明治27年1月18言一 16800

明治27年1月31日状T23300

明治27年2月21日状T23400

明治27年3月3日 T2350

明治27年3月3日 I、2350

明治27年3月5日 課 r2360

明治27年3月9日 T2370

(];
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()33
塩売買証番謄本｛石川県加賀国金沢市玄蕃町弐番丁拾弐番地阿部清→函館区末広甑
百三番地西沢弥兵術

033 〔受理証

033 証明書（借用金返済に関する約定）｛香川惣太郎一

033 証（金五拾円）｛阿部済→西津弥兵衛

033
念証（収穫物によって借用金精算の件につき）｛千島国紗那郡留別村番外地漁業田零
要之進→西樺弥兵衛

034 契約証（下書）（漁場請負契約証）（田中要之進→西濠弥兵術

034 借用証（金三拾円）｛千島国紗那郡留別村番外地田中要之進→西灘弥兵侭

034 証（預り証諜類書上）｛船見町九拾番地笹原佐太郎→西沢弥兵棚

034 証（一貫小学校新築費寄附につき）｛私立一貫小学校主五島干頴→西羅弥兵微

034 証（幼稚園へ寄附につき）｛柳池教育界→西濯弥兵衛

034
塩切鮭痛く販売契約証書謄本｛函館区天神町七十一番地松山重蔵→函館区末広町百
三番地西濯弥兵衛

034
上等塩切鮭供給契約証書正本｛函館区天神町七十一番地松山重蔵→函館区末広町百
三番地西漂弥兵衛

034 証（物品契約の件について）｛根室花咲町二百七番地松山重蔵→西沢弥兵衛

034
上等塩切鮭供給契約証書正本｛北海道渡島国函館区末広町百三番地西沢弥兵衛→。
海遊十勝郡大津村番外地斉藤卯之吉

034 約定雛（鮭売買金額変更につき）｛十勝図大津村斎藤卯之吉→西灘弥兵11

035
領り紙（海産千場貸下許可書･鮭建網場許可書）｛十勝国十勝郡大津村斎藤卯之吉
西潔弥兵衛

035 借用金ノ返期念証｛{十勝国十勝郡大津村斎藤卯之吉→西濯弥兵撚

0352 証（白米受取書）｛十勝国大津村斎藤卯之吉→西津弥兵衛

035急
証明響（錬水揚高に関すること）｛紗那郡有前村字パウスモイ阿部済→函館末広町轟
沢弥兵衛

0354 諮取証（網など）｛千島国留別村田中漁舎→西濯弥兵衛I

035弓 送状（塩鱒・干鱈）｛千島国紗那郡田中要之進→西濯弥兵職

0356 注文リド｛千島国紗那郡田中要之進→不御店土屋

0357 受取紙（金弐拾円）｛田中要之新→

0358 証（漁夫前借り金及び給料・鮮料受取寄）｛雇人請宿上野新蔵→西灘弥兵術

0.859 上等塩切鱒供給契約証書抄録正本｛函館区会所町三十五番地横山吉四郎言

0360
念証（塩切鮭供給契約に関する念書）｛本町三十四番地土方栄次郎他1名→西沢弥兵
術

036 証（白米等受取書）｛斎藤卯之吉→西潔弥兵衛代理熊谷寛三郎

036量 証露（錬漁業営業の件について）｛兼井幸次郎→西沢弥兵侭

036量 証（借用金受取証）｛鈴木幸吉→香川惣太郎

0364 委任状（塩切鮭引渡強制執行に関する椛限の委任）｛西沢弥兵術一号

036扇 委任状（加茂弥惣右衛門に対する貸金謂求権限の委任）｛西沢弥兵術~

0366 委任状(木付可笑人に対する預ケ証紳取り戻しに関する権限の委任）｛西沢弥兵衛→

036？ 預り証（宮坂清造→西沢弥兵術！

0368
委任状（西村与平に対する貸金請求事件許訟該当諸般の委任状）｛函館区末広町西ぞ
番地西灘弥兵衛→宮坂清造

0369 領収証｛釧路浦見町五丁目番外地木付可笑人→宮坂清造

037唾 証明証（貸金請求事件訴訟延期について）｛木付可笑人→宮坂清遣

037 借用金証｛釧路浦見町番外地木付可笑人→宮坂清造I

037重
証（網など3点の請け取り証）｛十勝国大津村斉藤卯之吉→西灘弥兵術代理熊谷
寛三郎

037念 塩切鮭送状）｛十勝国十勝郡大津村斉藤ﾀI】之吉→函館末広町一本御印西瀞弥兵衛

037‘や 敷金預り証(為換金渡人西濯弥兵衛）｛十勝国十勝郡大津村斉藤ﾀﾛ之吉→橘儀平

037号
追加契約書（郵便物請負期限変更）｛留別村病院営理者留別外四ケ村戸長海野亀
吉→函館区末広町百三番地西灘弥兵術代理人土屋留吉郎

037亀 証（約定書）｛阿部済→巧捨松

0377 約定証（択捉港から函館港までの荷物・雇人回漕の件について）｛阿部済→巧捨松

037言 約定証（択捉港から函館港まで‘ 物回漕の件について）｛巧捨松→阿部済:

0379
証（大山空樽八拾個の受け取り証）｛十勝国大津斉藤卯之吉→西耀弥兵衛殿代理
熊谷寛三郎

0380 記（受取証）｛阿部済→西灘弥兵衛代中瀬長五郎’

038 解船届｛函館末広町百三番地土屋留吉郎→沙那郡外三郡長菊那勇L

0382 調取証｛函館区末広町百三番地西沢弥兵術代土屋留吉郎→田中要之遡

0383
念証（借用金返済の件について）｛函館区末広町百三番地西沢弥兵術代土屋留吉郎一
田中要之進

(1ら －44－

明治25悪

明治25壷一 綴

明治26年1月7［ 綴

明治26年5月7［

明治26年6月3［ 状

明治26年6月81

明治26年6月101

明治26年6月13|

明治26年6月21［

明治26年7」

明治26年8月25［

明治26年8月25［

明治26年8月171

明治26年9月11

明治26年9月1i

明治26年9月4I

明治26年9月5i

明治26年9月5I

明治26年9月81

明治26年9月111

明治26年9月12I

明治26年9月l4E

明治26年9月15I

明治26年9月16I

明治26年9月21I 冊

明治26年9月27I

明治26年Ill月gi

明治26年10月111

明治26年10月15I

明治26年10月16I

明治26年10月26日

明治26年10月26日

明治26年10月16日

明治26年10月16日

明治26年Ill月30日

明治26年Ill月30日

明治26年10月30日

明治26年Ill月30I

明治26年11月i1

明治26年11月II

明治26年11月11;

明治26年11月4［

明治26年11月4［

明治26年11月4I

明治26年11月5i

明治26年11月5［

明治26年11月6［

明治26年11月6I

明治26年11月6I
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4-1450!

4-1870(

T18801

T1890(

T19000

1510〔
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4-1980(
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0280〔

()18()-
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029

029

029

029

0294

029

029ぞ

029

029急

0299

0300

030

0302

030:号

0304

03()号

0306

030？

0308

030書

0.810

0311

031豆

0313

03ルミ

0315

O31E

0317

0.818

03鴫

032･そ

882]

0322

032月

0324

032F

0325

0327

0328

0,829

0330

0,8,81

0332

0333

0334

保科．智治：館蔵「西淫弥兵衛関係文書」の紹介

為取換契約証(千島紗那における海産千場および漁業執行取決条件について(下番〕
{函館区末広町百三番地西沢弥兵衛他2名；

為取換契約証（千島紗那における海産干場および漁業執行取決条件について）｛函置
区末広町百三番地西沢弥兵衛他2名

塩切鱒並練粕売買契約正本｛阿部清→西沢弥兵衛

塩切鱒並錬搾粕売買契約証書正本｛石川県加賀国金沢市玄蕃町弐番丁拾弐番地阿？
清→函館区末広町百三番地西沢弥兵衛

塩切鮭売買契約証書正本｛石川県加賀国金沢市玄蕃町弐番丁拾弐番地阿部清→函f
区末広町百三番地西沢弥兵術

郵便為替金受領証｛函館郵便電信局長熊谷堕郎一・

預り金証（金弐百四拾円）｛西濯弥兵術代善宝丸船長酒井徳松→阿部斎

受取証（白米等注文品）｛田中要之進→西淫弥兵衛

念証（借用金返済の件につき）｛森幣次郎→西沢弥兵衛’

記（借用金覚書）｛平出商店→西沢弥兵衛｝

証（貸借金・塩切鱒委託販売手数料受取書）｛平出喜三郎→西沢弥兵綴

委任状（債務不履行による強制執行の権限）｛西沢弥兵衛→

口上（証書類の書上｛越俊道→西派

〔鱈売買契約番〕｛千島国紗那郡留別村〔→函館末広町百三番地西灘弥兵衛〕

上申之趣聞届ケ

〔免税船検印御願〕｛西耀弥兵術代理田中要之進方寄留土屋品吉郎→留別村外三ケ職
海野亀吉

念証（千島国紗那郡の干場に関して）｛平出喜三郎→西沢弥兵衛

証（動産・不動産貸借に関すること）｛平出喜三郎→西沢弥兵衛

請取証ノ写（金五百円也など｛函館西沢弥兵衛代理笹原佐太郎→越俊進

延約証（借用金の延約依頼申立）｛根室松ケ枝町二丁三番地香川惣太郎他1名→鈴鼻、
幸吉

請取書｛阿部繁他1名→西沢弥兵禅

送達状｛下山盛保→真砂町宮坂清進

売渡証（船舶）｛紗那郡留別村田中要之進→函館末広町百三番地土屋品吉郎

借用証（金八百六拾四円三拾銭四厘明治26年度干鱈漁狸にて精算）｛千島国紗蕊

郡留別村田中要之進→函館末広町西潔弥兵衛I

抵当物目録調書（建網・漁冊

下調書（借用金及び鱈等買付金について

請取証（大俵塩五百九拾八俵の代金弐百九拾九円）｛田中要之進→西淫弥兵衛･土&

留吉良

証（金百三拾円受取書～｛田中要之進→西濯弥兵衛・土屋留吉良

請取証（網等代金三拾円）｛田｢'1要之進→西潔弥兵衛・土屋留吉民

代業届（千島国紗肌郡留別村字シレート留別病院付属鋤鮭建網場代業につき）｛函露
末広町百三番地西津弥兵衛代理土屋品吉郎→千島国紗那郡留別村番外地田中要と
進

〔船売渡証〕｛千島国紗那郡留別村売渡人田中要之進→函館区末広町百三番地買受入
十尾品吉即

御証明願（鮭鱒使用の証明書）｛函館区末広町百三番地西淫弥兵衛代理土屋品吉郎一
留別外三ケ村戸長海野亀吉｝

委任状（鮭建網漁業兼業の委任に付いて（下書)）｛十勝国広尾郡茂寄村番外地上松
藤次郎-。

証（領収書）｛十勝区広尾郡上松藤次郎他1名→斉藤米治郎

証（海産千場譲渡につき）｛十勝国広尾郡当縁村字ホリカヤニ上松藤次郎→斎藤米次
郎

委任状（海産干場・鮭建網漁業等に関する権利の委任）｛十勝国広尾郡茂寄村番外達
上松藤治郎→

証明願（海産干場および鮭建網漁業製造兼業願許可証明書）｛十勝国広尾郡茂寄村番
外地上松藤次郎→福井忠利

〔感謝状〕（明治二十四年十月二十八日の震災救44金寄附につき){岐阜県知事小崎利
準→函館区末広町西灘弥兵偉

物品預証（成原塩・空樽）｛十勝国大津村西村与平→西漂弥兵篠

念証（建家一棟抵当につき）｛十勝国十勝郡大津村斎藤卯之吉→中瀬長五郎

借用証（金参円）｛是枝兎一→西灘弥兵術

委任状（代理委任の件）｛根室花咲町三丁目拾七番地鈴木幸吉一

委任状（代理委任の件等）｛鈴木幸吉一

委任状（貸金請求の委任に関すること（下書力〉
幸吉→｝

|根室花咲町三丁目拾壱番地鈴木

委任状（借金請求および出訴に関する委任）｛江差村綬川町四十八番地森平治郎→
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委任状（登記硝求の件について）（函館区末広町西沢弥兵術！

〔小切手〕｛西沢弥兵術→明通丸

|束手形｛函館区会所町二十四番地土方栄次郎→西沢弥兵術）

1束手形｛会所町二十四番地土方栄次郎→西沢弥兵術｝

証（秋田白米売買につき）｛土方栄次郎→西濯弥兵衛｝

小作証（亀田郡上湯川村|淵墾地）｛上湯川村借人北上初三郎→西灘弥兵術；

〔小切手〕｛第百十三国立銀行→西沢弥兵術！

開墾地期明御届（上湯川村開墾地除租申上）｛西燃弥兵術代理黒沢正七→姐田外三篭
長代理飽田外三郡泌記森下弘’

委任状（根室国目梨郡植別村の鮭漁業に関して）｛根室花咲町四丁目十番地本人佐職
与三郎他1名→｝

委任状（写）（根室国目梨郡植別村の鮭漁業に関して）海産千場における）｛根室壷
咲町二丁目四十番地本人佐藤久右衛門他1名→

証（借用証書等審き上げ）｛三坂実吉→西沢弥兵衛I

委任状（写）（根室国目梨郡植別村の鮭漁業に関して）海産千場における）｛根室花
咲町四丁目三番地本人海老名泰昭他1名→！

代業届（写）（根室国目梨郡植別村の海産千場における）｛根室花咲町四丁目十番蕊

本人佐藤与三郎他1名→標茶納税事務所標茶外七村漁業組合事務所：

代業届（写）（根室国目梨郡植別村の海産干潟における）｛根室花咲町二丁目四十番
地本人佐藤久右衛門他1名→傑茶納税事筋所標茶外七村漁業組合事務所｝

代業届（写）（根室国目梨郡植別村の海産千場における）｛根室花咲町四丁目三番蕊
本人海老名泰昭他1名→標茶納税事務所標茶外七村漁業組合事務所）

念証（塩切鮭売り付けに関して）｛十勝国十勝郡十勝村西村与平→西津弥兵衛！

〔響翰〕（入用品の依頼）｛花咲町三丁目鈴木幸吉→函館区末広町西渥弥兵衛I

委任状（部理代人と鮭の自由販売の権限について）｛十勝国同郡大津村名越友太郎‐
西潔弥兵衛；

借用金証｛十勝之同大津村斉藤卯之吉→片木幸三郎1

約束手形｛函館区東浜町十九番地土方栄次郎→西沢弥兵術I

苫翰〕（漁場蝿告及び鮭値段報告など）｛花咲町三丁目鈴木幸吉→函館末広町西濯約

兵衛；

〔封筒〕（明治弐十四年九月鈴木幸吉殿ヨリ電信・番状来袋】

〔香翰〕（書類・品物到着報告）｛花咲町二丁目鈴木幸吉→函館区末広町西沢弥三
衛｝

証（越中白米三百俵受け取りにつき）｛土方栄二郎→西濯弥兵衛：

約束手形｛函館区東浜町十九番地土方栄次郎→西沢弥兵衛｝

約束手形｝函館区会所町土方栄次郎→西沢手 平

〔謹翰〕（漁場報告及び筋子値段盤送付依頼）｛花咲町三丁目鈴木幸吉→函館末広町吏
潔弥兵衛）

証（堀川小学校新築校具新捌費金五円寄附につき）｛私立堀川小学校i§堀川道蔵→西
滞弥兵衛｝

借用金証｛根室郡幌茂尻村番外拾号難波村四郎他1名→鈴木幸吉’

借用金証｛根室松ケ枝町二丁三番地香川惣太郎他1名→鈴木幸吉I

借用証｛佐藤貴之助→鈴木幸吉．

明治廿四年第十二月大津支払差引帳｛中瀬長五郎

〔電報〕｛ハナサキテウススキコウキチ→スヘヒロテウニシサワヤヘヘ：

〔電報〕｛ネムロハナサキチョウススキコウキチ→スヘヒロチョウニシサワヤヘイ

附金証｛根室松ケ’佼町一丁目川上背吉→西沢弥兵術

用証｛西村興平→西沢弥兵術

塩売蘭征灘謄本｛函館区曙町五番地住居漁梁阿部済→北海道渡島同函館区末広町百
言番地西沢弥兵術｝

金円貸借証番謄本（秋田県仙北郡石仮戸硫黄111採掘資本金借用関係)I函館低末広町
百三番地住居平民物産商俄権者西濯弥兵衛→秋田県陸中国鹿角郡尾去沢村百三十ﾉL
番地,住居平民坑山業価務者越俊道）

金円貸借証書正式謄本（秋田県仙北郡石仮戸硫黄山採掘資本金借用関係）｛函館区末
広町百三番地住居平民物産商西濯弥兵衛→秋田県陸中国鹿角郡尾去沢村百三十九番

地住居平民鉱業越俊道｝

借用金之証｛江差村九般川町四十八番地森平次郎→西沢弥兵術｝

〔封筒〕（公正縦醤謄本写し・動産物貿受証・円貸与借用神謄本充借人東浜町土室
栄次郎とあり

開墾除租年期明地Iｿl治廿二年法律第十八号免租成上申（亀田郡上湯川村字釜場沢．

団助渡畑の免租願）｛地主西溌弥兵衛代理人黒沢正七→北海道庁長官渡辺千秋）

差入侭候借用金に対する抵当物借用証苫（貸付証番の写しあり）｛青柳町四卜号森斗
次郎→西沢弥兵僻

塩切鮭売買契約証書正本写｛阿部済→西沢弥兵術：
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保科智治：館蔵「西瀧弥兵衛関係文普」の紹介

019
土地拝借願（海麓千場拝借願、後ろに許可証あり）｛上松藤次郎他1名→釧路外十31
長寓本千万樹

明治22年12月7I 0940（

019 登記簿謄本｛宮本千万樹→ 明治22年12月7i 0970（

019
証（御連枝様進上金七円につき）｛六雄連枝随行教学科注記野崎流天→西潔弥兵術
小野藤平

明治22年12月8E T1370C

019 念証（借用金返済念書）｛土方栄次郎→西沢弥兵術 明治22年12月10F 0950（

019 借用証番｛土方栄 邪→西沢弥兵術） 明治22年11月10B 0960（

020
〔諜翰〕（加茂弥惣右術門所有物件報僑）｛釧路米町番外地石岡卯之吉方木付可笑人一

函館末広町西鶴弥兵術
明治22年12月IIEl T1380(

020 縦り渡し証（金子縦り渡し紙）｛末広町~弓拾番地木下消蔵他1名→西沢弥兵衛 明治22年12月III 14601

020 代人御願,’1キ（代人認可の願）｛西沢弥兵術→根室始審裁判所判事 明治22年121 0980（

020 代人御願餅（代人認可の願）｛西沢弥兵術→根室始審厳判所判事 明治22年12ノ 0990（

020 委任状（貸金請求代理について）｛北海道渡島国函館末広町百三番地西沢弥兵衛→ 明治22年12ノ 1000(

020 領収証｛若林道矩→西沢弥兵術 明治23年iI 1010(

020 〔封筒〕（神江又吉要嘗入 明治23年1J T1390C

020
証明願（海産千場証明願）｛西沢弥兵術’代理釧路国釧路米町番外地木付可笑人→昆祢
森外_二ケ村戸長外山繁三郎

明治23年4月8［ 1020（

020 〔拝縄願〕（登記櫛閲覧願力）｛木付可笑人→悔訳 明治23年4月III 1030（

020
仮蕊押へ命令評御下附願（物件溌押えについて）｛釧路国釧路郡米町番外地木付可亨
人→梅沢退輔

明治23年4月11i 1040（

oil
仮約定証(厚岸で石炭山試掘出願の件につき){函館元町II言番地佐々木与兵術他3掌
→西濯弥兵衛

明治23年4月Illi T14801

021
借用証（金弐拾円炭山試掘費用として）｛函館元町廿三番地佐々木与兵衛他3名→夢
漂弥兵衛

明治23年4月20E 綴 T14802

Oil 借用金証｛桧山郡汐吹村福永徳太郎他2名→小川又右衛門他1名｝ 明治23年5月II 綴 1050：

021 証itfnii郡汐吹村福永徳太郎→小川又右術門他1名） 明治23年5月1［ 綴 1050：

021 借用金証UfTill郡汐吹村玉谷酉松他1名→小川又右衛門他1名 明治23年5月11 1050ミ

oil 柾｛桧山郡汐吹村本荘万吉→小川又右術門他1名 明治23年5月1［ 綴 10504

021 借用金紙｛檎山郡汐吹村徳光三治郎他1名→小川又右衛門他1名I 明治23年5月Ii 1050,'

021 借用金証｛槍山郡汐吹村太田栄作他1名→小川又右衛門他1名 明治23年5月Ii 綴 1050（

021 借NI金証（桧山郡汐吹村太田徳太郎他2名→小川又右衛門他1名1 明治23年5月1［ 10501

021 証｛桧山郡汐吹村武藤専太郎→小川又右衛門他1名｝ 明治23年5月1； 綴 1050（

022 借用金証｛桧山郡汐I 紺武藤専太郎他1名→小川又右衛門他1名I 明治23年5月1E 綴 1050（

022 借用金証｛桧山郡汐I 跡本荘万吉他1名→小川又右衛門他1名 明治23年5月Ii 綴 1051(

022 借用金証｛桧山郡汐吹村太田孝作他1名→小川又右衛門他1名 明治23年5月1E 綴 10511

022 用金証（檎山郡汐吹村張谷乙吉他1名→小川又右術門他1名 明治23年5月1［ 綴 1051：

022 川金証'郡汐吹村前田作右術門他1名→小川又右術門他1名｝ 明治23年5月1［ 1051ミ

022 州金紙｛桧山郡汐吹村前田直吉他1名→小川又右衛門他1名 明治23年5月11 綴 l05L

022 川金脈｛桧山郡汐吹村奥寺寅二郎他1名→小川又占衛門他1名； 明治23年5月1［ 1051:

022 用金証｛木ノ子村笠嶋専之丞他2名→小川又右衛門他1名） 明治23年5月11. 綴 1051(

022 借用金証｛汐吹村太田要吉他1名→小川又右衛門他1名 明治23年5月1［ 105正

022’ 借用金証｛石崎村村谷金造他2名→小川又右衛門他1名 明治23年5月1［ 綴 10512

023’ 証｛石崎村村 金造他1名→小川又右衛門他1名 明治23年5月1［ 綴 10513

023 借用金u 。村徳光常作他1名→小川又右衛門他1名） 明治23年5月II 1052（

02 借用金訂 1根■村品田専之丞他1名→小川又右術門他1名 明治23年5月1［ 綴 1052］

023 為換証｛灯磯藤二郎→田端半七 明治23年5月9［ 10601

023 〔上地台帳〕 明治23年5月28E 1070（

35 柾（煉瓦塀建築錨寄付金領収鱒）（本願寺別院→西潔弥兵術 明治23年6月4［ 状 T1400I

023’ 金借用証（金弐拾六円）｛負悩人松本喜兵術他1名 明治23年8月8E T1410C

023 念証(抵当場所私所持相違なきにつき）｛十勝国十勝郡大津村西村与平→西漂弥兵衛 明治23年9月l5E T1420C

023
差人抵当約定証（鮭収種代金の抵当として網及び船）｛十勝国十勝郡大津村斎藤小閏
吉他2名→両耀弥兵術

明治23年10月iI T1430C

023 借用証（金丘拾円）｛函館僅宝町二口伊三郎他1名→西滞弥兵衛 明治23年10月5| 状 T1440C

024 念証（借入金抵当の|'|:につき>11-勝凶i勝郡大沌村西村与平→西浬弥兵術I 明治23年12月1i T1450C

024 借川祇｛函館区会所町二十四爵地士方栄次郎→西沢弥兵術） 明治23年12月8I 1100（

024
地所売渡証（渡勘国亀田郡上湯川村開墾地）｛上湯川村字下タケ弐爵地売主工藤浅芸
→幽灘弥兵術

明治23年12月18日 Tl1601

024
地所光渡証（渡島I副亀田郡上湯川村開墾地）｛上湯川村字金場ノ沢売主吉村長兵術篭

1名→西潔弥兵術
明治23年11月18U T1470C

024 借用証｛木村宗治郎→西沢 明治23年12月30日 状 1110（

024 約定証（貸金受取に関する約定）｛小川又右衛門→森幣治郎 明治23年12＃ 1120（

－47－ (10
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0145 委任状（賃金および訴訟の件について）｛函館区鍛冶町三拾壱番地中沢喜久三一：

0146金子借用証書｛天神町九十番地染木広吉→西沢弥兵衛｝

0147
〔感謝状〕（愛知郡軽野学校増築費寄附につき）｛滋賀県令正五位中井弘→滋賀県近江
国愛知郡斧麿村西蕊弥兵衛｝

0148証（比叡山延暦寺永世保存費寄附につき感謝状）｛崇叡会→西濯弥兵衛｝

0149代人願（記載なし）｛函館区鍛冶町三拾壱番地中沢喜久三一

0150代人願（記載なし）｛函館区鍛冶町三拾壱番地中沢喜久三一

015

0152

地所取戻之答（被告反対弁論）｛函館区末広町百三番地西沢弥兵術→函館始審裁判毒
長斉藤金平｝

地所取戻之答（被告反対弁論）｛函館区末広町百三番地西沢弥兵衛→函館始審裁判豆
長斉藤金平｝

0153借用金証書（金三百七拾円）｛青森県津軽郡広瀬村田中吉兵衛→西淫弥兵衛

0154讃（金拾円の借用証）｛函館元町十三番地斉藤信吾→西沢弥兵衛）

0155証（金五拾円の借用書）｛函館区元町十三番地斉藤信吾→西淫弥兵衛

0156借用金証書（金四拾円）｛借主桜井イサ→西濯弥兵衛

0157証（借用書){斉藤信吾→西沢弥兵術」

0I5.S借用証｛斉藤信吾→西沢弥兵術

0159証（金三拾円借用諾){触井半七→西潔弥兵術

0160証（地券受取証){本願寺別院会計係若林道矩→西耀弥兵衛

0161金子借用証｛当別村十四番地小田志郎→西沢弥兵術

0162
〔感謝状〕（函館区コレラ予防費寄附につき）｛北海道庁長官岩村通俊→函館区函館宍
広町西葎弥兵衛｝

0163〔授与書〕（御額字一子地壱面）｛本山執行所→西津弥兵衛

0164念書（秋田県硫黄山開蕊費につき）｛亀井半七他2名→西揮弥兵衛；

01651証（金拾円借用書）｛函館東浜町六番地若林道矩→西揮弥兵術

01661借用証｛浅草区東三筋町五十番地村田広太郎→西沢弥兵術代理若林道親

01671借用金証諜｛函館東浜町廿三番地岡幸三→西沢弥兵術）

0168
〔感謝状〕（愛知川警察署付属官舎建築費寄附につき）｛滋賀県令正五位中井弘→近弧
国愛知郡斧麿村西濯弥兵衛｝

明治18年7月30計 ()76()3

明治18年10月31日｜状0770(）

明治18年11月17H rii90

明治18年12月3日I状T12000

明治18垂 綴0700!

明治18華 綴0760葛

明治18句 07800

明治18華 0790(）

明治19年4月8日｜状T12100

明治19年4月9日｜状08001

明治19年6月14日｜状08101

明治19年8月13日｜状T12200

明治19年8月Ml日｜状08101

明治19年9月14日｜状08801

明治19年11月8円｜状T1310

明治19年II月19日｜状T11.800

明治20年1月20日｜状'08400

明治20年ill月26I: T1240

明治21年2月27日｜状T12500
明治21年3月6日状T12600

明治21年5月31日状T12700

明治21年9月7日状1)8501

明治21年11月17日状10900

明治21年11月2811 1，128()(）

0169念証（硫黄山権利について）｛亀井半七他2名→西淫弥兵衛｝明治22年3月17日状T12900

0170〔感謝状〕（尚武義会資金寄附につき）｛滋賀県尚武義会総代中井弘→西濯弥兵衛｝明治22年3月19日状T13000

0171借用金証書（金弐百円）｛亀井半七→西濯弥兵衛｝明治22年3月21日状T1310 2

0172借用金証書（金弐百四拾円）（亀井半七→西津弥兵衛｝明治22年3月II日状T13103

0173念書（借用金弐百円につき）｛亀井半七→西漂弥兵衛｝明治22年3月21日状T13104

0174証（借用書）｛土方栄次郎→本御店｝明治22年3月25日状08600

01751証謙ノ写（借入金返済方法につき）｛細井半七他2名→西灘弥兵術代理西沢仲次郎｝明治22年4月3日綴T1320I

01761借用証ノ写（柏谷太郎右術門代理陶宗之進→西灘弥兵術

0177
地所売渡証（七飯村字中須田の宅地･畑地）｛函館区東川町六番地能登捨治郎→西毒
弥兵衛｝

明治22年4月3日｜綴T13202

明治22年4月101
I､1330

0178地所登記済証下附願（七飯村字中須田の宅地・畑地）｛西漂弥兵衛→七飯登記所｝明治22年4月10日綴T13302

0179請取証（五洋丸積荷代金）｛東京海上保険株式会社函館代理店→西濯弥兵衛｝明治22年7月10日状T13400

0180証（世襲財産・道具料の件について){西沢又次郎→西沢又兵衛｝明治22年9月Ill日状08700

018

0182

〔感謝状〕（道路改修費寄附につき）｛滋賀県知事中井弘→近江国愛知郡泰川村西濯弥
兵衛｝

〔書翰〕（加茂弥惣右衛門勧解実磯などの件につき）｛釧路国釧路石岡卯之吉方木付語身
笑人→西灘弥兵術｝

0188証（木付可笑人買物代金受取証){永田亀次郎→I

0184〔地価税免除書上〕

0186
受領証（貸金請求勧解実費金三拾円受け取りにつき）｛釧路国釧路石岡卯之吉方木ｲ､i
可笑人→西濯弥兵衛｝

0186為取換約定証書（訴訟費用の件について){西沢弥兵衛他2名→｝

0187委‘任状（貸金請求等の件について){函館末広町百三番地西沢弥兵衛→｝

0188委任状（貸金請求等の件について）｛函館区末広町百三番地西沢弥兵術→！

0189委澗任状（貸金請求等の件について){函館区末広町百三番地西沢弥兵術→！

0190代人御願諜｛函館区末広町百三番地西沢弥兵術→厚岸汐安裁判所判事；

0191勅納及訴訟実費調書｛木付可笑人→永田留治郎｝

019乙
〔封筒〕（北海道函館百三番地西沢弥兵工様釧路洲崎町四丁目拾壱番地平民加茂舞
惣右衛門貸金請求事件書類入木付可笑人之依頼人とあり）

0193〔勧解金高覚

019411鮭漁業製造兼業願｛上松藤次郎他1名→釧路外十郡長宮本千万樹

(9) －48－

明治22年10月1811 T13500

明治22年11月16|| rl36(）

明治22年11月20日｜状（)280

明治22年11月22日｜状ONSOI

明治22年11月2'lI T1360

明治22年11月25日｜状08901

明治22年11月25日｜状09001

明治22年11月25日｜綴0910-

明治22年11月15日｜綴09103

明治22年11月｜綴0910

明治22年11月40(19101

明治22年11月 ()92()(）

明治22年!1月｜状T13603

明治22年12月7月1冊0930（



保科智治：館蔵「西濯弥兵衛関係文茜」の紹介

009
差入澄念爵（弁償金返済の件について）｛大町四拾弐番地本人佐々木庄左衛門他1f
→不御印西沢弥兵衛

明治15年6月12L 0470(1

009 借用証書（金弐百円）｛函館区豊川町四十番地借用人西川幸右衛門→西漣弥兵像 明治15年9月3I Timoi

009 預り証（塩五拾俵）｛磯栄二郎→仁宝丸近岡雄助｝ 明治15年9月26E ()480(;

009 念書一札事（川網巻網使用に関する件）｛加茂弥惣右衛門→西沢弥兵衛 明治15年10月5I 028a

009 借用金証｛函館仲浜町土方栄次郎他1名→西沢弥兵衛 明治15年11月3I 0490(1

OKI
借用申証書之事（金百五拾円）｛函館仲浜町十三番地借用人姥子栄吉他1名→西潔ウ
兵徳

明治15年11月15日 T1()30C

010 預証｛花咲町二丁目角村山兵右衛門→西沢弥兵撫 明治15年11月13日 0500U

010 預り証｛花咲町二丁目角村山平右衛門→西沢弥兵鰯） 明治15年11月25日 Ol'OOi

010
約定証（上長切昆布･塩切鮭に関する約定）｛根室国花咲郡昆布森村三番地沢田次良I
吉他2名→函館末広町西沢弥兵衛！

明治15年11月26ri o:ain

010 借用金証書（金五拾円）｛小麿理二良→西濯弥兵衛 明治15年11月30日 状 T1040C

010 金借証｛根室郡幌茂尻村番外拾号難波村四郎→鈴木幸吉 明治15年12月20日 綴 0520且

010 漁具預証｛根室郡幌茂尻村番外拾号難波村四郎→鈴木幸吉） 明治15TII月Ill日 05202

010 委任状（貸金請求および公私一切の件に関して）｛鈴木幸吉→1 明治15年11月10日 05203

010 借用金証曹（金弐千円）｛東浜町弐拾番地岡幸三→西潔弥兵衛I 明治15年11月25日 Tl1301

010 年賦証文之事｛函館区末広町三番地角野林兵衛→西沢弥兵術 明治15号 o530C

01I 通信料確受証｛西沢→長徳丸 明治10年1月22| 05400

011 為替手形之事（金弐百円）｛不長徳丸六兵衛→西鶴弥兵術 明治10年2月7［ T1050C

0n 金借用証｛富岡町五十八番地林市二郎他1名→西沢弥兵衛） 明治16年2月9E 05501

011 借用証｛大黒町十番地坂口国蔵→西沢弥兵億 明治16年3月18F 05600

on 借用金証書｛根室国花咲郡昆布森村弐番地沢田治郎吉他1名→西沢弥兵衛 明治16年5月28F 状 0570（

011
約定証（長切昆布･塩切鮭運搬につき）｛根室国花咲昆布森村灘田治郎吉→西濯弥皇

衛
明治16年5月18| T1070C

01I 当座預貸越約定証書｛第百十三国立銀行→函館区末広町百三番地西沢弥兵側 明治16年7ノ 05800

011 繭り証誹（借用金の抵当品）｛小鷹理三良→西灘弥兵術） 明治16年8月14F T10801

011 借用金証諜（金百弐拾円）｛会所町廿番地小鷹理言良→西濯弥兵術 明治16年8月l4E T1090(1

011
地券（渡島国亀田郡七飯村字中須田三拾番甲宅地百九拾三坪）｛函館県飽田上磯鷲
長広田千秋→渡島国亀田郡七飯村持主久保金右衛F1

明治16年9月11I T1100C

012
地券（渡島国亀田郡七飯村字中須田弐拾九番乙畑七段三畝弐拾六歩）｛函館県亀匿
上磯郡長広田千秋→渡島国亀田郡七飯村持主久保金右衛門}

明治16年9月11I T1110C

012 〔断簡〕（能崎兵吉・岡辺九郎兵衛等の名前あり 明治16年10月22El 0590(1

012
家督相続譲渡証（西沢弥平から西沢弥兵衛への家督相続）｛愛知郡斧隣村西沢弥平一
滋賀県愛知郡斧麿村他三村戸長西沢重左衛門

明治16年11月II
O600C

012 金員 用澄｛根室花咲町藤田利助→函館末騰町西漣弥兵術｝ 明治16年12月2I 0610(1

Oil 柾 用証）｛富岡町四十番地斉藤信吾→西沢弥兵梅 明治16年12月3011 06200

012 預り証｛釧路国釧路郡米町林大助→西沢弥兵術代理近岡勇助 明治10年11ノ 06301

012 通信料拡受証｛函館電信会社→西沢 明治16i T112()C

012 念書（借用金返済の件につき）｛根室昆布森阿部五郎太→西沢弥兵術I 明治17年1月11 O640C

012
記（借用金不足分の納品…昆布と塩切鮭）｛根室花咲郡昆布村阿部五郎太→西沢弥勇
衛；

明治17年1月9I 状 06500

012 借用証｛根室花咲郡昆布森村三番地沢田サワ代阿部五郎太→西沢弥兵衛I 明治17年3月6［ 07300

013 契約証（借用書）｛竹田文次郎→西沢弥平 明治17年4I 状 07400

013
地券状取戻願｛釧路国釧路郡昆布森村地嵐別二番地加茂弥惣右衛門→昆布森戸長墓
場

明治17年5月19I 0660(1

1)13 記（金子受取証）｛西沢弥兵術→能崎兵吉 明治17年6月11I 状 06701

013 差入念証誹（借用金返済期日の件について）｛能崎兵吉他1名→西沢弥兵術I 明治17年7月I1 oosm

013 差入念証書（借用金返済期日の件について）｛能崎兵吉他1名→西沢弥兵術1 明治17年7月1! 06800

013 金子借用証文｛函館区末広町百十五番地能崎兵吉他1名→西沢弥兵鰯 明治17年7月1［ 状 0090

013 金円借用証｛寿都港岩崎町拾番地菊地三郎→箱館末広町西沢弥兵衛代理仁宝丸勇助 明治17年8月27F 状 (i7i)0

013 預り証｛寿都港岩崎拾番地菊地三郎→箱館末広町西沢弥兵衛代理’仁宝丸勇助 明治17年8月17I 状 07100

013 証（貸金証書預かり証）｛中津喜久三→西漂弥兵衛 明治is年2月2［ 状 T1140C

013 〔帳簿提出督促状〕 明治18年2月5［ 状 02809

013 仮り預り証（小鷹理三良証書弐通預かり証）｛中津喜久三→西濡弥兵術 明治18年2月11I 4-11801

Oil 証（違約金五円につき）（小鷹理三良→中津喜久三 明治18年3月181 状 Tll60C

01i 記（領収書）｛小嶋理三郎→中濯喜久三 明治18年3月111 状 07500

014 預り金証書｛小島理三郎→中沢喜久三 明治18年3月111 07604

014 証（函館町会所建築経費寄附につき）｛函館町会所創立委員→西津弥兵術 明治IS年6月1i T1170C

014
〔感謝状〕（鶴岡学校増築費寄附につき）｛函館鶴岡学校結社総代平田文右衛門→西;；
弥兵衛

明治18年6月2［ T1180C

－49－ (8)
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新昆布売付約定証｛釧路郡米町売主林大助・厚岸郡湾月町林政六→函館内澗町西雲
弥兵衛船長代理近岡祐助｝

明治13年8月6日 T()820

0048追約峰（欠品の際の取り決め）｛釧路国厚岸郡湾月町林政六→｝明治13年8月6日綴T08202

0049証（領収証）｛函館区仲浜町柳下政次郎他1名→西沢弥兵衛｝明治13年8月24日状02500

0050記（地代受取証）｛西谷さつ代西川幸右衛門→西沢弥兵衛｝明治13年9月12日状01300

0051借用金証書｛函館内澗町十三番地佐々木文治他1名→函館区内澗町西沢弥兵衛｝明治13年1(1月II日冊02100

0()52
〔感謝状〕（中山道愛知川板橋維持費寄附につき）｛滋賀県令龍子田安定→愛知郡斧麿
付平民西濯弥兵衛｝

明治13年11月12El I､()8301

00531預り証講（金五百円の借用雷）｛預り人むさしの清次郎）｛地蔵町木下消治良→｝明治13年12月27日状T()84()0
00541預り証（金五百円）｛清次郎→西沢）明治13年12月27日状T08500

0055
差入申念証之事（売約定昆布不足につき）｛釧路国同郡米町林大助→西濯弥兵衛殿蕊
近岡勇助｝．

00561証（金三拾円借用書）｛借用人鈴木幸広他1名→西濯弥兵衛

0057

005芯

0059

貸地出証（釧路国同郡同村頓化海産干場借地につき）｛開拓使→渡島国函館区仲町信
用人矢本兵右衛門｝

借用金証書（金千四百拾七円五十銭）｛天神町五十九番地借用本人染木きい他2名→
西潔弥兵衛｝

貸地出証（釧路国同郡同村頓化海産干場借地につき）｛開拓使→渡島国函館区仲町借
用人矢本兵右術門｝

00601借用証券｛山内金治郎他2名→西沢弥兵術

00611借用金証書｛加茂弥惣右衛門他1名→西沢弥兵術

0062
卒業証書（高等小学第五級卒業）｛滋賀県近江国愛知郡研蒙学校→滋賀県平民近江喜
愛知郡斧磨村西沢仲二郎｝

00631証（売買手数料に関する件）｛斉藤熊右衛門→西沢弥兵衛｝

00641借用金之証（金弐拾円）｛佐々木文治実母佐々木まさ→西濯弥兵衛i

006511借用金之証書（金三拾円）｛佐々木文治実母佐々木まさ→西灘弥兵衛

006611借用証響｛函館区真砂町永堀藤太郎→西沢弥兵術

0067証書（鮭漁場憧貸に関して）｛函館末広町村田駒吉→林大助

0068証（借用書）｛林大助→西沢弥兵術

0069借用金一札（金拾円也）｛里見重吉→西沢弥兵術：

0070証（借用書）｛林大助→西沢弥兵術：

0071差入念書（借用金返済の件について）｛林大助→西沢弥兵衛｝

0072借用証書｛渡島国爾志郡熊石村字関内四拾四番地沢口富士吉→西沢喜蔵）

0073地券（渡島国函館区天神町宅地）｛開拓使→渡島国函館区天神町染木キヌ；

0074

O07b

地券（渡島国函館区末広町百三番宅地百弐拾九坪九分五厘）｛開拓七等属大淫和之一
渡鳥国函館区寿町持主西谷サツ｝

地券（渡島国函館区一澗町三拾番地宅地三百五坪壱分七厘）｛開拓七等属大濯和之一・
渡島同函館区末広町西濯弥兵衛｝

明治13年II月 TO860

明治14年1月27日状T08700

明治14年2月17日 T0880

明治14年2月17日 T0890

明治14年2月10日 rO900(〕

明治14年3月28日状'0270

明治14年3月30日冊0180

明治14年5月3日
T24506

明治14年6月10日状0310(

明治14年6月26日｜|状T09100

明治14年7月29日｜状4-()9100

明治14年8月23日｜状0320(

明治II年8月MM日｜状02901

明治I1年8月MI日｜状03300

明治14年8月31日｜状()81()(

明治II年9月4日｜状()35()(

明治14年9月8日l状0360（

明治14年9月20日i状03701

明治11年10月1日｜状0380(

明治II年10月1日 T0930

明治II年10月1日 TO94(）

0076地券（渡島国亀田郡上湯川村開墾地）｛開拓使→渡島園亀田郡上湯川村黒沢多蔵｝｜明治11年11月1日｜状OMOOl

0077地券（渡島国亀田郡上湯川村開墾地）｛開拓使→渡島国亀田郡上湯川村黒沢多撒）｜明治11年11月1日｜状0400(

0078借用証｛釧路国釧路郡米町林大助他1名→西沢弥兵衛｝

0079預り証書（鮭の中古網弐百五十間）｛釧路米町寄留磯谷由蔵→斎藤拙造｝

0080質入証（中古網弐百五十間）｛本人斎藤拙造他2名→西濯弥兵衛｝

0081金預証書｛真砂町五番地預主続春吉→長内由松

0082
〔感謝状〕（桧山郡上野町及び九鯉川町失火寄附につき）｛開拓使→函館区末広町西雲
弥兵衛｝

明治14年11月20日｜冊0410(

明治14年:i月20日｜綴T09501

明治14年:i月20日||gT09502

明治14年11月27日|状04201

明治14年II月1311 rO960

0083〔感謝状〕（函館公立学校新築賀寄附につき）｛開拓使→函館区末広町平民西灘弥兵術}｜明治1I年II月28日｜状T097(l()

0084〔感謝状〕（函館公立病院新築磯寄附につき）｛開拓使→函館区末広町平民西鶴弥兵術1明治11年12月28日｜状T()98()0

0085金子借用念書（金弐千弐百円）｛蓬莱町武蔵野清次郎他2名→西樺弥兵衛；

0086預り金証｛函館区仲浜町十三番地姥子栄吉→西沢弥兵衛

0087借用証｛後志国太櫓太櫓村青山三次郎→西沢弥兵衛：

0088添証（預り証）｛函館区中島町姥子栄吉→西沢弥兵衛｝

0089
借用証書之事{根室国花咲郡昆布森村三番地沢田治郎吉他2名→函館末広町西沢弥兵
衛｝

0090借用証｛釧路国釧路郡昆布森村吉田勘治郎他1名→西沢弥兵術

0091借用証｛釧路米町林大助→西沢弥兵維

0092

0098

漁場地所井漁道具附譲渡証証（鯨漁場・海産千場・小屋・漁道具譲渡につき）｛青謁
県東津軽郡字鉄村在籍漁業方北見国秩父郡船係り村寄留秋本金太郎・保証人佐々鼻
文治→西濯弥兵衛｝

証（為替手形代金相馬哲平から受取につき）｛西浜町十九番地小松善七方敏栄丸六兵
衛→西津弥兵衛｝

0094金子借用証証（金三百円）｛西尾久助→西漣弥兵衛｝

(7) －50－

明治15年1月1日｜状T(.)99()(l

明治15年1月18日｜状0430(

明治15年1月18日｜状04401

明治15年1月19日I状0.300(

明治15年1月26日 0450(）

明治15年2月6日1冊0460（

明治15年2月6日I状0720(

明治15年2月12IJ 蕊． rlO()0

明治15年2月14El T10600

明治15年3月29日｜状T10100



保科智治：館蔵「西濯弥兵衛関係文普」の紹介

西濯弥兵衛関係文書一覧表

資料名（内容）｛作成人→受取人 作成年代

000
廻船売渡一一札（弐拾弐反帆廻船一般金千七百六拾五両）｛飴屋徳兵衛他2名→西沢亘
兵衛

慶応2年2月31

000 借用申証文之事（金子百両建網・諸道具抵当）｛小川五郎兵衛→箱館不御E「 慶応4年1i

000 送り状之事（串柿・半紙送り状）｛江さし和泉屋主兵衛→与市御場所福島屋辰三郎 慶応4年閏4長

000 〔書簡〕（地面御入用の報告）｛西河二郎左衛門→西沢弥兵栂 明治1年3月91

000 往来手形之事｛大坂松本町大和屋嘉蔵→津々浦々御役人衆中 明治2年4；

000
覚（束錬の預かり証と売り捌きについて）｛敦賀船町天屋五郎右衛門→西潟電兵衛
平重丸伝吉

明治2年sI

000
質地証文之事(於内澗町表口五間裏行弐拾間地面壱ケ所){地主西屋庄蔵他2号
→西濯屋伝右衛門

明治2年9j

0008 借用証之事｛辛仁兵衛→西沢弥兵衛 明治4年4月41

000 借用手形｛青森県金沢精一→函館内澗町御用達西沢弥兵衛 明治5年1I

001‘ 拝借証文一札之事（借用書について）｛彦寿丸忠治→不御店中｝ 明治6年4月25（

001 借用証（金四百五拾円）｛中出浅次郎他2名→第二大区五小区内澗町西鶴弥兵櫛 明治6年8月29【

1)01
永代譲渡地面証文之事{第二ノ三小区大町姥子武兵術他1名→第二ノ亙小区内澗町？；
沢弥兵衛

明治6年gi

001 借用証文之事（金弐拾弐両三分三朱）｛秋田平三郎他1名→卒1 明治7年4月15i

001
差入申護書之事（宝崎平右衛門次女すみ奉公差出の件）｛一大区弐小区下大工町七藷
壱番地身元引請人木下次兵衛他1名→内澗町西灘弥兵術

明治7年6月26I

001
運賃積約定証（厚岸昆布の運賃積の件）｛函館内澗町東京商社巾鹿島万平出張所→量
羅弥兵衛・善宝丸長太郎

明治7年9月10E

001 当座借用証書之事｛江口喜助→西沢弥兵篠 明治7年12J

001
〔感謝状〕（犬上郡下ノ郷村火災救11m寄附につき）｛滋賀県権令代龍手田安定→愛知:！
斧麿村西濯弥平

明治9年2月15［

001 証（借用書）｛福川順教→西沢弥兵術 明治9年5月91

001 借用金証書之事（金百円）｛蓬I 4四拾番地本人瀬田松金蔵他1名→西灘弥兵術 明治9年6月11

002
借用証書之事（金弐拾壱円四拾銭）｛越前国坂jl:郡吉崎浦明栄丸勘右術ド'I東風泊り髪
人小松半七→西沢弥兵術

明治9年6月17［

002 借用証文之事｛地蔵町品田亀之助他1名→西沢弥兵術 明治9年6；

002 借用証書之事｛大町三十九番地米沢粂吉→坂谷兼五郎 明治9年8月15［

002 証（借用証文）｛野瀬浅右衛門→西沢住寿丸久蔵 明治9年8；

002
〔感謝状〕（蓬莱町火災羅災者救仙寄附につき）｛開拓使→渡島国亀田郡函館内澗町司
民西濯弥兵衛

明治9年10月20F

002 借用申一札之事｛江差北新町三十四番地黒川利右術門→塩越屋留右衛門1 明治9年12月23I

002 証（借用書）｛服部応雲→西沢弥兵術 明治10年1月11I

002 寄附金願（宝町学校設立寄附につき）｛西耀弥兵衛→開拓椛大番記官時任為基 明治11年2月7:

002 〔感謝状〕（鶴岡学校への寄付金につき）｛開拓使→函館内澗町西鶴弥兵伽 明治11年3月30I

002 借用金証書｛亦治郎→西沢弥兵衛 明治11年4月8［

003’ 地借約定証書｛西沢弥兵衛他1名→西谷さつ 明治11年6ノ

003 〔感謝 ｜（市街溝渠修繕金寄附につき）｛開拓使→函館内澗町平民西濯弥兵衛 明治11年10月30日

003 〔感謝 ｜（金蘭学校建設資金寄附につき）｛開拓使→内澗町平民西涛弥兵衛 明治ii年11月19日

003 借用金証書（金壱千五百円）｛蓬莱町四拾番地瀬田松金蔵他2名→西潔弥兵衛 明治11年12月16il

003 借用金証書｛第十四大区二小区新潟小牧町百三番地荻島龍吉他2名→武蔵野消次郎 明治11年12f

003
借用金証諜（金三百円）｛新潟県越後国蒲原郡曽根町五百三十四番地在籍平民平次葵
長女借用本人小川タエ他2名

明治11年111

003 預証｛後志国余市郡沢町西十一番地港善四郎→西沢弥兵術） 明治12年2月25（

003 念証書（借地権に関すること）｛西川幸右術門→函館内澗町十三番地西沢弥兵衛 明治12年5月20I

003
地券（釧路国釧路郡昆布森村海産千場）｛開拓使→釧路国釧路郡昆布森村加茂弥惣を

衛門
明治11年6月13E

003 借用証書｛内澗町角野林兵衛→西沢弥兵衛 明治II年9月19i

004’ 〔感謝状〕（商船学校経費寄附につき）｛開拓使→函館区内澗町平民西瀧弥兵衛 明治12年10月18日

004 〔感謝状〕（コレラ予防経費寄附につき）｛開拓使→函館区内澗町平民西潔弥兵衛 明治13年1月181

004 副証書之事（金銭借用書）｛蓮莱町四拾番地武蔵野清次郎他3名→西沢弥兵衛 明治13年2ノ

004 地券（渡島国亀田郡上湯川村開墾地）｛開拓 →渡勘国亀田郡上湯川村吉村長兵術 明治13年3月Ii

004 地券（渡島国亀田郡上湯川村開墾地）｛開拓 →渡島凶亀田郡上湯川村吉村長兵術！ 明治13年3月Ii

004
〔法義参加精勤書〕（鐸尼妙雲の永代供養につき）｛寺務所→法善寺門徒江国愛知郡皇

麿村西葎弥兵衛
明治13年3月141

004
証（愛知川橋梁篤志金金拾五円領収書）｛周旋人蚊野善右衛門他1名→斧麿村西灘劉

兵衛
明治13年6月26I
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し
力
し
こ
の
文
書
だ
け
で
は
西
濯
の
商
活
動
の
変
化
す
る
理
由
や

背
景
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
と
み
え
て
こ
な
い
。
文
書
中
に
出
て
く
る

人
物
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
を
比
定
す
る
こ
と
、
函
館
や
他
地

域
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
加
味
し

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
豊
か
に
西
嘩
の
商
活
動
を
描
く
こ
と
が
で

き
、
ひ
い
て
は
主
に
明
治
期
の
函
館
商
業
界
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る

一
事
例
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

な
か
で
西
濯
文
書
に
幕
末
の
初
代
弥
兵
衛
の
活
動
か
ら
二
代
目
・
三

代
目
に
関
わ
る
昭
和
初
期
ま
で
の
活
動
が
分
か
る
資
料
で
あ
る
。
文
書

を
編
年
順
に
み
て
い
く
と
西
淫
の
活
動
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
、
実

際
に
取
り
交
わ
さ
れ
た
契
約
証
な
ど
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
伝
記

な
ど
で
は
う
か
が
い
知
れ
な
い
実
質
的
な
も
の
で
あ
る
。

（
付
記
）
西
濯
文
普
を
整
理
す
る
に
お

御
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の

（
資
料
整
理
を
し
て
い
た
だ
い
た
方
々

神
田
光
之
・
松
山
麻
樹
・
林
亜
津
紗
・
山
崎
公
美
（
平
成
一
○
年
度
実
習
生
）

青
木
誠
治
・
太
田
哲
哉
・
奥
野
進
・
熊
谷
興
志
子
・
鈴
木
清
子
・
高
橋
敦
史
・

堀
内
麻
代
・
宮
本
朋
佳
・
安
井
政
樹
・
布
施
和
洋
・
片
山
剛
・
山
下
和
大
・

大
石
俊
久
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
講
座
参
加
者
）

西
濯
文
爵
を
整
理
す
る
に
あ
た
唾
菅
原
繁
昭
氏
か
是
多
く
の
資
料
と

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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一
合
併
漁
業
」
を
行
う
契
約
を
結
ぶ
（
資
料
《
嘩
一
２
Ｓ
ｇ
｜
為
取
↓
換
契
約

証
」
）
。
こ
れ
以
降
漁
場
は
留
別
村
字
シ
レ
ー
ト
と
十
勝
の
大
津
村
を
中

心
に
経
営
し
て
い
く
。

明
治
三
十
年
五
月
一
日
初
代
弥
兵
衛
は
心
臓
病
で
急
逝
し
た
（
資
料

０
６
４
０
～
０
６
４
２
）
。
明
治
二
八
年
中
頃
か
ら
西
淫
の
住
所
が
会

所
町
四
番
地
に
移
転
し
て
い
る
が
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
初
代
弥
兵
衛

死
去
後
、
二
代
目
弥
兵
衛
は
豊
川
町
五
十
番
地
に
居
住
し
て
い
る
。
二

代
目
弥
兵
衛
は
初
代
弥
兵
衛
の
死
亡
電
報
な
ど
か
ら
大
阪
に
度
々
行
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
背
景
は
資
料
０
５
９
５
「
大
阪
肥
料
新
報

第
百
六
号
」
や
資
料
０
７
３
８
「
練
搾
粕
売
買
契
約
証
書
正
本
」
な
ど

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
練
絞
粕
売
買
に
関
わ
っ
て
の
こ
と
と
思
わ
れ

る
。
資
料
０
７
３
８
に
よ
る
と
、
売
人
は
西
樺
弥
兵
衛
で
陳
は
「
露
領

薩
姶
瞳
島
西
富
内
字
ヲ
コ
ナ
イ
ボ
」
で
収
穫
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
契
約
文
に
は
「
契
約
貨
物
ノ
積
載
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

樺
太
で
漁
場
を
経
営
し
て
の
も
の
で
は
な
く
現
地
で
練
絞
粕
を
調
達
し

そ
れ
を
輸
送
し
て
売
り
捌
く
と
い
う
も
の
ら
し
い
。

私
生
活
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
初
代
・
二
代
弥
兵
衛
合
わ
せ
て
五

十
点
ほ
ど
の
寄
附
に
関
す
る
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
故
郷
斧
麿
村
や

滋
賀
県
内
の
学
校
整
備
や
災
害
救
仙
へ
の
寄
附
（
資
料
０
０
１
６
．
０

１
４
６
．
０
１
６
８
．
０
１
７
０
．
０
１
８
１
．
０
３
２
６
．
０
３
４

２
．
０
３
４
３
．
０
７
２
９
．
０
７
５
６
）
、
商
活
動
の
拠
点
地
函
館
に

お
い
て
も
学
校
建
設
や
災
害
救
伽
へ
の
寄
附
（
資
料
０
０
２
３
．
０
０

２
６
．
０
０
２
７
．
０
０
３
０
．
０
０
３
１
．
０
０
３
９
．
０
０
４
０
．

０
０
８
１
．
０
０
８
２
．
０
０
８
３
．
０
１
４
２
．
０
１
４
３
．
０
１

６
１
．
０
２
７
２
．
０
４
０
４
．
０
４
２
９
．
０
４
８
９
．
０
４
９
０
．

０
７
１
７
．
０
７
２
０
．
０
７
２
５
．
０
７
５
７
）
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

信
仰
心
に
関
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
寺
院
修
復
や
大
仏
建
立
の
た
め
の

寄
附
（
沓
〈
料
０
１
４
７
．
０
１
９
７
．
０
２
３
４
．
０
４
０
１
．
０
４

．
お
わ
り
に

従
来
、
函
館
の
著
名
な
商
人
に
つ
い
て
は
伝
記
な
ど
も
残
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
活
動
や
人
物
像
な
ど
は
詳
し
く
分
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
ほ
ん
の
一
握
り
の
人
物
で
あ
り
、
大
多
数
の
商
人
に
つ
い
て
の

詳
細
な
履
歴
や
商
活
動
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
伝
記
が
残

さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
物
に
関
わ
る
資
料
や
商
活
動

に
関
わ
る
資
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
の

５
０
．
０
６
４
７
．
０
６
４
８
．
０
７
５
４
）
、
そ
の
他
社
会
活
動
に
関

す
る
寄
附
（
資
料
０
４
９
３
．
０
５
５
０
．
０
５
５
１
．
０
６
４
４
．

０
６
４
５
．
０
６
４
６
．
０
６
７
８
．
０
７
０
７
）
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
は
当
時
西
嘩
家
が
お
か
れ
て
い
た
立
場
や
弥
兵
衛

の
心
理
状
況
な
ど
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

二
代
目
弥
兵
衛
の
長
男
弥
太
郎
は
私
立
函
館
幼
稚
園
を
出
て
い
る
が

（
資
料
０
７
２
３
「
保
育
証
」
）
、
小
学
校
は
京
都
の
小
学
校
に
通
っ
て
い

る
。
初
代
弥
兵
衛
死
去
後
、
京
都
に
い
る
初
代
弥
兵
衛
の
妻
タ
ツ
か
ら

の
手
紙
が
増
え
て
い
る
。
初
代
弥
兵
衛
に
は
京
都
と
函
館
に
二
人
の
妻

が
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
書
翰
か
ら
は
当
時
の
商
人
の
意
識
や
家
族
の
在

り
方
な
ど
が
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

明
治
四
五
年
一
月
二
五
日
函
館
区
宝
町
三
九
番
地
か
ら
西
淫
一
家
は

京
都
へ
転
籍
し
た
（
資
料
０
９
５
５
「
戸
籍
謄
本
」
）
。
大
正
か
ら
昭
和
に

か
け
て
の
文
書
の
中
心
人
物
は
弥
太
郎
と
な
り
、
弥
太
郎
は
東
京
で

「
弥
栄
商
店
」
を
営
業
し
、
そ
こ
で
は
石
炭
や
コ
ー
ク
ス
を
取
り
扱
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
後
の
西
濯
家
の
行
方
は
不
明
で
あ
る
が
、
資

料
０
９
９
４
「
実
測
函
館
詳
図
」
（
昭
和
一
六
年
発
行
）
が
文
書
群
の
中

に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
地
図
に
は
「
函
館
的
場
国
民
学
校
」
と
い
う

文
字
を
練
習
し
た
様
子
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
函
館
と
何
ら
か
の
関
わ
り

が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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麓
文
書
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
初
代
郷
兵
衛
・
刀
積
荷
と
し
て
搬
皇

し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
資
料
０
０
０
５
「
覚
」
は
敦
賀
の
天

屋
が
西
濯
重
兵
衛
か
ら
預
か
っ
た
束
練
を
売
り
捌
く
旨
が
記
さ
れ
て
い

る
。
重
兵
衛
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
「
平
重
丸
伝
吉
」
が
ど
の
よ
う

な
人
物
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
資
料
が
西
濯
文
書
に
残
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
初
代
弥
兵
衛
が
重
兵
衛
の
荷
物
を
搬
送
し
て
い
る
こ

と
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
資
料
０
０
１
４
「
運
賃
積
約
定

証
」
で
は
厚
岸
産
の
昆
布
の
搬
送
に
関
す
る
取
り
決
め
が
交
わ
さ
れ
て

い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
幕
末
・
明
治
初
期
に
か
け
て
の
初
代
弥
兵
衛

の
商
活
動
の
ひ
と
つ
と
し
て
荷
物
の
搬
送
業
務
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
わ

れ
る
。幕

末
・
明
治
初
期
の
他
の
商
活
動
と
し
て
仕
込
・
貸
金
業
が
あ
げ
ら

れ
る
。
資
料
０
０
０
２
「
借
用
申
証
文
之
事
」
な
ど
は
建
網
・
諸
道
具

を
抵
当
に
百
両
を
貸
し
付
け
て
い
る
も
の
で
、
仕
込
み
と
思
わ
れ
る
。

資
料
０
０
０
８
「
借
用
手
形
」
は
青
森
県
の
金
沢
精
一
と
い
う
人
物
に

や
は
り
百
両
を
貸
し
付
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
初
代
弥
兵
衛
の
肩

書
き
「
函
館
内
間
町
御
用
達
」
と
い
う
文
言
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は

不
明
で
あ
る
。
資
料
０
０
１
５
「
当
座
借
用
証
書
之
事
」
で
は
千
百
円

を
当
座
貸
し
し
て
い
る
。
そ
の
他
借
用
書
の
類
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
仕
込
み
や
貸
金
業
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
仕
込
み

に
お
け
る
西
淫
の
在
り
方
は
、
仕
込
親
方
に
貸
金
を
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
資
料
０
２
１
０
～
０
２
３
０
は
桧
山
郡
汐
吹
村
（
現
上
ノ
国
町
）

の
漁
民
が
小
川
又
右
衛
門
と
森
幣
治
郎
と
い
う
人
物
か
ら
操
業
資
金
を

借
り
た
際
の
借
用
書
の
綴
り
で
あ
る
。
こ
の
借
用
書
に
は
小
川
と
森
両

名
が
連
署
さ
れ
て
い
る
が
、
資
料
０
２
４
３
「
約
定
証
」
に
よ
る
と
実

際
の
資
金
を
出
し
て
い
る
の
は
森
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
借
用

書
綴
り
が
西
曝
文
書
に
残
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
資
料
０
２
８
７
「
差

入
置
候
借
用
金
に
対
す
る
抵
当
物
借
用
証
書
」
か
ら
借
用
書
が
抵
当
物

件
で
あ
る
た
め
で
あ
る
一
森
に
西
濯
か
ら
汐
欧
村
漁
民
の
借
用
緯
を

抵
当
物
件
と
し
て
仕
込
金
を
借
用
し
た
。
し
か
し
、
森
が
漁
民
か
ら
仕

込
み
金
を
回
収
す
る
た
め
に
借
用
書
が
必
要
と
な
り
、
抵
当
物
件
と
な

っ
て
い
る
借
用
書
を
借
用
し
た
い
旨
が
資
料
０
２
８
６
に
記
載
さ
れ
て

い
る
。残

さ
れ
た
文
書
か
ら
み
て
い
く
と
商
活
動
の
転
機
が
何
度
か
訪
れ

る
。
明
治
一
三
年
の
資
料
０
０
４
６
「
新
昆
布
売
付
約
定
証
」
が
昆
布

売
買
に
関
す
る
初
出
の
資
料
で
あ
る
。
次
に
明
治
一
五
年
の
資
料
０
１

０
２
「
約
定
証
」
で
は
昆
布
の
他
に
「
塩
切
鮭
」
の
売
買
に
も
関
わ
る

よ
う
に
な
る
。
道
東
の
釧
路
・
根
室
地
域
へ
の
進
出
で
あ
る
。
こ
の
時

期
か
ら
釧
路
・
根
室
方
面
に
関
わ
る
借
用
書
や
契
約
書
、
そ
し
て
貸
金

請
求
に
関
す
る
資
料
が
増
え
て
い
く
。
次
の
転
機
は
、
『
北
門
名
家
誌
』

に
も
出
て
く
る
が
秋
田
硫
黄
鉱
山
に
関
わ
る
明
治
一
九
年
で
あ
る
。
資

料
０
１
５
８
「
証
」
で
お
金
を
借
り
た
亀
井
半
七
が
西
濯
と
硫
黄
鉱
山

を
結
ぶ
接
点
ら
し
く
、
こ
れ
以
降
の
硫
黄
鉱
山
関
係
資
料
に
名
を
連
ね

て
い
る
。
ち
な
み
に
硫
黄
鉱
山
に
出
資
し
た
金
額
に
つ
い
て
は
、
資
料

０
１
６
３
「
念
証
」
に
よ
る
と
、
明
治
一
九
年
九
月
か
ら
二
一
年
一
二

月
ま
で
に
二
万
五
千
五
百
円
を
亀
井
た
ち
に
出
資
し
、
そ
の
利
子
は
三

千
五
百
円
に
上
っ
て
い
る
。
硫
黄
鉱
山
の
件
に
関
し
て
は
明
治
二
二
年

二
十
歳
に
な
る
二
代
目
弥
兵
衛
が
関
係
し
て
く
る
。
（
資
料
０
１
７
４

「
証
書
ノ
写
」
）

道
東
に
進
出
し
た
西
灘
は
次
に
択
捉
に
進
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
き
っ
か
け
は
、
資
料
０
２
８
０
「
塩
売
買
証
書
謄
本
三
明
治
二
五
年

一
月
）
に
よ
る
と
漁
業
者
阿
部
済
と
い
う
人
物
か
ら
千
島
国
紗
那
郡
有

萌
村
に
あ
る
塩
を
職
入
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
同
年
六
月
に
は
阿
部
と
塩
切
鮭
の
売
買
契
約
を
結
び
（
資
料
０
２

８
７
「
塩
切
鮭
売
買
契
約
証
書
正
本
写
二
、
同
月
に
は
阿
部
が
平
出
喜

三
郎
か
ら
借
り
て
い
る
有
萌
村
字
パ
ウ
ス
モ
イ
の
海
産
千
場
に
お
い
て

－54－(3)



保科智治：館蔵「西濯弥兵衛関係文書」の紹介

・
西
差
弥
兵
衛
関
係
文
書
か
ら
み
た
西
達
家
の
概
略

西
淫
弥
兵
衛
の
略
歴
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
七
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
北
門
名
家
誌
全
』
の
な
か
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
と
残
さ
れ

た
文
書
群
の
内
容
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
い
く
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
し

か
し
『
北
門
名
家
誌
』
で
は
み
え
て
こ
な
い
商
活
動
が
文
書
群
か
ら
読

み
と
れ
る
の
で
、
そ
の
部
分
を
一
覧
表
の
資
料
か
ら
あ
げ
て
紹
介
し
て

お
き
た
い
と
思
う
。
熊
谷
氏
の
論
考
と
重
な
る
部
分
も
多
々
あ
る
が
ご

了
承
い
た
だ
き
た
い
。

西
淫
弥
兵
衛
は
文
政
一
二
（
一
八
二
九
）
年
に
近
江
国
愛
知
郡
西
灘
弥

兵
衛
の
八
男
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
。
出
身
地
は
愛
知
郡
の
斧
麿
村

（
現
秦
荘
町
）
で
、
こ
れ
は
資
料
０
０
１
６
の
「
〔
感
謝
状
ご
な
ど
度
々

出
て
く
る
の
で
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
断
っ

て
お
き
た
い
の
は
、
八
男
と
し
て
生
ま
れ
た
弥
兵
衛
を
初
代
弥
兵
衛
と

す
る
。
初
代
弥
兵
衛
は
出
身
地
斧
麿
村
で
は
前
記
〔
感
謝
状
〕
を
み
る

て
い
る
年
月
日
を
記
載
し
た
が
、
封
筒
の
日
付
印
や
内
容
か
ら
判
断
し

て
付
し
た
も
の
も
あ
る
。
形
態
は
文
書
の
状
態
を
示
す
も
の
で
、
「
冊
」

は
長
辺
側
を
綴
じ
た
冊
子
体
、
「
横
」
は
短
辺
を
綴
じ
た
冊
子
体
、
「
横

半
」
は
横
帳
を
半
分
に
し
た
も
の
、
「
状
」
は
一
枚
物
、
「
綴
」
は
冊
子

体
や
一
枚
物
を
複
数
こ
よ
り
な
ど
で
綴
じ
た
も
の
を
示
す
。
収
納
番
号

は
整
理
が
二
度
に
わ
た
っ
た
た
め
、
五
桁
の
番
号
の
も
の
と
五
桁
の
番

号
の
前
に
Ｔ
を
付
し
た
も
の
が
あ
る
。
収
納
番
号
の
前
三
桁
が
通
し
番

号
で
後
ろ
二
桁
が
枝
番
と
な
っ
て
い
る
。
前
三
桁
が
同
一
で
後
ろ
二
桁

が
異
な
る
も
の
は
、
綴
り
の
状
態
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
も
の
あ
る
い

は
包
紙
・
封
筒
に
一
括
し
た
状
態
で
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

綴
り
の
状
態
で
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
形
態
に
「
綴
」
と
記
載
し
、
包

紙
あ
る
い
は
封
筒
に
一
括
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の

形
態
を
示
し
た
。

と
わ
か
星
一
か
た
弥
平
陸
．
と
な
一
二
：
）
し
一
葎
一
覆
徒
跡
呉
衛
に
明
椿
二
一
／

（
一
八
八
三
）
年
、
資
料
０
１
２
１
「
家
督
相
続
譲
渡
証
書
」
お
よ
び
資

料
０
９
５
５
「
戸
籍
謄
本
」
に
よ
る
と
、
息
子
二
代
目
弥
兵
衛
（
幼
名

仲
次
郎
）
に
家
督
を
相
続
し
て
い
る
。
資
料
０
１
２
１
「
家
督
相
続
譲

渡
証
書
」
に
よ
れ
ば
八
弥
平
Ｖ
か
ら
八
弥
兵
衛
Ｖ
に
相
続
を
行
っ
て
い

る
。
ま
た
，
資
料
０
９
５
５
「
戸
籍
謄
本
」
に
よ
れ
ば
二
代
目
弥
兵
衛

の
父
親
名
は
八
弥
次
兵
衛
Ｖ
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
お

い
て
名
前
を
変
え
て
い
る
。

残
さ
れ
た
文
書
群
の
初
出
年
が
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
か
ら
な
の
で

初
期
の
活
動
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
慶
応
か
ら
明
治
初
期
に
か

け
て
の
文
書
を
み
て
い
く
と
初
代
弥
兵
衛
の
活
動
を
推
測
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

資
料
０
０
０
１
「
廻
船
売
渡
一
札
」
は
西
沢
重
兵
衛
が
購
入
し
た
際

の
文
書
で
あ
る
。
重
兵
衛
は
初
代
弥
兵
衛
と
は
親
戚
関
係
に
あ
る
人
物

で
、
資
料
０
１
２
１
「
家
督
相
続
譲
渡
証
書
」
に
お
い
て
も
「
保
証
人

親
類
西
沢
重
兵
衛
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
『
北
門
名
家
誌
』
に
よ
れ

ば
初
代
弥
兵
衛
は
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
の
渡
函
後
、
千
石
積
み
の
船

を
新
調
し
た
と
あ
る
．
新
調
し
た
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の

「
廻
船
売
渡
一
札
」
が
西
津
文
書
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
重
兵
衛

所
有
の
船
を
初
代
弥
兵
衛
が
購
入
あ
る
い
は
譲
渡
に
よ
っ
て
所
有
し
て

い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
商
活
動
の
在
り
方
と
し
て
は
、
資
料
０
０
０

４
「
往
来
手
形
之
事
」
に
「
沖
船
頭
弥
兵
衛
」
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
廻
船
を
用
い
た
活
動
が
あ
げ
ら
れ
る
。
廻
船
を
用
い
て
い

る
こ
と
、
近
江
出
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
北
前
船
に
よ
る
買
い
積
み
形

態
の
商
活
動
を
想
像
し
や
す
い
が
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
な
帳
簿
や

書
類
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
は
商
品
の
搬
送
業
務

と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
資
料
０
０
０
３
「
送
り
状
之
事
」
は
江
差

の
和
泉
屋
か
ら
余
市
場
所
福
島
屋
に
宛
て
た
も
の
で
、
こ
の
資
料
が
西
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。
西
毒
文
書
に
つ
い
て

当
該
文
書
は
京
都
在
住
の
方
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
寄
贈
さ
れ
た
方
は
西
嘩
家
と
は
無
縁
の
方
で
、
こ
の
文
書
群
が
残

さ
れ
た
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
西
津
文
書
は
二
回
に
わ

た
っ
て
寄
贈
さ
れ
た
。
は
じ
め
は
平
成
三
年
に
寄
贈
者
本
人
か
ら
、
次

は
平
成
八
年
に
大
阪
市
史
編
纂
所
の
ご
尽
力
を
得
て
寄
贈
さ
れ
た
。
大

阪
市
史
編
墓
所
の
調
査
に
よ
る
と
、
西
濯
文
書
は
当
館
に
ほ
と
ん
ど
が

寄
贈
さ
れ
た
が
、
一
部
他
の
機
関
に
も
寄
贈
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

西
淫
文
書
の
整
理
作
業
は
平
成
八
年
度
か
ら
開
始
し
、
平
成
一
○
年

度
ま
で
は
博
物
館
実
習
生
を
中
心
に
行
い
、
平
成
三
年
度
は
中
断
し
、

．
は
じ
め
に

平
成
一
四
年
度
「
西
淫
弥
兵
衛
関
係
文
書
」
（
以
下
西
淫
文
書
と
す

る
）
の
整
理
作
業
が
終
了
し
た
。
整
理
の
結
果
そ
の
総
点
数
は
八
○
六

件
一
○
三
○
点
を
数
え
、
全
体
の
内
容
は
明
治
初
期
か
ら
中
期
を
中
心

と
し
て
幕
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
至
る
ま
で
の
資
料
が
含
ま
れ
る
。
こ

の
報
告
で
は
西
濯
文
書
の
一
覧
表
を
掲
載
し
、
今
後
の
資
料
の
活
用
に

供
す
る
と
と
と
も
に
、
こ
の
文
書
群
と
他
の
資
料
か
ら
み
え
て
き
た
函

館
を
商
活
動
の
拠
点
と
し
た
商
人
西
津
弥
兵
衛
の
概
略
を
紹
介
す
る
。

八
資
料
紹
介
Ｖ

館
蔵
「
西
淫
弥
兵
衛
関
係
文
書
」
の
紹
介一

些
成
一
二
錘
度
は
博
物
館
資
料
活
用
ボ
ラ
シ
テ
《
ア
古
文
書
グ
ル
ー
プ

（
館
報
四
一
号
参
照
）
が
、
平
成
一
三
・
四
年
度
は
古
文
書
調
査
講
座
参

加
者
が
行
っ
た
．

整
理
作
業
は
文
書
を
基
本
的
に
一
点
に
つ
き
一
封
筒
に
収
納
す
る
と

い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
文
書
群
の
一
部
に
は
水
損
し
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
状
態
の
悪
い
も
の
も
あ
る
。
包
紙
や
封
筒
か
ら
中
身
が
出
さ
れ
て
い

る
も
の
も
あ
り
、
包
紙
や
封
筒
と
中
身
が
合
わ
な
い
も
の
も
あ
る
。
し

か
し
、
整
理
に
あ
た
っ
て
、
包
紙
あ
る
い
は
封
筒
な
ど
に
複
数
在
中
す

る
文
書
は
解
体
せ
ず
、
一
括
で
一
件
と
し
て
登
録
し
た
。

一
覧
表
の
説
明
を
し
て
お
き
た
い
。
資
料
名
の
欄
に
は
、
資
料
名
と

内
容
、
そ
し
て
作
成
人
・
受
取
人
を
記
載
し
て
い
る
。
資
料
名
は
表
題

の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
記
載
し
、
無
い
も
の
に
つ
い
て
は
適

当
な
表
題
を
付
け
〔
〕
で
示
し
た
。
内
容
に
つ
い
て
も
お
お
む
ね
そ

の
文
書
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
分
か
る
範
囲
で
簡
略
的
に
記
載

し
た
。
作
成
人
・
受
取
人
は
複
数
い
る
場
合
は
代
表
的
人
物
一
名
の
名

を
記
載
し
他
何
名
と
し
た
。
契
約
証
な
ど
一
部
、
作
成
人
・
受
取
人
と

い
う
表
現
で
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
も
あ
る
。
封
筒
詰
め
作
業
に
お
い
て

は
旧
字
・
異
体
字
を
そ
の
ま
ま
記
載
し
た
が
、
一
覧
表
で
は
基
本
的
に

新
字
に
改
め
た
。
作
成
年
代
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
文
書
に
記
載
さ
れ

保
科
智
治
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